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岩手県医薬品卸業協会

株式会社小田島
〒025-0008　岩手県花巻市空港南2-18 ☎0198（26）4211

株式会社恒和薬品岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南4-10-2 ☎019（639）0755

株式会社スズケン岩手
〒020-0125　岩手県盛岡市上堂4-5-1 ☎019（641）3311

東邦薬品株式会社岩手営業部
〒020-0122　岩手県盛岡市みたけ2-7-15 ☎019（646）7130

株式会社バイタルネット岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-12 ☎019（638）8891

株式会社メディセオ北海道・東北支社岩手営業部
〒025-0312　岩手県花巻市二枚橋第5地割6-26 ☎0198（26）0552
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（Ұࣾ）岩手県ༀࢣࡎձ

ձɹാɹᖒɹതɹາ

　৽͋け·͓ͯ͠ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻօ༷ʹ
͓͔Ε·ͯ͠ɺ݈͔ʹ৽͍͠Λ͓ܴ͑ͷࣄ
ͱ͓ܚͼਃ͠上͛·͢ɻ
Ͱ͋Γ·͠た岩ۀࣄຊ県ʹͱͬͯେ͖ͳࡢ　
手ࠃମ͕ແࣄʹऴ͍ྃた͠·͠たɻࠓճ౦ຊ
େࡂ波ͷඃࡂ県Ͱͷ։࠵Ͱ͋Γɺશ͔ࠃΒେ
͖ͳΛཋͼたࠃମͰ͋Γ·͠たɻ૯߹
Ͱඪͷ 8ҐҎΛେ͖͘上ճΔ 2Ґͱ͍͏
ΛऩΊɺ෮͔ͯͬʹڵྗ͍ͯ͠Δຊ県ͷ࢟
ΛΞϐーϧ͢Δ上ͰेͳՌΛ上͛たͷͱ
ɻ͢·͍ࢥ
　ຊձͰ֤ٕڝʹΞンνυーϐンάʹؔ͢Δ
ϒーεΛઃけબ手たͪͷ૬ஊʹԠ͡た΄͔ɺυー
ϐンάࢭϗοτϥΠンΛઃけɺ24 ମ੍Ͱؒ࣌
ΠンターωοτʹΑΔ༻ༀαϓϦϝンτͷ૬
ஊʹରԠ͍た͠·͠たɻདྷҾ͖ଓ ʮ͖εϙー
πϑΝーϚγετʯΛத৺ͱ͠たੵۃతͳΞンν
υーϐンά׆ಈΛ͍ߦɺ県ຽͷυーϐンάࢭ
ͷೝࣝΛߴΊΔ׆ಈΛࢀͯͬߦΓ·͢ɻ͜ͷͷ
ʹた͖ͩ·͠たձһͷօ༷ํ͍ྗڠ͝ʹۀࣄମࠃ
৺͔Βँײਃ͠上͛·͢ɻ
　ͯ͞ɺࡢ 4݄ͷௐࡎใुվఆҎདྷɺզʑͷༀ
ଇͷنΓ·͠たɻༀ୲ࢀେ͖͘มΘͬͯڥہ
ͱͷؒʹϑΣンεΛઃけؔػʹΑΓҩྍ؇੍ن
Δඞཁ͕ͳ͘ͳΓɺͦΕ͕֦େղऍ͞Εた͜ͱͰ
શࠃతʹҩྍ͕ؔػෑ地ʹༀہΛ༠க͢Δಈ͖
͕ग़ͯࢀΓ·͠たɻ͜ͷ͜ͱްੜ࿑ಇল͕ฏ
27  10 ݄ʹެද͠たʮऀױͷたΊͷༀہͷকདྷ
ϏδϣンʯͰᨳ͍ͬͯΔʮલ͔Β͔͔Γͭけͦ
ͯ͠地Ҭʯͱେ͖͘ໃ६͓ͯ͠Γɺͦͷझࢫʹ
ࢣࡎΘ͟ΔΛಘ·ͤΜɻຊༀݴΔͷͱ͢ߦٯ
ձͰ͜ͷ݅ʹؔ͠ɺอݥༀہͷࢦఆʹたͬͯɺ
ಠཱੑʹ͕ٙ͋Δ߹ʹࢦఆ͠ͳ͍Α͏ްੜ
ཁ͍ͯ͠·͕͢ɺ県ͰҰ෦ͷҩྍ͘ڧʹہ
ͷಈޙࠓਐΜͰ͓ΓɺʹͷΑ͏ͳํ͕ͦؔػ
Λे͔͍ͯ͠ࢹͳけΕͳΓ·ͤΜɻ
　·たɺްੜ࿑ಇলͰࡢ͔Βɺʮ݈߁αϙー
τༀہʯͷҭʹྗΛ͍Ͱ͍·͢ɻຊ県ͰҎ
લ͔Βಉ༷ͷ༰Ͱʮ݈߁ϥΠϑαϙーτༀہʯ
मݚೝఆ͕ہଟ͘ͷༀࡏݱΛల։͓ͯ͠Γɺۀࣄ
ձʹࢀՃ͢ΔͳͲʮ͔͔Γͭけༀࢣࡎɾༀہʯ
ͷؔ৺͕ߴ·Γͭͭ͋Γ·͢ɻ県ͷશͯͷༀ
ʯͱͳΓɺ͞ΒʹάϨーυہʮ͔͔Γͭけༀ͕ہ
ͷ͍ߴɺ地ҬͷװجༀہͰ͋Δʮ݈߁αϙーτༀ
ʹʯہ ͳΔ͜ͱΛ͍ͯ͠ࢦたͩけΕਙͰ͢ɻ
　Ұํɺதҩڠʹ͓͍ͯظ࣍ʹطྍใुʹؔ

͢Δ͕ٞߦΘΕ͍ͯ·͢ɻࡢʹฏ 29 
Ұൠձܭ༧ֳܾ͕ٞࢉఆ͞Εɺࣾձอোඅ
5000 ԯԁ૿ֹ͞Ε·͠た͕ɺ੍نʹٯվֵձٞ
͔Βྍใुͷେ෯ͳॖখ͕ٻΊΒΕ͓ͯΓɺ
ҩՊɺࣃՊɺௐࡎͰͷൺ（1ɿ1ɿ0�3）͕
ࡢਖ਼ৗʹอたΕΔ͔Ͳ͏͔৺Ͱ͢ɻ·たɺޙࠓ
ΕʹༀՁ੍ͷൈຊతվֵʹけたجຊํ
͕ൃग़͞Εɺ৺͍ͯ͠たༀՁվఆʹ͖ͭ·͠
ͯɺՁ֨ဃͷେ͖ͳʹ͍ͭͯͷみߦΘΕ
Δ͜ͱʹͳΓɺຖͷશ໘վఆ͔Ζ͏ͯ͡ճආ
͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͠たɻ͔͠͠ɺࡒࡁܦࢾձ
ٞͰຽؒҕһ͔Βɺௐࡎྉʹ͍ͭͯඅ༻ରޮՌ
Λ͔ͬ͠Γ͢ূݕΔ͖Ͱ͋Δͱͷҙ͕ݟग़͞Ε
͓ͯΓɺຊདྷதҩڠͰ৹͖͕߲ٞ͢ࣄதҩڠҎ
֎Ͱٞ͞ΕΔ͜ͱʹ͍͔͞͞ෆ͕҆Γ·
͢ɻ·た֘ձٞͰଞʹγοϓࡎͳͲ͘
市ൢͱͯ͠ఆண͍ͯ͠ΔεΠον05$ༀͰҩ
ྍ༻ҩༀʹྨ͢ࣅΔༀʹ͍ͭͯߪೖֹͱҩྍ
อࢧݥֹʹେ͖ͳ͕ࠩ͋Δͱͯ͠ɺޙࠓセϧϑ
ϝσΟέーγϣンΛଅਐ͢ΔたΊʹɺҰఆͷऀױ
·ΊΔ͖ͱͷఏҊͳ͞Ε͍ͯٻෛ୲Λݾࣗʹ
͢ɻ֤ༀہʹ͓͖·ͯ͠ҠΓมΘΔༀڥہʹ
ରԠ͢ΔたΊͷใऩूΛଵΒͣɺޙࠓͷۀʹ
͍ͭͯेݕ౼͍ͯ͠た͖ͩた͍ͱଘ͡·͢ɻ
　มΘΓ·͕͢ɺࡢ ӃٞࢀΘΕたߦʹ7݄
ൺྫ۠બڍʹ͓͖·ͯ͠ɺզʑༀࢣࡎͷؒͰ͋
Δ౻ҪͱΏ͖ࣄݟ͕ࢯ 3બΛՌた͠·͠たɻݱ
ؤҕһձʹॴଐ͠ࢉձͰްੜ࿑ಇҕһձͱܾࠃࡏ
ு͓ͬͯΓ·͢ɻօ༷ํʹબڍલ͔Βޙԉձ໊
ͷఏग़Λ͓͓͍ͯ͠ئΓ·͠た͕ɺ݁Ռతʹ
2700 ໊ͷ໊Λఏग़͍ͯ͠た͖ͩ·͠たɻແཧ
ͳ͓͍ئʹؔΘΒͣଟͷํʑʹ͍ͯ͝͠ྗڠ
た͖ͩ·͠た͜ͱʹ৺ΑΓँײਃ͠上͛·͢ɻຊ
ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠たɻ
ຊདྷʮΏࣈ͏ݴʮಫʯͰ͢ɻʮಫʯͱࠓ　
͏ʯͱಡみޱͷ͍ࡉञͭ΅Λඳ͍たͷͱݴΘΕ
͍ͯ·͢ɻ෦ट ʮʹαンζΠʯΛけ·͢ͱʮञʯ
ͱ͍͏ࣈʹͳΔ͜ͱ͔ΒཧղͰ͖·͢ɻ
　·たɺʮಫʯ୮ਫ਼ࠐΊͯऩ֭͠た࡞͔Βந
ग़͠た͓ञΛೖΕΔثͰ͋Δ͜ͱ͔Βɺಫ
ྗΛੵみॏͶ͖ͯた࣮͕ࣄΛ݁ͿͱݴΘ
Ε͓ͯΓɺࠓେ͍ʹظ͕Ͱ͖ͦ͏Ͱ͢ɻ
　݁ͼʹɺຊ͕県ຽʹͱΓ·ͯ͠ॆ࣮͠たʹ
ͳΔ͜ͱΛ͍ئɺͦͯ͠ձһͷօ༷ํʹͱΓ·͠
ͯر͋Δྑ͍ʹͳΓ·͢Α͏ɺ৺͔Βف೦
ਃ͠上͛಄ͷ͝ѫࡰͱ͍た͠·͢ɻ
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岩手県薬剤師会誌「イーハトーブ」表紙の写真募集します！！
　ձใҕһձͰɺฏ 27 ͔ΒΠーϋτーϒͷදࣸࢴਅΛ地Ҭༀࢣࡎձ͓͓͍ͯ͠ئΓ
·͠た͕ɺฏ 28  11 ݄ 30 ൃߦͰ地ҬༀࢣࡎձΛҰ८͢ΔたΊɺฏ 29  1 ݄߸ͱ 3݄߸ͷ
දࣸࢴਅΛձһͷօ༷ެื͢Δ͜ͱͱ͍た͠·͠たɻ
　ͳ͓ɺ͝ఏ͍ڙた͍ͩたࣸਅͷத͔ΒฤूҕһձͰٞ͠ڠɺ࠾൱Λܾఆ͍た͠·͢ͷͰՄͳݶΓ
ෳ枚ͷ͝ఏڙΛ͓͍͍ئた͠·͢ɻ

　̍ɽࣸਅͷςーϚ　　地Ҭͷ໊ॴɾ໊ɾ෩ܠقઅʹ߹Θͤたͷ
　̎ɽ͝ఏํڙ๏　　　ɾ̨̪̗ϝϞϦーɺ̘̙Ͱ͓ૹΓ͍ͩ͘͞ɻ
　　　　　　　　　　　ɾϓϦンτ͠たͷͰՄɻ
　　　　　　　　　　　ɾఏऀڙͷ໊ࢯɺࣸਅͷઆ໌ΛҰ͍͠ئ͓ݴ·͢ɻ（ಗ໊ɺϖンωーϜՄ）
　̏ɽక　　　　　ฏ 29  3 ݄߸ɾɾɾฏ 29 ��2 ݄ 28 （Ր）
　̐ɽఏग़ઌ　　　　　岩手県ༀࢣࡎձࣄہ
　　　　　　　　　　　　〒 020-0876　盛岡市അ町 3-12
　　　　　　　　　　　　5&-　019-622-2467　　'"9　019-653-2273
　　　　　　　　　　　　&-NBJM���JQB1IFBE!SPTF�PDO�OF�KQ（ŗŘ ŋ űƅŖ ŋ ŚŖ ŋ Řŧ ŋ ŚŘŧ ŋ ŘŖ ŋ ŚŖ ŋ ũƄŎŖ）

Ұൠࣾஂ๏ਓ岩手県ༀࢣࡎձ

第68期臨時総会開催のお知らせ
　第 68 た͠·͢ɻ͍࠵ͷͱ͓Γ։ه૯ձΛԼ࣌ྟظ
　૯ձձһ͔ΒબڍʹΑΓબग़͞ΕたʮٞһʯʹΑͬͯ։͞࠵Ε·͢ɻٞһͷํʑʹผ్͝Ҋ
ਃ͠上͛·͢ͷͰ͝ग़੮͍ͩ͘͞·͢Α͏͓͍ئਃ͠上͛·͢ɻ
　　ฏ　ظ　　　　　 29  3 ݄ 5 （）ç　ޙޕ ʙ࣌1
　　　　　　ॴ　　岩手県ༀࢣࡎձؗ
ใࠂ
　ใࠂ第 1߸　ฏ 28 岩手県ༀࢣࡎձձɾۀࣄͷதؒใࠂ
　ใࠂ第 2߸　ฏ 28 岩手県ༀࢣࡎձձܭͷதؒใࠂ
ࣄٞ
　ٞҊ第 1߸　ཧٴࣄͼࣄͷใुͷ૯ֹʹ͍ͭͯ
　ٞҊ第 2߸　ฏ 29 ձඅֹʹ͍ͭͯ
　ٞҊ第 3߸　ฏ 29 岩手県ༀࢣࡎձܭۀࣄը（Ҋ）ʹ͍ͭͯ
　ٞҊ第 4߸　ฏ 29 岩手県ༀࢣࡎձࡀೖ ŋࡀग़༧ࢉ（Ҋ）ʹ͍ͭͯ
　ٞҊ第 5߸　Ұൠࣾஂ๏ਓ岩手県ༀࢣࡎձٞһબڍཧҕһձҕһͷҕʹ͍ͭͯ

৽ͷ͍͋ͭ͝͞
　岩手県ༀࢣࡎձձ　　　　ാᖒ　തາʜ 1
　ຊༀࢣࡎձձ　　　　　ࢁຊ　৴ʜ 3
೭�ʜج　Ӄٞһ　ࣗຽౘ૯෭ձ　౻Ҫٞࢀ　 4
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜߘ　د 5
ެ։࠲ߨʮ݈߁͔͍͍ͬ͜��ʯΛ։࠵� ʜʜ 10
ձใࠂʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ12
ड͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʜʜʜʜʜʜʜʜ15
ཧࣄձใࠂʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ16
ҕһձͷಈ͖ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ17
පӃɾྍॴۈༀࢣࡎ෦ձ͔Βʜʜʜʜʜ18
อݥༀہ෦ձ͔Βʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ19
地Ҭༀࢣࡎձͷಈ͖ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ29

センターͷϖーδ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ30ࠪݕ
ͷ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ32ۙ࠷
࣭ʹ͑ͯ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ33
岩手ҩՊେֶༀֶ෦࠲ߨհ�ʜʜʜʜʜʜʜ35
ͳΔϋーϒɾΞϩϚ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ36ʹؾ
ϦϨーΤοセΠ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ37
ͷͻΖ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ38
৬հ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ40
ձһͷಈ͖�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ42
อݥༀہͷಈ͖�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ43
ਓใ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ44ٻ
ਤॻհ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ45
ฤूهޙ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ46

★☆★　もくじ　★☆★　
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ެӹࣾஂ๏ਓ　ຊༀࢣࡎձ

ձɹࢁɹຊɹ৴ɹ

　৽͋け·͓ͯ͠ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻօ༷ʹ
͓͔Ε·ͯ͠ɺ͓݈͔ʹً͔͍͠৽Λ͓ܴ
͑ͷ͜ͱͱ͓ܚͼਃ͠上͛·͢ɻฏૉΑΓຊༀ
ͯͬࣀΛྗڠผͷ͝ཧղͱ֨͝ʹۀࣄձͷॾࢣࡎ
͓Γ·͢͜ͱʹɺް͘ྱޚਃ͠上͛·͢ɻ·たɺ
ࡢ 6݄ɺ৽ࣥߦ෦͕ൃ͍た͠·͠た͕ɺༀࡎ
ہɾༀࢣࡎʹཱͪͬͯɺձһͷༀݪ৬ͷࢣ
͞ΕΔ割Λશ͏Ͱ͖ΔΑ͏ձΛਐΊͯظ͕
·͍ΔॴଘͰ͢ͷͰɺ͋ΒたΊ·ͯ͠ΑΖ͓͘͠
ਃ͠上͛·͢ɻ͍ئ
　ੈքʹྨΛݟͳ͍͞ͰগྸߴࢠԽ͕ਐΉதɺ
ʹҾੈ࣍ɺ͜ΕΛ࣋͠ɾօۚΛҡݥຽօอࠃ
͖͢͜ͱΛ͠ࢦたվֵͷऔ͕ຊ֨Խͯ͠
͍·͢ɻྸߴԽ͕ਐΜͰɺࣾձอো੍͕ظ
͞ΕΔػΛेʹՌた͍ͯ͠Δ͜ͱࠃຽͷئ
͍Ͱ͢ɻͦͷ࣮ʹݱけͯɺҩྍɾհޢఏڙମ੍
ͷదਖ਼Խɺෛ୲ྗʹԠ͡たެฏͳෛ୲ɺڅͷ
దਖ਼ԽʹΔվֵɺॅ み׳Εた地ҬͰҩ ɾྍ
հޢɾ༧ɾॅ·͍ɾੜࢧ׆ԉ͕Ұମతʹఏ͞ڙ
ΕΔʮ地ҬแׅέΞγεςϜʯͷߏங͕ਐΊΒΕ
͍ͯ·͢ɻ
　͜͏͠たதɺฏ 27  10 ݄ʹްੜ࿑ಇল͕ެ
ද͠たʮऀױͷたΊͷༀہϏδϣンʯͰɺༀہ
ΛऀױຊҐͷʮ͔͔Γͭけༀہʯͱ͢ΔたΊͷಓ
ͱہͱɺ地ҬแׅέΞγεςϜͷҰཌྷΛ୲͏ༀے
ༀࢣࡎͷ͢ࢦ͖֬໌͕࢟ʹࣔ͞Εɺࡢ 4݄
ࣔ͞ʹใुվఆɺຊϏδϣンࡎΕたௐ͞ࢪ࣮ʹ
Εたํ͘ڧ͕ੑଧͪग़͞ΕたͷͱͳΓ·͠
たɻͦͯ͠ɺ͔͔Γͭけༀࢣࡎɾༀ͕ͭ࣋ہ͖
ਐ૿࣋ͷอ߁ຽʹΑΔओମతͳ݈ࠃʹՃ͑ɺػ
Λੵۃతʹࢧԉ͢Δༀ͕ہɺࡢ 4݄ΑΓʮ݈߁
αϙーτༀہʯͱͯ͠ɺҩༀҩྍثػ๏上ʹ
ҐஔけΒΕΔ͜ͱͱͳΓɺࡢ 10 ݄͔Βͦͷ
ಧग़͕࢝·Γ·͠たɻ
Ұൠ༻ҩༀͷࡎɺௐہαϙーτༀ߁݈　
ൢചɺࡏҩྍʹඞཁͳҩྍɾӴੜࡐྉհޢ༻
ͷڅڙɺࡏऀױ๚ʹΑΔༀࢦಋɾཧɺ
地ҬॅຽʹΑΔओମతͳ݈߁ͷอ࣋ɾ૿ਐͷੵۃ
తͳࢧԉɺ݈߁հޢͳͲʹؔ͢Δ૬ஊΛ෯͘

डけけΔͳͲɺ地ҬแׅέΞγεςϜͷதͰॏ
ཁͳ割Λ୲͍·͢ɻ͞Βʹɺ݈߁αϙーτༀہ
ʹৗற͕ٛけΒΕたༀࢣࡎͷ࣭֬ࢿอͷたΊ
ͷʮ݈߁αϙーτༀݚہमʯ੍͕͡·Γɺຊ
ձͰɺࡢ 9݄ΑΓݚमͷఏڙΛ։࢝͠·͠たɻ
ʹࢪमͷ࣮ݚܕձʹ͓͔Ε·ͯ͠ɺٕशಘو
Λ୲͍ͬͯた͍͓ͩͯػͱͯ͠ͷؔػྗڠΔ
Γ·͢͜ͱʹँײਃ͠上͛·͢ͱͱʹɺҾ͖ଓ
た͍͍͠ئた͖ͩ·͢Α͏ΑΖ͓͍͘͠ྗڠ͖͝
·͢ɻ
　Ұํɺҩༀۀʹ͍ͭͯɺͦͷຊࢫΛਪਐ͠
͍ͯ͘͜ͱ໌֬ʹ͞Ε·͠た͕ɺ੍نվֵ࣮ࢪ
ը（ฏܭ 27  6 ݄ʹֳܾٞఆ）Λ౿·͑ɺอ
通ͷҰ෦վਖ਼ʹ߲ࣄΔཹҙʹఆࢦͷہༀݥ
͏ϧーϧ͕ɺࡢ 10 ݄ΑΓద༻͞Ε·͠たɻༀ
ྍ๏ͷ҆શੑͱ༗ޮੑΛޮՌతʹ֬อ͢ΔたΊ
ʹɺॲํᝦͷ֬ೝͱௐࡎɺҩྍ͔ؔػΒಠཱ
͠たༀ͞ࢪ࣮͍͓ͯʹہΕͳけΕͳΒͳ͍ͷ
Ͱ͢ɻอݥༀہͷࢦఆʹ͓͍ͯɺཹҙ߲ࣄ通
ͷ֨ݫͳద༻ΛٻΊ͍ͯ͘Α͏͓͍͠ئ·͢ɻ
　ࣾྸߴձʹけͯɺࣾձอোʹؔΘΔ੍
Խɾෳߴͷվֵ͕ਐΊΒΕΔҰํɺҩྍͷ੍ن
ڥΛऔΓ巻͘ہɾༀࢣࡎԽͷਐలͳͲɺༀࡶ
େ͖͘มԽ͍ͯ͠·͢ɻༀࢣࡎɾༀہɺ࠷దͳ
ༀྍ๏Λఏ͢ڙΔҩྍͷ୲͍手ͱͯ͠ɺଞ৬छ
ؔؔػͱͷ࿈ܞɾڠಇͷͱ地Ҭॅຽͷ݈߁
Λࢧԉ͢Δ地ҬࣾձͷϦιーεͱͯ͠ɺͦͷ割
·͢·͢ॏཁʹͳͬͯ͘Δͱ͍ࢥ·͢ɻ
　օ༷ʹ͓͔Ε·ͯ͠ɺ地Ҭʹ͓けΔνーϜҩ
ྍͷҰһͱͯ͠ɺ͞Βʹ҆৺ཱͯͪ͠دΓ͢
͍ۙͳༀہͱͯ͠ɺ地Ҭʹաෆͳ͘ҩༀ
Λ͢څڙΔͱͱʹɺ地ҬแׅέΞγεςϜͷத
Ͱଟ৬छͱ࿈ͯ͠ܞ地Ҭॅຽͷܰؾͳ૬ஊͱ͠
ͯͷ割ΛՌた͠ɺࠃຽͷ݈߁ͳੜ׆Λ֬อ͢Δ
ʹᬏਐ͍たͩ͘Α͏͓͍ئਃ͠上͛·͢ɻ
　චͰ͋Γ·͕͢ɺօ༷ํͷ·͢·͢ͷ݈͝
উͱ͝ൃలΛف೦ਃ͠上͛·͢ͱͱʹɺޙࠓͱ
ຊձۀࣄʹ͝ཧղͱ͝ࢧԉΛࣀΓ·͢Α͏͓ئ
͍ਃ͠上͛ɺ৽ͷѫࡰͱ͍た͠·͢ɻ
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౻ɹҪɹجɹ೭

　৽໌け·͓ͯ͠ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻༀࢣࡎ

ձͷձһͷօ༷ʹɺ͓݈͔ʹً͔͍͠৽たͳ

Λ͓ܴ͑ʹͳΒΕた͜ͱͱɺ৺ΑΓ͓ܚͼਃ͠

上͛·͢ɻ

Ͱɺ͝ڍӃٞһબٞࢀΘΕ·͠たߦʹՆࡢ　

ࣄԉ͘օ༷ํͷେ͖ͳ͓ྗఴ͑ʹΑΓɺແࢧ 3

ͷબΛՌた͢͜ͱ͕Ͱ͖·͠たɻօ༷ํ͔ظ

Β͍た͍͍ࢥΛڳʹɺҩྍհޢͳͲͷࣾձ

อোͷॆ࣮ʹΊɺ୭͕҆৺ͯ͠ΒͤΔ৺๛

͔ͳࣾձͮ͘Γʹਚྗͯ͠ࢀΓた͍ͱ͍ࢥ·͢ɻ

ຽ͍͓ࣗͯʹࣄͷౘһਓޙڍӃબٞࢀɺࢲ　

ౘͷ૯෭ձΛ໋͡ΒΕ·͠たɻ૯ձऺࢀ

྆Ӄͷ 25 ໊ͷࠃձٞһͰߏ͞Εɺౘେձɺ྆

Ӄٞһ૯ձʹ͙ࣗ࣍ຽౘͷҙܾࢥఆؔػͰɺౘ

ʹৗઃ͢Δߴ࠷ҐͷܾఆؔػͰ͋Γ·͢ɻౘӡӦ

ࠃձ׆ಈʹؔ͢Δॏཁ߲ࣄʹ͍ͭͯɺΛ

ͬͯ৹ٞʹたΓదͳܾఆΛͯ͠ࢀΓた͍ͱ

Ӄͷްੜ࿑ಇҕһٞࢀձͰɺࠃɻ·た͢·͍ࢥ

ձٴͼܾࢉҕһձͷҕһʹՃ͑ɺԭೄɾํ

ಛผҕһձͷҕһʹ໊͞ࢦΕ·͠たɻࡢʹ

ϩटձஊ͕ߦΘΕたํྖԭೄͷج

地ͳͲͷݒҊͷ࣏՝Λ๊͑Δҕһձ

Ͱ͋Γɺҕһͱͯ͠ɺͦͷ৬Λ͔ͬ͠ΓՌた

͍͖ͯ͠た͍ͱ͍ࢥ·͢ɻ

　ͯ͞ɺࡢༀࢣࡎɾༀہʹؔΘΔେ͖ͳઅ

ͷͱͳΓ·͠たɻ4݄ͷྍใुɾௐࡎใुͷ

վఆͰɺްੜ࿑ಇল͕ࣔ͠たʮऀױͷたΊͷༀ

ϏδϣンʯΛडけͯɺ͜Ε·ͰͷༀΛओମͱ͠ہ

たରۀ͔ΒɺༀࢦಋॏෳༀࢭͳͲױ

ऀʹண͠たରਓۀΛධՁ͢Δൈຊతͳݟ͠

͘ߴΛػͷہɾༀࢣࡎΘΕɺ͔͔Γͭけༀߦ͕

ධՁ͢ΔͷͱͳΓ·͠たɻ·たɺༀ͕ࢣࡎ地Ҭ

ͷ݈߁ใͷڌͱͳΓɺॅຽͷओମతͳ݈߁ͷ

ҡ࣋ɾ૿ਐΛࢧԉ͢Δʮ݈߁αϙーτༀہʯͷ੍

εターτ͠·͠たɻ

ɺຊʹߋ　 1݄͔ΒɺҰఆֹҎ上ͷεΠον

̤̩̘ༀΛߪೖ͠た߹ʹ੫ֹ߇আ͢Δɺ͍ΘΏ

ΔʮセϧϑϝσΟέーγϣン੫੍ʯεターτ͠

·͢ɻྸߴԽͳͲࣾձมԽʹରԠ͠た地Ҭแׅέ

ΞγεςϜͷߏங͕ਐΊΒΕΔͳ͔ɺ͔͔Γͭけ

ༀࢣࡎɾༀہɺ݈߁αϙーτༀ͕ہ地Ҭͷҩྍɾ

հࢪޢઃͱີʹ࿈͠ܞɺॅຽͷదͳༀ࣏

ྍ݈߁ཧʹد༩͍ͯ͘͜͠ͱʹظ͕ͤدΒ

Ε͍ͯ·͢ɻ

　དྷͷྍใुͱհޢใुͷಉ࣌վఆΛ͑߇ɺ

ʹけܹ͍͕ͯٞ͠ަΘ͞ΕΔͷͱࢥΘ

Ε·͢ɻྸߴԽҩྍٕज़ͷߴԽʹ͍ҩྍඅ

͕ʑ૿େ͢Δͳ͔ɺҩྍఏڙͷ͋Γํༀࢣࡎ

Λ͡Ίҩྍఏऀڙͷಇ͖ํ͕ۃݟΊΒΕΔɺେ

ͳʹͳΔͱ͍ࢥ·͢ɻੈͷதͷༀࢣࡎͷظ

ʹ͔ͬ͠ΓԠ͑ɺऀױ地ҬॅຽͷཧղΛಘͯ

͍͘͜ͱ͕ԿΑΓେʹͳΔͱ͍ࢥ·͢ɻ

ͷઌੜํͷӹʑͷࢣࡎձͷོ͝盛ͱༀࢣࡎༀو　

ͱࡰ೦ਃ͠上͛ɺ಄ͷ͝ѫف༂ɺ݈͝উΛ׆͝

க͠·͢ɻຊΑΖ͓͍͘͠ئਃ͠上͛·͢ɻ

౻ҪͱΏ͖ϗーϜϖーδ

IUUQ���NGVKJJ�HS�KQ�
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̍ɽ͡Ίʹ
　͜ͷʮΠーϋτーϒʯʹ͢ߘدΔػձΛ༩
͍͑ͯた͖ͩɺʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠たɻૣ
͍ͷͰ岩手ҩՊେֶʹༀֶ෦͕։ઃ͞Εͯ͜ͷ
य़Ͱ 10 ʹͳΖ͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻ·Ͱ
ͷ 6ؒԿ͔͕ॳΊͯͰ手୳Γͷঢ়ଶͰ͠
た͕ɺༀࢣࡎͷօ༷ͷ͝ྗڠΛ͍た͖ͩɺ·たɺ
һؒͰٞΛॏͶͯɺԿͱ͔าΜͰ͖·͠たɻڭ
ͦͷޙɺຊֶͷֶੜʹͱͬͯΑΓྑ͍ڭҭΛ
ྗΛॏͶ͍ͯ·͢ɻ6੍ༀֶ෦Ͱɺͯ͠ࢦ
4੍ʹൺ࣮ͯڭҭʹॏ͖͕ஔ͔Ε͓ͯΓ·
͢ɻͭͭ͠ޡࡨߦࢼ͜Ε·Ͱʹ 400 ਓΛ͑Δ
ҩྍਓΛࣾձʹഐग़Ͱ͖たͷɺༀֶੜͷڭҭʹ
͓けΔༀࢣࡎͷօ༷ͷ੯͠みͳ͍ͯͬ͋͜͝ྗڠ
ͦͰ͢ɻ৺ΑΓँײਃ͠上͛·͢ͱͱʹɺޙࠓ
ͱͲ͏ͧΑΖ͓͍͘͠ئਃ͠上͛·͢ɻ
　ͯ͞ɺҎલࣥචͷػձΛ͍た͍ͩたͱ͖ʹɺ
Ͱͷֶੜͷ࠲ߨੜԽֶػ͢·੶͓ͯ͠Γࡏ͕ࢲ
Λॻ͔͍ͤͯた͖ͩ·͠たɻ岩手Λத৺ͱ͠ࢠ༷
た౦ͷֶੜʹ७Ͱɺͦ͏͠たֶੜ͕
͢Δ࢟ΛؒۙͰؔͯݟΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷɺ
େมʹ͍͜͠خͱͰ͢ɻେֶڭһͷࣄڭҭͱ
ճͷςーϚࠓͰ͢ͷͰɺ2ͷࣥචͱͳΔڀݚ
ɺࢲたͪͷ࠲ߨͰͷڀݚͱ͍ͤͯ͞たͩ͜͏ͱ
ɻ͢·͍ࢥ

̎ɽڀݚॴ͔Βେֶͷࣨڀݚ
センڀݚຊֶʹෝ͢ΔҎલɺඍੜԽֶࢲ　
ターɾ二Ҫಛผࣨڀݚʹ͓͍ͯɺ"51߹߬ૉ
ͷ࡞ಈߏػΛৄࡉʹղੳ͓ͯ͠Γ·͠たɻ߬ૉͱ
ɺ࣭جͱ݁߹ͯ͠ԽֶԠΛ͢͜ى৮ഔͰ͋Γɺ
"51߹߬ૉͦͷ໊ͷ通Γɺ"51（Ξσϊγ
ンࡾϦンࢎ）ͱ͍͏ߴΤωϧΪーԽ߹Λ߹͢
Δ߬ૉͰ͢ɻώτͷମΛߏ͢ΔੜମߴࢠΛ࡞
Δ࣌ɺےΛಈ͔࣌͢ɺ"51ͷͭ࣋Τωϧ
ΪーΛ͍ͯͬ·͢ɻࢲたͪɺ"51߹߬ૉ

͕Ͳ͏มԽ͠ߏ࣍ߴΔͱ߬ૉͷ͢߹͕࣭݁جʹ
ͯɺͦΕ͕Ͳ͏࣭جʹӨ͠ڹɺԠͷաఔ͕ਐΉ
ͷ͔Λɺ߬ૉҰࢠͷಈ͖Λ͠؍ͳ͕Βղੳ͠
͍ͯ·͠たɻ߬ૉࢠ෯ 10ONͱখ͘͞ɺຊདྷ
Δ͜ͱͰ͖ͳ͍ͷͰ͕͢ɺಛघݟͰڸඍݦ
ͳϓϩーϒΛ݁߹ͤͯ͞ߴΧϝϥͰͦͷಈ͖Λ
ʹΛཱ֬͠·͠たɻ͜͏͠たղੳܥݧΔ࣮͢؍
ΑΓɺ͜ͷ߬ૉϝϦーΰーϥンυͷΑ͏ʹΫϧ
Ϋϧͱճస͠ͳ͕Β"51 Λ߹͍ͯ͠Δ͜ͱɺ
1ճసͰ"51 Λ 3 ࢠ߹͢Δ͜ͱɺຖඵฏۉ
400 ճసͱ͍͏ߴͰճస͠ಘΔ͜ͱͳͲΛ໌
Β͔ʹ͠·͠た 1）ɻ
　७ਮͳڀݚૅجͱͯ͠ڵຯਂ͍ςーϚͰ͠た
͕ɺༀֶ෦ͷෝʹ͠ࡍɺԿ͔ྟচԠ༻ʹͭͳ
͕Δ͕͠ڀݚた͍ͱ͑ߟ·͠たɻͦ͜Ͱɺࡏݱ
"51߹߬ૉΛඪతͱ͠たࡎە߅։ൃΛ͠ࢦ
たγーυԽ߹ͷ୳ࡧͱɺࠎँʹ͓けΔϓϩτ
ンϙンϓͷ割ͷղ໌Λେ͖ͳ 2ͭͷபͱͯ͠ɺ
ΛਐΊ͍ͯ·͢ɻڀݚ

̏ɽ2ͭͷϓϩτンϙンϓɿ'-"51BTFͱ7-"51BTF
た͕͍ͪͯ͠Δࢲ　 2ͭͷϓϩτンϙンϓΛ
հ͠·͢（ਤ 1ð1）ɻ1 ͭɺطʹग़͖ͯ·͠
た "51 ߹߬ૉͰ͢ɻ'-"51BTF ͱݺΕɺ
ੜମບΛհ͠たϓϩτン（ਫૉΠΦン）ͷೱͷ
ҧ͍ʹΑΓੜ͡ΔਁಁѹΛར༻ͯ͠ɺ"%1ͱϦ
ン͔ࢎΒ"51 Λ࢈ੜ͠·͢ɻ͜ͷԠʹ͍ɺ
ບΛհͯ͠ϓϩτンΛ༌ૹ͢Δ͜ͱ͔Βɺϓϩτ
ンϙンϓʹྨ͞Ε·͢ɻ͜ͷ߬ૉ͕ܽଛ͋Δ͍
ػ͠ͳ͍ঢ়ଶʹͳΔͱɺٵݺʹ͏"51
߹͕Ͱ͖ͳ͘ͳΓɺΤωϧΪー࢈ੜͷޮ͕େ
͖͘Լ͠·͢ɻେەͳͲͷەࡉͱώτɺੜ
͖͍ͯΔみ͕େ͖͘ҧ͏Α͏ʹ͍ࢥ·͕͢ɺ
࣮ɺΤωϧΪー࢈ੜͷみྑ͍ͯͯ͘ࣅɺ
΄ͱΜͲಉ༷ͷ'-"51BTF Λ͍ͯͬ࣋·͢ɻ
　2 ͭͷϓϩτンϙンϓɺ7-"51BTF Ͱ͢ɻ

ඪతͱしͯのϓϩτϯポϯϓ
ߘɹɹد

岩手ҩՊେֶༀֶ෦ػੜԽֶ࠲ߨ

तɹதڭ  ਅ ٷ
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'-"51BTF ͱྑ͘ࣅたߏΛ͍ͯͬ࣋·͕͢ɺ͜
ͪΒɺ"51ΛՃਫղ͠たͱ͖ʹಘΒΕΔΤ
ωϧΪーΛͯͬϓϩτンΛ༌ૹ͠ɺڥੑࢎ
Λܗ͢Δͷ͕ઐͰ͢ɻ'-"51BTF ͱɺͪΐ
͏ͲٯͷԠʹͳΓ·͢ɻڥੑࢎͱ͍͏ͱң͕
๔ͻͱͭͻͱࡉΒͣɺݶʹͼ·͕͢ɺң͔ු͍ࢥ
ͭɺ͞Βʹɺࡉ๔ͷதͷখثɺ͕ͯ͢ద
ͳ Q)ʹอたΕ͍ͯ·͢ɻͦͷたΊɺ7-"51BTF
ࡉ๔ࡉ๔খثΛऔΓғΉບʹଘ͍ͯ͠ࡏ
·͢ɻ͜ͷϓϩτンϙンϓͷಛɺߏతͳଟ
༷ੑͰ͢ɻࡉ๔ͷछྨɺࡉ๔খثͷछྨʹ
ΑͬͯɺαϒϢχοτͷߏ͕গͣͭ͠ҧͬͯ
͍·͢（ਤ 1）ɻྫ͑ɺϓϩτン༌ૹ࿏Λܗ
͢Δ B αϒϢχοτʹɺগͣͭ͠ߏͷҟͳ
Δ B1 ʙ B4 ͷ 4 ͭͷΠιϑΥーϜ͕ଘ͍ͯ͠ࡏ·
͢ɻB4 ɺਛଁͷࡉ๔ʹͩけଘ͢ࡏΔΠιϑΥー
ϜͰ͢ɻB1ɺB2ɺB3 ɺଟ͘ͷࡉ๔ʹීวతʹ
ଘ͠ࡏ·͕͢ɺͦΕͧΕɺඃ෴খ๔ɺॳظΤンυ
ιーϜ�ΰϧδஔɺظޙΤンυιーϜ�Ϧιιー
ϜʹಛҟతͰ͢ɻੜମͷԠ Q)ͷӨڹΛେ
͖͘डけΔ͜ͱ͔Βɺ༷ʑͳੜ໋ݱʹ͓͍ͯ
7-"51BTF ॏཁͳ割ΛՌた͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ
͔Γ·͢ɻ

̐ɽ�ϓϩτンϙンϓΛඪతͱ͠たࡎە߅ͷ։ൃΛ
ͯ͠ࢦ

　上ड़͠·͠たΑ͏ʹɺ'-"51BTF ੜ໋׆ಈʹ
͔ܽͤͳ͍"51Λ࢈ੜ͢Δॏཁͳ߬ૉͰ͢ɻࡉ
ɻͦ͜Ͱɺ͜ͷ߬ૉ͢·͍ͯͬ࣋͜ͷ߬ૉΛە
ͷたΒ͖Λ્͢ΔԽ߹ɺەࡉͷ૿৩Λ
͑ΔͷͰͳ͍͔ͱ͑ߟ·͠たɻίンͷͰ
͋ΔΫϧΫϛン્͕ੑ׆Λͭ࣋ͱ͍͏ใ͕͋ࠂ

Γ·͠たͷͰɺΫϧΫϛン͓Αͼɺͦͷྨԑମʹ
͠·͠たɻΫϧΫϛン৯Ͱ͋Δίン
ターϝϦοΫʹؚ·Ε͍ͯΔԫ৭͍Ͱɺઁ
औͯ҆͠શͰ͢ɻ'-"51BTF ʹର͢Δ્ੑ׆
Λݕ౼͠たͱ͜ΖɺΫϧΫϛンΑΓ્͍ڧ
ݟΛࣔ͢σϝτΩγΫϧΫϛン（%.$）Λੑ׆
͍ͩ͠·͠た（ਤ 2ð2）ɻ͔͠͠ɺΫϧΫϛンͷ 2
ͭͷϝτΩγجͷ྆ํΛআ͍たϏεσϝτΩγ
ΫϧΫϛン（#%.$）ʹɺ્ੑ׆͋Γ·
ͤΜͰ͠たɻ࣍ʹɺ%.$ͷେەͷ૿৩ʹର͢
ΔӨڹΛݟたͱ͜Ζɺ'-"51BTF Λͭ࣋େەͷ
૿৩੍͠·͠た͕ɺ'-"51BTF Λܽଛ͠た
ە '-"51BTF ͕ಇけͳ͍ؾݏత݅ԼͰӨ
ΜͰ͠たͤ·͠ڹ 2）ɻ͜ΕΒͷ݁Ռɺ%.$͕
'-"51BTF ͷੑ׆Λ્͢Δ͜ͱͰ૿৩Λ੍͠
͍ͯΔ͜ͱΛࣔࠦ͠·͢ɻ
　େەΛ༻͍たڀݚͱͱʹɺࣃपපەʹର͢
Δࡎە߅։ൃʹけたڀݚਐΊ͍ͯ·͢ɻ͜
ͷەɺ'-"51BTF た"-"51BTFࣅ͕Α͘ߏʹ
Λ͓ͯͬ࣋Γɺ͜ͷ߬ૉੑࢎ͕ەͷ͍ߴ
Β͔ੑࣅతྨߏ͑ΔたΊʹඞཁͰ͢ɻʹڥ
'-"51BTF ͷ્ࡎɺ"-"51BTF ્͢ΔՄ
ੑ͕͋Γ·͢ɻߢޱපەࡉݪʹ͠たͷ
ɺֶ͔ͤͬ͘ࣃ෦ͷ͕ۙࣨ͘ڀݚʹ͋Δ͔Βͱ
͍͏͜ͱ͋Γ·͕͢ɺߢޱͰ͋Εༀ͕ࡎ
ەࡉʹたΒ͖͔けΔͷͰɺ͔Βͷٵऩޮ
ͷ͍ΫϧΫϛンͰʹͳΓ·ͤΜ͠ɺΉ
͠Ζɺٵऩ͞Εͳ͍たΊώτͷ߬ૉΛ્͢Δ͜
ͱͳ͘ɺ࡞༻ͷબੑʹͭͳ͕Δͱ͑ߟた͔Β
Ͱ͢ɻ'-"51BTF Λ્͢Δ͜ͱ͕ΒΕ͍ͯΔ
ϙϦϑΣϊーϧྨʹ͍ͭͯࣃपපەͷ૿৩੍׆
ੑΛݕ౼͠たͱ͜Ζɺϐセタϊーϧͱέϧセνン

図１　F-ATPase と V-ATPase（ຊԠ༻߬ૉڠձࢽ/P�45ï2010ð11-18� ΑΓ）
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ʹ੍͕͋ੑ׆Δ͜ͱΛݟग़͠·͠た（ະൃද）ɻ
ϐセタϊーϧϒυʹɺέϧセνンιόʹؚ
·ΕΔϙϦϑΣϊーϧྨͰ͢ɻ͜ΕΒͷԽ߹ͷ
"-"51BTF ʹର͢Δ્ੑ׆Λݕ౼͢ΔたΊʹɺ
ʹऔΜͰߏ࠶ͷ୯ͱࢠͷ߬ૉͷҨ͜ࡏݱ
͍·͢ɻ
͍ͭʹΛ༗͢Δ࣭ੑ׆ରͯ͠૿৩੍ʹەࡉ　
ͯɺߏੑ׆૬ؔΛղੳ͠ɺ͞Βʹੑ׆્͍ڧ
ΛͭԽ߹Λ୳͍ͯ͠ٻ·͢ɻ͜ͷڀݚʹɺ
͜Ε·Ͱଟ͘ͷଔڀݚۀͷֶੜ͕ܞΘ͖ͬͯ·͠
たɻͪΖΜҩྍਓΛ͍ͯ͠ࢦΔͷͰ͕͢ɺத
ʹڀݚʹڵຯΛֶࣔ͢ੜ͓Γɺ৺ʹ࣮ݧ
ͯ͠ՌΛ·ͱΊɺֶձʹ͓͍ͯɺ͋Δ͍ݪஶ
จͱͯ͠ൃද͢Δ͜ͱ͋Γ·͢ 2ʙ 5）ɻଔݚۀ
ղܾྗΛɺকྗߟࢥͰഓͬたཧతͳڀ
དྷҩྍਓͱͳͬたͱ͖ʹཱͯͯཉ͍͠ͱ͍ࢥ
·͢ɻ

̑ɽࠎँʹ͓けΔ7-"51BTF ͷ割
๔ࡉࠎͱɺഁܗࠎ๔ʹΑΔࡉժࠎɺີࠎ　
ʹΑΔٵࠎऩͷόϥンεͰอたΕ͍ͯ·͢ɻܗࠎ
͕ٵऩΛ上ճΕɺີࠎ͕͗͢ߴΔେཧੴප
Λൃ͠ɺٯͷ߹͕ࠎ੬͘ͳΔૈࠎᱷͱͳ
Γ·͢ɻ͝ଘͷΑ͏ʹɺྸߴԽ͕ਐΉΘ͕ࠃͰ
ૈࠎᱷͷጶױ͕͘ߴɺੜ׆ͷ࣭͕Լ͠·
͢ɻࢲた͕͍ͪͯ͠Δഁࡉࠎ๔ɺલࡉۦ๔
͕༥߹ͯ͠ܗ͞ΕΔଟ֩ͷڊେࡉ๔Ͱɺࠎʹு
Γ͍ͯࠎͱͷܺؒʹٵࠎऩᜰΛܗ͠·͢ɻഁ
๔ࡉ๔ͷԽʹ͍ɺෆཁΛղ͢Δࡉࠎ
খثͰ͋ΔϦιιーϜ͕ࠎଆͷࡉ๔ບ͔ͬ
ͯҠಈɺ༥߹͢Δ͜ͱʹΑΓɺแ͢ΔϦιιー
Ϝ߬ૉΛൻ͠·͢ɻಉ࣌ʹɺϦιιーϜບʹ
た͍ͯ͠ࡏہ 7-"51BTF ๔ບӡΕΔ͜ࡉ͕
ͱͱͳΓɺٵࠎऩͷͰ͋ΔٵࠎऩᜰΛੑࢎԽ
͠·͢（ਤ 3ð67）ɻࢲたͪͷ͔ڀݚΒɺഁࡉࠎ๔
ͷ 7-"51BTF ΠιϑΥーϜͷみ߹Θ͕ͤಛ
घͰɺओʹ B3 ͱ E2 ΠιϑΥーϜΛͭ࣋͜ͱ͕
Θ͔Γ·͠た 5）ɻ·たɺB3 ΠιϑΥーϜͷҨ
վมϚε（B3ࢠΛࣦܽ͠たҨࢠ ϊοΫΞ
τϚε）ͷഁࡉࠎ๔ٵࠎऩ͕ੑ׆ͳ͍͜ͱ͔
Βɺٵࠎऩᜰʹ͓͍ͯϦιιーϜ߬ૉ͕࣭جࠎΛ
ղ͢ΔたΊʹɺഁࡉࠎ๔ಛҟతͳ7-"51BTF
ʹΑΔੑࢎԽ͕͔ܽͤͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ͱͳΓ·
͠た 89）ɻ
　7-"51BTF ͷ્ࡎͰ͋ΔόϑΟϩϚΠγン
"1 B3ϊοΫΞτϚεΛ༻͍ͯ͞Βʹղੳ
ΛਐΊたͱ͜Ζɺ໘ന͍͜ͱʹഁࡉࠎ๔ʹ͓けΔ
7-"51BTF ͷ割ɺٵࠎऩᜰͷੑࢎԽͩけͰ
ͳ͍͜ͱ͕Θ͔͖ͬͯ·͠たɻϦιιーϜ͔Β߬
ૉ͕ൻ͞ΕΔʹɺ·ͣɺϦιιーϜ͕ࡉ๔ບ
͔ͯͬҠಈ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͕͢ɺόϑΟϩ
ϚΠγン"1ΛఴՃ͢ΔͱɺϦιιーϜͷҠಈ͕
Εͳ͘ͳΓ·͠たɻ͜ͷ͜ͱɺҠಈʹ͞؍
7-"51BTF ʹΑΔੑࢎԽ͕ؔ༩͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔ
͍ࠦͯ͠·͢ɻ͞ΒʹɺB3 ϊοΫΞτϚε
ͷഁࡉࠎ๔ͰɺϦιιーϜ͕Ҡಈ͍ͯ͠·ͤΜ
Ͱ͠た（ະൃද）ɻͭ·ΓɺB3 ϦιιーϜͷࡉ
๔༌ૹʹඞਢͷ割ΛՌた͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌
Β͔ͱͳΓ·͠たɻ
　খࡉ͕ث๔ΛҠಈ͢ΔࡍʹɺΞΫνンણ
ҡඍখͱ͍ͬたࡉ๔֨ࠎΛϨーϧͷΑ͏ʹ

図２　クルクミン類縁体のATP合成酵素阻害活性
ݙจߟࢀ） 2ΑΓ）
$VS�%.$�#%.$ ɺͦΕͧΕΫϧΫϛンɺσ
ϝτΩγΫϧΫϛンɺϏεσϝτΩγΫϧΫϛン
Λࣔ͢ɻ
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͍·͢ɻࡉ๔֨ࠎͱɺࡉ๔ͷܗΛҡ࣋͢ΔたΊ
ͷણҡঢ়ͷタンύΫ࣭Ͱɺࡉ๔ΛுΓ८Β͞Ε
͍ͯ·͢ɻඍখ͕ϨーϧͱͳΔ߹ɺΩωγン
͋Δ͍μΠχンͱ͍͏タンύΫ࣭Λհͯ͠ࡉ๔
খ͕ثඍখʹͭͳ͗ࢭΊΒΕ·͢ɻΩωγ
ンඍখ上Λࡉ๔ͷ֎ଆʹ͔ͯͬɺμΠχン
ଆʹ͔ͯͬʠา͖ʡ·͢ͷͰɺͦΕʹҾ͖
ͣΒΕͯࡉ๔খثҠಈ͠·͢ɻΩωγンͱ
μΠχン 2 ຊͷͷΑ͏ͳܗΛ͍ͯͯ͠ɺӈ
ͱࠨΛަޓʹग़͠ɺߝΛΔΑ͏ʹඍখ
上Λา͖·͢ɻഁࡉࠎ๔ͰϦιιーϜ͕ࡉ๔ບ
ɺඍখΛϨーϧͱʹࡍҠಈ͢Δ͔ͯͬʹ
͢·Δ͜ͱ͕Θ͔͍͍ͬͯͯͬͯ͠ 67）ɻϦι
ιーϜɺԽલΩωγンͱ݁߹͍ͯ͠·ͤΜ
͕ɺԽʹ͍Ωωγンͱ݁߹Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ
Γɺඍখ上ʹͭͳ͕ΕҠಈ͢Δͱ͑ߟΒΕ·
͢ɻࢲたͪɺഁࡉࠎ๔ͷϦιιーϜʹ͢ࡏہΔ
7-"51BTF ͕ɺඍখʹͭͳ͕ΔաఔͰԿΒ͔ͷ
ɻ͢·͍ͯ͑ߟΛՌた͍ͯ͠Δͱػ

̒ɽ͕ͭڀݚͳ͕Δϓϩτンϙンϓ
๔ʹ͓けΔࡉࠎഁ　 7-"51BTF ͷ割ʹ͍ͭͯ
ड़͖ͯ·͠た͕ɺഁࡉࠎ๔Ҏ֎ͰϦιιーϜ
͋Δ͍ɺϦιιーϜؔ࿈খ๔͔Βͷൻ͕ॏཁ
ͳ割ΛՌた͍ͯ͠·͢ɻ
　օ༷ྑ͘͝ଘͷΠンεϦンɺ݂͕上ঢ
͢ΔͱᢄଁͷϥンήϧϋンεౡЌࡉ๔͔Βൻ͞
Ε·͢ɻઌड़ͷ B3 ϊοΫΞτϚεɺΠン
εϦンͷൻҟৗͰ͋Δ͜ͱ͕ใ͞ࠂΕ͍ͯ·
͢ɻ͜ͷϚεʹ͓͍ͯΠンεϦンͷ߹ख़
ਖ਼ৗʹߦΘΕ͍ͯ·͕͢ɺ݂தͷΠンεϦンྔ
͕Լ͍ͯ͠·͢ɻࡉ๔Λྑ͘͢؍Δͱɺख़
·͞ΕܗͷΠンεϦンΛแ͠たൻখ๔͕ܕ
͕͢ൻͰ͖ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ͱͳΓ·͠た 10）ɻ

·たɺϦンύࡉ5ٿ๔ͷҰछͰ͋Δࡉ๔োੑ
๔ͳͲ॓ࡉ๔͕Μࡉછײ๔ɺΠϧεࡉ5
ओʹͱͬͯҟͱͳΔࡉ๔Λೝࣝ͠ɺࡉ๔ই
࣭Ͱ͋ΔύーϑΥϦンάϥンβΠϜΛൻͯ͠
છ͕Μ͔Βײɻ͜ΕɺΠϧε͢·ܸ͠߈
ମΛकΔたΊʹେͳ໔ӸԠͰ͢ɻϦンύٿ
࣭ͷൻʹ͓͍ͯɺੑ๔োࡉ๔͔Βͷࡉ5
7-"51BTF ͷඞཁੑ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯ·͢ 11）ɻ
　·たɺൻͰ͋Γ·ͤΜ͕ɺࡉ๔ບʹ͢ࡏہ
Δ 7-"51BTF ͕ɺ͕Μࡉ๔ͷҠಈసҠʹؔ༩
͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔࠦ͢Δใࠂ૿͖͍͑ͯͯ·
͢ɻసҠͷ͍ϝϥϊーϚ༝དྷͷࡉ๔גΛͱ
ɺߴʹ సҠੑΛ֫ಘ͠たࡉ๔ΛεΫϦーχンά͠ɺ
B3 ΠιϑΥーϜͷൃݱΛൺֱ͢ΔͱɺߴసҠੑ
ͷࡉ๔גͰࡉ๔ບʹ͓けΔ B3 ͷൃݦ͕ݱஶʹ
૿Ճ͍ͯ͠·͠た 12）ɻ͞ΒʹɺB3 ͷൃݱΛ 3/"�
বͱ͍͏ํ๏Ͱ͑ΔͱɺҠಈͱసҠ͕ׯ
Լ͠·͠たɻώτೕ͕Μࡉ๔Λ༻͍たڀݚͰɺ
ಉ༷ͷ݁Ռ͕ಘΒΕ͍ͯ·͢ 1314）ɻ͜ΕΒͷ݁Ռ
ɺϝϥϊーϚೕ͕Μࡉ๔ͷసҠʹ͓͍ͯɺࡉ
๔ບͷ B3 ΛؚΉ7-"51BTF ͕ෆՄܽͳ割ΛՌ
た͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠·͢ɻߴసҠΛࣔ
͢上Ͱɺ͕Μࡉ๔ͷࡉ๔ບʹଘ͢ࡏΔ B3 ͕ͲΜ
ͳたΒ͖Λ͍ͯ͠Δͷ͔ৄ͍͠໌͕ߏػΒ͔ʹ
ͳΕɺB3 Λඪతͱ͠た͕߅Μࡎͷ։ൃʹͭͳ
͕Δ͔͠Ε·ͤΜɻ
հͰ͖·ͤΜ͔͠ࠂ໘ͷ߹上ɺҰ෦ͷใࢴ　
͕ɺ7-"51BTF ༷ʑͳੜ໋ݱʹ͓͍ͯॏཁͳ
割ΛՌた͍ͯ͠·͢ɻͯ͑ߟみΕɺ߬ૉड
༰ମΛ͡Ίͱͯ͠ɺࢲたͪͷΧϥμͷதͰॏཁ
ͳ割ΛՌた͍ͯ͠ΔタンύΫ࣭ͷੑ׆ɺੑࢎ
Λडけ͍ͯ·͢ɻ͠たڹΑͬͯେ͖ͳӨʹڥ
͕ͬͯɺΧϥμͷதͷͲΜͳʹখ͞ͳίンύーτ
ϝンτͰɺ͕ڥੑࢎదʹௐઅ͞Ε͍ͯΔඞ
ཁ͕͋Γ·͢ɻ7-"51BTF ɺશͯͷੜ໋ݱʹ
ؔΘ͍ͬͯΔͱͯͬݴաݴͰ͋Γ·ͤΜɻༀ
ʹؔ৺ݱੜ໋ױͷօ༷ɺԿΒ͔ͷ࣬ࢣࡎ
Λ͓ͬͯΒΕΔ͜ͱͱ͍ࢥ·͢ɻͦͷݱͱ
7-"51BTF ɺ͖ͬͱͭͳ͕͍ͬͯ·͢ɻࢲたͪ
ͷڵ͝ʹڀݚຯΛ͓ͪ࣋ͷࡍʹɺ͝࿈བྷけΕ
͍Ͱ͢ɻ

図３　骨上の破骨細胞の電子顕微鏡像（ߟࢀจݙ
7ΑΓ）
ΦϨンδٵࠎऩᜰɺ/֩Λࣔ͢ɻ
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ެ։࠲ߨʮ݈߁は͔͍͍ͬ͜ ��ʯΛ։࠵

　ฏ 28  11 ݄ 12 （）ɺ͍Θͯ県ຽใަ
流センター（ΞΠーφ）ձٞࣨʹ͓͍ͯɺҰൠ県
ຽΛରͱ͠たެ։࠲ߨΛ։͠࠵·͠たɻ

　ຊ࠲ߨɺձ͕岩手県͔Βडୗ͍ͯ͠Δʮඃ
ੜΛߴʯͷҰͱͯ͠ɺதɾۀࣄอ֬ࢣࡎ地ༀࡂ
ରʹɺༀࢣࡎͷ׆ಈΛͬͯΒ͏͜ͱʹΑΓɺ
ༀࢣࡎΛকདྷͷ৬ۀͷબࢶͷҰͭʹͯ͑ߟΒ
͍た͍ɺͱ͍͏͜ͱͰ࣮͍ͯ͠ࢪΔͷͰɺࠓ
Ͱ 5ճΛ͑·͢ɻ
たʮh͠ࢪԋʹઌཱͬͯɺઌൠ࣮ߨ　 ͓ༀ手ாʱ
ϙεターίンΫーϧʯʹԠื͍た͍ͩたத͔ൃܒ
Βɺதֶੜ෦ɾߍߴੜ෦ͦΕͧΕͷ࠷༏ल࡞
ʹ͍ͭͯɺදজঢ়ͷत༩Λ͍ߦ·͠たɻ

　ଓ͍ͯɺࠓɺ岩手ҩՊେֶༀֶ෦Λଔ͠ۀɺ
4݄͔Β盛岡市ͷ͋た͝ༀہͰۈ͍ͯ͠Δ岡প

Ӊ͞Μ͔Βɺʮ̡ ༀࢣࡎͷ͓͠͝ͱʳເΛΧタν
ʹʂ　ʙ৽ਓༀޠ͕ࢣࡎΔɺ͜͜·Ͱͷيʙʯ
ͱͯ͠ߨԋ͍た͖ͩ·͠たɻ

　6ؒͷༀֶ෦Ͱͷੜ͔׆Βɺࡏݱͷༀۈہ
ͷݧܦΛ౿·͑ͯɺʮༀࢣࡎͲΜͳ͜ͱΛ͢Δ
৬ۀͳͷ͔ʁʯɺʮͲ͏͢ΕༀࢣࡎʹͳΕΔͷ
͔ʁʯʹ͍ͭͯɺΘ͔Γ͘͢հ͍ͯ͠たͩ
͖·͠たɻதͰɺʮༀֶ෦Ͱେͳྔͷษڧ
͕ͪ͑ߏΔɻؒظ͓͔͔ۚΔɻʯ͠ ͔͠ɺʮ
༿ʹɺݴධՁ͕͍ͭͯ͘Δɻʯͱ͍͏͏߹ݟʹྗ
ҹతͰ͕ࢠຯਂ͘ௌ͖ೖ͍ͬͯΔ༷ڵՃऀ͕ࢀ
͠たɻ
　·たɺࠓճಛผߨԋͷςーϚͱͯ͠ɺࠓࡢͷ
Ͱ͋Γɺଟ͘ͷํ͕ڵຯΛ࣋たΕ͍ͯΔʮ݈
ࢣߨ৯ͱαϓϦϝンτʯΛऔΓ上͛·͠たɻ߁
ʹɺҰൠࣾஂ๏ਓຊ݈߁৯ɾαϓϦϝンτ
ใセンターཧࣄͱͯ͠ɺશࠃΛ·たʹ͔けͯߨ
ԋΛ͞Ε͍ͯΔɺӉจതࢯΛ͓ট͖ͯ͠ɺʮਖ਼
͘͠ઁΖ͏ɺ݈߁৯ͱαϓϦϝンτʯΛ͠た
ԋΛ͍た͖ͩ·͠たɻߨ

　ň҆શͰ͋Δͱ͍͏ࠐ͍ࢥみʯͷ͋Δ݈߁৯
αϓϦϝンτʹ͍ͭͯɺਖ਼͍͠ใΛಘΔ͜ͱ
ͷॏཁੑʹ͍ͭͯઆ͔Εɺ盛ձཪʹऴྃ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖·͠たɻ

（จ　ઐཧ۽　ࣄ୩໌）
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　ฏ 29  1 ݄ 21 ɺ盛岡άϥンυϗςϧʹ͓
͍ͯༀֶༀ࠙ऀؔࣄձͷ৽ձ͕։͞࠵Εɺ
ଟͷ͝དྷෂʹ͓ӽ͍͠た͖ͩɺ·たؔؔػɾ
ஂମ͔ΒଟͷࢀՃΛࣀΓɺ૯ 250 ໊ͱ͍͏
盛େͳ৽ձͱͳΓ·͠たɻ

　ੈਓදɾാᖒ
തາ県ༀձɺࡢ
ҟৗؾʹΑΔ
Ͱൃੜ͠ࠃશ͕ࡂ
岩手県Ͱ෩ 10
߸ʹΑΓେ͖ͳඃ

͕͋Γඃ͞ࡂΕたํͷ৺͔Βͷ͓ݟ͍͕ड़
ΒΕ·͠たɻ·たɺࠃମٴͼোऀେձ͕ޭཪ
ʹ։͞࠵ΕɺΞンνɾυーϐンά׆ಈͳͲༀֶༀ
ؔࣄେ͖͔ͬた͜ͱɻༀֶༀ͕ݙߩମͷஂؔࣄ
ձত࠙ऀ 55 ʹൃ͠ɺॳ৽ձ
ͷଞɺֶज़తͷۀࣄߦΘΕ͍ͯた͕ࡏݱ
ͱ͜͏ߦಈΛ׆ͳ͍͕ຊ͔Βֶज़తͳ͍ͯͬߦ
ʹͳͬた͜ͱɻͳͲΛ͞Εɺޙ࠷ʹຊ͕օ༷
ʹͱͬͯ໌Δ͍ʹͳΔ͜ͱΛف೦͠ѫࡰͱ͞Ε
·͠たɻ
　ଓ͍ͯୡ૿岩手県͔ࣄΒॕࣙΛ͍たͩ
͖ɺ͔ࠒΒༀֶༀऀؔࣄʹอ݈ߦࢱʹ
ର͠ଟେͳྗڠΛ͍ͯ͠た͍͓ͩͯΓɺࡢͷ
෩ 10 ࢣࡎༀڅڙɺҩༀͷͯ͠ࡍʹࡂ߸
ͷݣͳͲେ͖ͳ͕ͬ͋ྗڠた͜ͱͷँҙ͕ड़
ΒΕɺ·たɺฏ 27 ʹࡦఆ͞ΕたༀہϏδϣ
ンͷͱༀֶༀஂؔࣄମͷྗڠͱΑΓҰͷࢧ
ԉʹΑΓ͜ͷͷऔΓみΛਐΊ͍͖ͯた͍ͱ
ड़ΒΕ·͠たɻ（ࠤʑ৴県อ݈ࢱ෦ಡ）
　ླढ़ҰऺٞӃٞһ͔Βɺ28 ͷྍใु

վఆͰༀʹ͍ͭͯ
ඇৗʹΓࠐ·Εた
ͷऀΓɺ͕ؔ͋ײ
օ༷ۤ͝࿑͞Εͯ
͍Δ͜ͱͱ͏ࢥɻ୯
ʹΓࠐ·ΕΔͩけ

Ͱͳ͘ɺຊͷอ݈ࢱͷたΊༀϝーΧーͷࠃ
૪ྗͷたΊओு͢Δͱ͜Ζओு͍ͯ͠ڝతͳࡍ
͖た͍ͱ͏ࢥɻݱͷօ༷ͷΛฉ͖ͳ͕Βྗ
͍͖ͯ͠た͍ͱɺड़ΒΕ·͠たɻ

ڹԹஆԽͷӨࡢ橋ͻͳ͜ऺٞӃٞһɺߴ　
ʹΑΔ͕ࡂଟ͔ͬたͩͬた͕ɺඃࡂ地Ҭʹ͓
けΔༀֶༀऀؔࣄͷݙߩۃΊͯେ͖͘ɺޙࠓ
ͱօ༷ͷ͓ྗఴ͕͑ඞཁͰ͋Δͱड़ΒΕ·͠
たɻ
　౻Ҫج೭ٞࢀӃٞ
һɺༀͷؔݫ͕
͍͠தɺࡢͷબڍ
Ͱ 3બΛՌた͢͜ͱ
͕Ͱ͖た͜ͱʹ͍ͭ
ͯँҙΛද͠ɺٞࢀ
Ӄʹༀؔͷٞһ͕͔͓ࣗ͠Βͣɺେม͠ݫ
͍͕Ұਓ͔ͩΒͦ͜Δ͜ͱ͕͍ͬͺ͍͋Δͱ
ձ͕ࠃࡢΔͱड़ΒΕ·͠たɻ·たɻ͍ͯͬࢥ
։͞࠵Εɺ૯ཧͷࢪํԋઆʹ͓͍ͯຖվఆ
Λ͜͏ߦͱ͕໌͞ݴΕた͜ͱʹ৮Εɺ（ༀؔۀ
͕ෆརʹͳΒͳ͍Α͏）ߦہͱ͔ͬ͠ΓΒ
ͳけΕͳΒͳ͍ͱ͞Ε·͠たɻ࣍ʹɺ࣌ށߐ
͔Βଓ͘ஔ͖ༀͷγεςϜࠃຽͷ݈߁ʹେ͖
ͳ割ΛՌたͦ͠ͷγεςϜࡏݱࠓͰ༗ޮͰ
͋ΓຊҨ࢈ͱ͖͢ͷͱͯ͠ొʹけͯ
ྗ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ड़ΒΕ·͠たɻ
　୩౻༟໌盛岡市͔Β盛岡市ؒɾٸٹྍ
ॴʹର͢Δࢧԉɺ岩手ࠃମͷྗڠʹ͍ͭͯँҙ
͕ධ͞Ε·͠たɻ（ߴ橋ਗ਼࣮盛岡อ݈ॴಡ）
　ੴҭ岩手県ҩࢣձ͔Βɺஂմͷੈ
͕ 75 Λܴ͑Δࡀ 2025 ʹ͍ɺҩྍؔػͷ

࿈ܞʹΑΔ地Ҭแׅ
έΞγεςϜͷ
みͮ͘Γ͕ٸͰ͋
Δɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ
ͷதɺༀہʹ͓͍ͯ
ࡏʹ͓けΔༀ

ཧؒରԠͳͲ͕ظ͞Ε͍ͯΔɻ૬ޓͷ࿈
͕ࢫରԠ͍͖ͯ͠た͍ʹگΛਤΓͳ͕Β͜ͷঢ়ܞ
ड़ΒΕ·͠たɻ
　ͦͷޙɺࠤ౻อ岩
手県ࣃՊҩࢣձʹ
ΑΔסഋͷ͝ൃͰ
ॕԅͱͳΓ·͠たɻ

平成29年　岩手県薬学・薬事関係者懇話会　新年会開催
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ձใࠂ

݄　 ༵ ɾ　༻　　　　　ࣄ　　ߦ 　　ॴ ऀ　Ճ　ࢀ

12

4  ༀࢣࡎͷೝରԠྗ上ݚम（࣊ٱ） Ξンόーϗーϧ
岩手ҩେༀֶ෦̨̤̘̚ 岩手ҩେ矢巾Ωϟンύε

6 Ր ͷू͍ʯँײΘͯେձʮ͍ڷرମࠃΘ͍ͯڷر ϗςϧϝτϩϙϦタンχϡーΟンά 手ٶ
ༀہϏδϣンਪਐؾۀࣄઋ地۠第̎ճݕۀࣄ౼ձ ہઋதԝༀؾ ͔΄୩ɺۚ۽

7 ਫ ౦ްੜہʹΑΔݸผࢦಋٴͼ৽ݸنผࢦಋ 二ށ市ຽจԽձؗ ۚᖒ（ޛ）
8  ԞӋେֶ৬ڀݚۀセϛφー ԞӋେֶ ୩۽手ɺٶ
9 ۚ ͍Θ͖໌େֶ๚ ͍Θ͖໌େֶ ୩۽手ɺٶ
10  地ҬݙߩͷたΊͷༀཚ༻ࣨڭࢭ मセンターݚઃݐ

第̎ճϑΟδΧϧΞセεϝンτΛ׆༻͠たༀࢣࡎͷたΊͷࡏҩྍରԠݚमࣄલଧͪ߹Θͤ 岩手県ༀࢣࡎձؗ
11  第̎ճϑΟδΧϧΞセεϝンτΛ׆༻͠たༀࢣࡎͷたΊͷࡏҩྍରԠݚम ҭセンターڭԉࢧ地Ҭҩྍ࣌ࡂ

ຊༀࢣࡎձ౦ϒϩοΫձٞ ΞϥεΧ（੨市） ձ΄͔
ༀࢣࡎͷೝରԠྗ上ݚम（二ށ） 二ށ市γϏοΫセンター

12 ݄ ༧ࢉձٞ 岩手県ༀࢣࡎձؗ
14 ਫ ౦ްੜہʹΑΔݸผࢦಋٴͼ৽ݸنผࢦಋ ৽ཬੜֶ֔शセンター ઍ
15  第̒ճৗཧࣄձ ϗςϧ౦ຊ
17  ̤̩̘ҩༀʹؔ͢Δݚमձ मセンターݚઃݐ

ೝఆ࣮࣮शࢦಋༀࢣࡎΞυόンε̨̬ࣄલଧͪ߹Θͤ 岩手県ༀࢣࡎձؗ
18  ೝఆ࣮࣮शࢦಋༀࢣࡎΞυόンε̨̬ 岩手ҩେ矢巾Ωϟンύε
19 ݄ ༀہϏδϣンਪਐۀࣄԞभ地۠第̎ճݕۀࣄ౼ձ Ԟभ市·ͪͳ͔ަ流ؗ ͔΄୩ɺീ巻۽
20 Ր ౦ҩՊༀՊༀՊେֶۀքɾڀݚࣄセϛφー ౦ҩՊༀՊେֶ ୩۽手ɺٶ
21 ਫ ༀہϏδϣンਪਐזۀࣄੴ地۠第̏ճݕۀࣄ౼ձ センターࢱੴ市อ݈ז ͔΄୩ɺதా۽
23 ۚ පӃɾༀ࣮ہ࣮श౦地۠ௐߏػ　̨̬খҕһձ 岩手県ༀࢣࡎձؗ ͔΄୩۽
26 ݄ อݥༀہ෦ձһձ 岩手県ༀࢣࡎձؗ
27 Ր 第52ճ岩手県ֶڭ߁݈ߍҭڀݚେձ ΞΠーφ ձ΄͔

ࣗຽౘ岩手県࿈૯ձ ϗςϧ౦ຊ ୩۽

1

11 ਫ ձ৽य़࠙ձࢣࡎༀݹٶ ϗςϧా ձ
13 ۚ ࣮࣮शडೖରࡦҕһձ 岩手県ༀࢣࡎձؗ
14  岩手県ҩࢣձɾ岩手県ࣃՊҩࢣձ৽ަլձ 盛岡άϥンυϗςϧ ձ
15  පӃɾༀ࣮ہ࣮श౦地۠ௐߏػ　පӃɾༀ࣮ہ࣮शখҕһձ߹ಉձٞ ΞΠーφ Ӝ（ਗ਼）ࡾ୩ɺ۽
16 ݄ ༀֶɾༀ࠙ऀؔࣄձاۀࣄը̬̜ 岩手県ༀࢣࡎձؗ ձ΄͔

橋ͻͳ͜৽य़ͷू͍ߴ ϗςϧϝτϩϙϦタン盛岡 手ɺٶ
18 ਫ 第̐ճಓ県ձٞڠձ ຊༀࢣࡎձ ձ

౦ްੜہʹΑΔݸผࢦಋٴͼ৽ݸنผࢦಋ લ;Ε͍͋センター
21  第̓ճཧࣄձɾ第̑ճ地Ҭձٞڠձ 盛岡άϥンυϗςϧ

ༀֶɾༀ࠙ऀؔࣄձ৽ձ 盛岡άϥンυϗςϧ
22  ೝఆ࣮࣮शࢦಋༀࢣࡎཆߨशձ 岩手ҩେෟଐ॥ثҩྍセンター

ฏ28�ༀֶڭҭʹؔ͢Δݚमձ 岩手ҩେෟଐ॥ثҩྍセンター
ຊༀࢣࡎ࿈ໍ౦ϒϩοΫձٞ ϗςϧϧΠζ盛岡 ձ΄͔

25 ਫ ଟ৬छ࿈ܞセϛφー（ؾઋ） େધ市૯߹ࢱセンター
26  ଟ৬छ࿈ܞセϛφー（Ԟभ） ਫάϥンυϗςϧ
27 ۚ อݥༀہ෦ձһձ 岩手県ༀࢣࡎձؗ
29  मձݚͷରԠࢣࡎαϙーτͷたΊͷༀ߁݈ ҭձؗڭߍߴ
30 ݄ ଟ৬छ࿈ܞセϛφー（זੴ） ੴใަ流センターז
31 Ր ୩౻ͻΖ͖͋ޙԉձ֦େһ৽ձ ϗςϧϝτϩϙϦタン盛岡 ձɺٶ手
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平成28年度岩手県学校環境衛生優良校表彰

　ฏ 28  12 ݄ 27 （Ր）ʹΞΠーφͰ։͞࠵Εた第 52 ճ岩手県ֶڭ߁݈ߍҭڀݚେձʹ͓͍ͯ࣍ͷ
Λදজ͠·͠たɻߍֶ

˻খֶߍͷ෦˼
දজ۠ ໊　ߍ　ֶ 　ߍ　ֶ ୲ֶߍༀࢣࡎ ॴ໊ࣄҭڭ
ߍ༏ल࠷ ֘ͳ͠
༏ྑߍ ߍখֶߴ市ཱݹٶ த　ଜ　ొߐࢤ ઍ　༿　ඒࠫࢠ ݹ　ٶ

˻தֶߍͷ෦˼
දজ۠ ໊　ߍ　ֶ 　ߍ　ֶ ୲ֶߍༀࢣࡎ ॴ໊ࣄҭڭ
ߍ༏ल࠷ ֘ͳ͠
༏ྑߍ 盛岡市ཱদԂதֶߍ ∁　橋　߁　จ ٱอ　ರ　ࢠ 盛　岡
༏ྑߍ ˙ߍ巻தֶ巻町ཱ ໌　Ӝ　༟　ࡾ ۙ　౻　ຑ　ࢠ 盛　岡
༏ྑߍ 二ށ市ཱড়๏ࣉதֶߍ খ　ྛ　ඒஐஉ ۚ　ᖒ　　　ޛ 県　

ฏùÿؠ手ڥߍֶݝӴੜ༏ྑߍ選ఆのߨධ
岩手県ֶߍༀࢣࡎձ
ձ　ٶ手　ٛ

　ຊɺখֶߍͷ෦ʹ ͷ෦ʹߍɺதֶߍ1
ͷ͝ਪનΛ͍た͖ͩ·͠たɻฏߍ3 25 ͔
Β֤ڭҭࣄॴ͋たΓখֶߍɺதֶߍ Ͱͷ·ߍ2
ਪનΛՄͱ͠·͠た͕ɺશମͰ ͱগͳ͍Ԡߍ4
ืͰͷ৹ࠪͱͳΓ·͠たɻ͔͠͠ɺԠื͞Εた͍
ͣΕͷֶߍڥӴੜఆࠪݕظΛ͡Ίֶڥߍ
ӴੜཧશൠʹΘたͬͯ৺ʹऔΓ·Εɺֶ֤
͕ࢠಈ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ༷׆Ӵੜڥߍಠࣗͷֶߍ
͏͔͕ΘΕ·͠たɻ
　৹ࠪʹ͖ͭ·ͯ͠ɺ5໊ͷ৹ࠪҕһ͕ 17 ߲
ʹ͍ͭͯɺ5ஈ֊ධՁͰ࠾Λ͠·͠たɻ
ಈ͕ॆ࣮׆͍ͣΕߍԠื͞Εたֶࠓ　
͓ͯ͠Γ·͠た͕ɺ೦ͳ͕Βɺখֶߍͷ෦ɺத
ͷબఆ͋Γ·ͤΜͰ͠ߍ༏ल࠷ͷ෦ͱߍֶ
たɻ༏ྑߍͱͯ͠খֶߍͷ෦Ͱڭݹٶҭࣄॴ
ਪનͷݹٶ市ཱߴখֶߍɺதֶߍͷ෦Ͱ盛岡
巻町ͱߍॴਪનͷ盛岡市ཱদԂதֶࣄҭڭ
தֶࣉॴਪનͷড়๏ࣄҭڭɺ県ߍ巻தֶཱ
બग़Ͱߍ༏ल࠷೦ͳ͕ΒΛબग़͠·͠たɻߍ

͖·ͤΜͰ͠た͕ԠืॻྨΛഈ͠ݟた݁Ռɺ͍ͣ
Εͷֶߍ͔ͬ͠Γͱ͠たڥӴੜ׆ಈ͕ߦΘΕ
͍ͯΔ༷͕͔͏͕ࢠΘΕɺᘳͰ͋Γ·ͤΜ͕
ఆظݕɾৗݕใࠂॻࣥهͳͲʹͭ
͍ͯͷॻྨఴ͞Ε͍ͯ·͠たɻ·たɺֶߍอ
ಈͷ׆อ݈ҕһձ͕ͦͷߍಈʹ͓͍ͯɺֶ׆݈
த৺ͱͳΓ·͕͢ɺ֤ߍʹ͓͍ͯҕһձΛ։࠵
͢ΔதͰɺֶߍༀࢣࡎΛ͡Ίֶߍҩɺֶࣃߍ
Պҩֶ͕ڥߍӴੜ׆ಈɺༀཚ༻׆ൃܒࢭ
ಈɺੜ׆श׳පɺ৯ҭڭҭɺੑڭҭɺࣃՊݕɾ
༧ͱֶߍอ݈ͷ上ʹର͢Δҙ͕͏͔͕ΘΕ
·͠たɻ·たɺֶߍอ݈ҕһձͷߏҕһͱ͠
ͯɺଟ͘ͷֶߍͰઐҕһֶߍදҕһͷଞ
ʹ 15"දҕһͷࢀՃ͕͋ΓɺֶڭߍҭɺՈఉɺ
地Ҭͱͷ࿈ܞʹΑΔշదͳ࡞ڥΓͳͲੵۃతͳ
͠·ΒΕ͡ײͷେ͖͕͞ظӦʹର͢Δܦߍֶ
たɻ
४ʯ͕ܾΊجӴੜڥߍอ݈҆શ๏Ͱʮֶߍֶ　
ΒΕڥӴੜࢪ࣮ࠪݕͱධՁ͕ٛԽ͞Ε͓ͯ
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ΓɺֶߍʹͦͷରԠͱ͕՝ͤΒΕΔ͜ͱͱ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻࣨڭͷʹڥΔࠪݕͷ࣮ࢪ໘͔
ΒɺʮٴؾͼอԹʯͷ߲ࠪݕͱͯ͠ʮμχ
ຢμχΞϨϧήンʯɺʮϗϧϜΞϧσώυʯఆ
ͷࣨڭͰߍඞཁͰ͢ɻԠืֶ֤͕ࠪݕతͳظ
空࠷͍ͯͭʹࠪݕؾ 1ճ࣮֬ʹࠪ͞ݕΕͯ
͍·͠た͕ɺμχ·たμχΞϨϧήンϗϧϜ
Ξϧσώυʹ͍ͭͯҰ෦ͷֶߍͰͷみͷࠪݕͱ
ͳ͍ͬͯ·͠たɻʮٴޫ࠾ͼর໌ʯͷࠪݕʹ͍ͭ
ͯຊશԠืֶߍͰ 1ճҎ上ͷ͕ࠪݕͳ͞Ε
͓ͯΓ·͠た͠ɺ݁ࠪݕՌॻఴ͞Ε͍ͯ·͠
たɻຊ県શൠʹֶཱ͕ߍ地తʹ੩͔ͳڥͳॴ
ʹ͋ΔたΊ͔ɺྫͱಉ༷ʹʮ૽Իʯʹ͍ͭͯ
େձͱҧ͍ଞͷ߲ʹൺೝ͕ࣝബ͍༷ʹײ
͡ΒΕ·͠たɻʮҿྉਫͷਫ࣭ٴͼࢪઃɾઃඋʯɺ
ňਫӭϓーϧŉ ʹ͍ͭͯͷࠪݕֶ֤ߍͰ࣮͞ࢪ
Ε͍ͯ·͠たɻͦͷଞ ňֶߍͷਗ਼ܿɺωζϛɺӴ
ੜٴͼࣨڭͷඋŉɺňৗʹ͓けΔڥӴੜ
ŉ ʹ͍ͭͯɺࠓճͷԠืߍҙࣝతʹ׆ಈͯ͠
͍Δ༷͕͔͑͏͕ࢠ·͠たɻ
　ҩༀ͕ΠンターωοτൢചͰߪೖͰ͖Δ͜ͱ
ͱͳΓɺͦΕʹ͍ɺセϧϑϝσΟέーγϣン༻
ҩༀ͕ઐՈͷઆ໌͕ͳ͍··҆қʹߪೖͰ͖
ΔͷʹͳΓ·͠たɻ͠た͕ͬͯɺখֶߍͷஈ֊
͔Βɺ͜Ε·ͰҎ上ʹʮ͘͢Γͷਖ਼͍͠ํ͍ʯ
ʹֶؔͯ͠श͍ͯ͘͠ඞཁੑ͕͋Δͱ͍ࢥ·͢ɻ
৽ֶशࢦಋཁྖͰɺதֶ͔ߍΒༀͷऔΓѻ͍
ਖ਼͍͠ํ͍ʹ͍ͭͯͷ߲͕盛Γࠐ·Ε·͠
たɻ͞Βʹɺ͜Ε·Ͱ͞·͟·ͳΛ͜Β͠
ͭʹ࠲ߨൃܒࢭΓ·͠たༀཚ༻͓ͯ͠ࢪ࣮ͯ
͍ͯɺܧଓͯ͠औΓΉ՝Ͱ͋Γ·͢ɻࠓճ
Ԡืͷଟ͘ͷֶߍͰༀཚ༻࠲ߨࢭʮ͘͢
Γͷਖ਼͍͠ํ͍ʯ࠲ߨͷ࣮͕ࢪใ͞ࠂΕ͍ͯ·
͠た͕ɺޙࠓͱֶߍༀࢣࡎͱ૬ஊɺ࿈ߨͯ͠ܞ
·Ε·͢ɻ͕ࢪͷ࣮ߍͷશֶ࠲
ͱߍֶޙࠓɺͯ͠ʹجճͷਪનɺ͝ԠืΛࠓ　
Ӵੜͷ֬ڥߍΛີʹ͠ɺֶܞͱͷ࿈ࢣࡎༀߍֶ
ཱʹΊ͍ͯた͖ͩた͍ͱଘ͡·͢ɻํͱ͠·
ͯ͠Ԡืߍͷ૿Ճͷݕ౼Λ͏ߦ༧ఆͰ͍͟͝
·͢ͷͰɺ͝ҙݟΛ͍たͩけΕ͍Ͱ͢ɻޙ࠷
ʹɺԠืʹΘΒΕ·͠た֤ؔҐʹँײਃ͠上
͛·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠たɻ

ฏ 28 岩手県ֶڥߍӴੜ༏ྑߍදজ
त༩ࣜͷ༷ࢠ　දडྖ　二ށ市ཱড়๏ࣉதֶ༷ߍ
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ड͓Ίでͱ͏͍͟͝·す

○平成28年度岩手県教育表彰（学校薬剤師） 表彰式・平成28年９月21日（岩手県民会館）

○麻薬・覚醒剤乱用防止に功績のあった者に対する厚生労働大臣感謝状
伝達式・平成28年11月30日（岩手県庁）

○麻薬・覚醒剤乱用防止に功績のあった者に対する厚生労働省医薬食品局長感謝状
伝達式・平成28年11月30日（岩手県庁）

○岩手県知事表彰（保健医療功労） 表彰式・平成28年11月30日（エスポワールいわて）

○平成28年度岩手県学校保健功労者表彰 表彰式・平成28年12月27日（アイーナ）

Ֆ巻ࢢ薬剤師会

çઌੜ࢘༟　ాࢁ

Ԟभ薬剤師会　

த　߂一çઌੜ

্薬剤師会　

　ϧϛࢠçઌੜ

Ԭ薬剤師会　

　　๛çઌੜ

Ԭ薬剤師会

ຊా　তೋçઌੜ

　薬剤師会࣊ٱ

日　ར໌çઌੜ

一ؔ薬剤師会　

Ѩ部　३ࢠçઌੜ

一ؔ 薬剤師会　

平ੴ　३ࢠçઌੜ

Ԭ薬剤師会　

ࢁ　ಓçઌੜ

　薬剤師会࣊ٱ

৽　ޫࢠçઌੜ

　薬剤師会࣊ٱ

৽　　çઌੜ

　薬剤師会࣊ٱ

çઌੜࢠՄ౻ࠤ



第̐ճ地Ҭༀࢣࡎձձٞڠձ　　　　　ฏ2811݄26（14ɿ30ʙ16ɿ30）　　岩手県ༀࢣࡎձؗ
ใ ࠂ ࣄ ߲ 1 ձใࠂͱޙࠓͷ༧ఆʹ͍ͭͯ

2 ຊༀࢣࡎձഛঈอ੍ݥʹ͓けΔࢦఆཧళʹ͍ͭͯ
3 第3ճಓ県ձٞڠձʹ͍ͭͯ
4 ෩10߸ʹΑΔඃʹΔରԠʹ͍ͭͯ
5 ʮༀͱ݈߁ͷिؒʯͷ׆ಈঢ়گʹ͍ͭͯ
6 ඃࡂ地ༀ֬ࢣࡎอۀࣄʹ͍ͭͯ
7 ͍ͯͭʹۀࣄϏδϣンਪਐہͷたΊͷༀऀױ
8 ͍ͯͭʹमݚҭࡐҩྍਓࡏ
9 ͍ΘͯࠃମͷରԠʹ͍ͭͯ
10 ʮༀֶༀ࠙ऀؔࣄձɾฏ29৽ձʯʹ͍ͭͯ
11 ͦͷଞ

ڠ ٞ ࣄ ߲ 1 ฏ28ͷ県ༀۀࣄʹ͍ͭͯ
ɾඇৗ࣌ŋࡂରࡦʹ͍ͭͯ
ɾௐࡎաޡରࡦʹ͍ͭͯ
ɾༀཚ༻ۀࣄൃܒࢭʹ͍ͭͯ
ɾ݈߁ϥΠϑαϙーτༀہʹ͍ͭͯ
ɾࣗࡴରۀࣄࡦʹ͍ͭͯ

2 ɾͦͷଞ
3 ҙݟɾใަ
4 ͦͷଞ

第̒ճৗཧࣄձ　　　ฏ2812݄15（18ɿ30ʙ20ɿ00）　ϗςϧ౦ຊ
ใ ࠂ ࣄ ߲ 1 ձใࠂͱޙࠓͷ༧ఆʹ͍ͭͯ

2 ฏ28ຊༀࢣࡎձ౦ϒϩοΫձٞʹ͍ͭͯ
3 ͍ͯͭʹ୲ऀձٞࠃશہαϙーτༀ߁݈
4 શࠃ୲ऀձٞʹ͍ͭͯ
5 ͦͷଞ

ڠ ٞ ࣄ ߲ 1 ฏ29ܭۀࣄըٴͼ༧ࢉҊʹ͍ͭͯ
ᶃฏ29ܭۀࣄը
ᶄฏ29༧ࢉҊʹ͍ͭͯ

2 ฏ29ͷձඅֹʹ͍ͭͯ
3 ཧٴࣄͼࣄͷใुͷ૯ֹʹ͍ͭͯ
4 第68࣌ྟظ૯ձʹ͍ͭͯ
5 ฏ29ೝఆ࣮࣮शࢦಋༀࢣࡎཆϫーΫγϣοϓʹ͍ͭͯ
6 ͦͷଞ

第̓ճཧࣄձɾ第̑ճ地Ҭༀࢣࡎձձٞڠձ　çฏ29݄̍21（14ɿ00ʙ16ɿ00）　盛岡άϥンυϗςϧ
ใ ࠂ ࣄ ߲ 1 ձใࠂͱޙࠓͷ༧ఆʹ͍ͭͯ

2 第̐ճಓ県ձٞڠձʹ͍ͭͯ
3 ͍ͯͭʹमݚҭࡐҩྍਓࡏ
4 ͍ͯͭʹۀࣄϏδϣンਪਐہͷたΊͷༀऀױ
5 ࣮࣮शडೖରࡦҕһձ͔Β
6 શࠃ୲ऀձٞʹ͍ͭͯ
7 ʮༀֶༀ࠙ऀؔࣄձɾฏ29৽ձʯʹ͍ͭͯ
8 ͦͷଞ

ཧࣄձ߲ࣄٞڠ 1 ฏ29ܭۀࣄըҊʹ͍ͭͯ
2 ฏ29༧ࢉҊʹ͍ͭͯ
3 ฏ29ͷձඅֹʹ͍ͭͯ
4 ཧٴࣄͼࣄͷใुͷ૯ֹʹ͍ͭͯ
5 第68࣌ྟظ૯ձʹ͍ͭͯ
6 Πーϋτーϒͷࡌܝࠂґཔʹ͍ͭͯ
7 ͦͷଞ

ձٞڠձ߲ࣄٞڠ 1 ฏ28ͷ県ༀۀࣄʹ͍ͭͯ
ɾࣗࡴରڧࡦԽۀࣄʹ͍ͭͯ
ɾඇৗ࣌ŋࡂରࡦʹؔ͢Δ地Ҭༀࢣࡎձ୲ऀձٞͷ։࠵ʹ͍ͭͯ
ɾ地Ҭༀࢣࡎձʹ͓けΔࡏҩྍਪਐʹؔ͢ΔΞンέーτʹ͍ͭͯ
ɾ地ҬༀࢣࡎձΞンνɾυーϐンά୲ऀձٞͷ։࠵ʹ͍ͭͯ

2 ҙݟɾใަ
3 ͦͷଞ
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ҕһձのಈ͖

ੜ֔ڭҭਪਐ委員会から

ҕһ　দ橋　ণฏ

○健康ライフサポート薬局とは
　地Ҭʹີண͠た݈߁ใͷڌͱͯ͠׆ಈ͢Δ
͜ͱΛతͱ͠たɺʮ݈߁ϥΠϑαϙーτༀہʯ
ೝఆ੍（岩手県ҕୗۀࣄʮༀہ݈߁ใڌ
ਪਐۀࣄ）ͷ࣮ࢪཁྖʹ͖ͮجɺೝఆ͞Εたༀہ
Ͱ͢ɻ県ຽͷセϧϑϝσΟέーγϣン（ઐՈͷ
దͳΞυόΠεͷͱɺମͷܰඍͳෆௐ
ঢ়ΛࣗΒ手ͯ͢Δ͜ͱ）ͷਪਐͷたΊʹɺҰൠ
༻ҩༀͷదͳ༻ʹؔ͢Δॿݴ݈߁ʹؔ
͢Δ૬ஊɺใఏڙΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖Δༀ͕ࢣࡎ
͍ͯ͠·͢ɻۈ
※日本薬剤師会の掲げる『健康サポート薬局』と
は異なりますのでご注意下さい。

○健康ライフサポート薬局の現状
　ฏ 28  3 ہϥΠϑαϙーτༀ߁Ͱ݈݄࣌
ͷೝఆΛडけたༀہͷͰ͢ɻຊ͕ۀࣄ։࢝͠ɺ
2༨͕ܦա͠·͕͢ɺঃʑʹೝఆༀہ͕૿͑
͖͓ͯͯΓ·͢ɻޙࠓܧଓͯ͠ೝఆΛडけΔༀ
͠·͢ɻظͱΛ͍ͯ͑͘͜૿͕ہ

ʰ݈߁ϥΠϑαϙーτༀہʱೝఆༀہ

○健康ライフサポート薬局の認定要件
ϥΠϑαϙー߁Λɺʮ݈ہͷཁ݅Λຬた͢ༀ࣍　
τༀہʯͱͯ͠岩手県ɾ岩手県ༀࢣࡎձ͕ೝఆ͠
·͢ɻ
ᶃ�ॲํͤΜΛѻ͍ͬͯΔ͜ͱɻ
ᶄ�ň͓ༀ手ாŉ ͷํ͍Λઆ໌Ͱ͖Δ͜ͱɻ
ᶅ��ฏ 25 Ҏ߱ʹɺ岩手県ༀࢣࡎձٴͼ岩手

県ͷ地Ҭༀࢣࡎձ͕։͢࠵ΔҎԼͷ߲ʹ֘
͢ΔݚमΛ 1ճҎ上ड͠ߨɺઐతͳࣝ
Λ༗͢Δༀ͕ࢣࡎৗ͍ͯ͠ۈΔ͜ͱɻͳ͓ɺň
͜͜Ζͷ݈߁ŉ ʹ͍ͭͯ ň岩手県ༀࢣࡎձೝ
ఆήーτΩーύーŉɺňΞンνɾυーϐンάŉ ʹ
͍ͭͯ ňެӹஂࡒ๏ਓຊΞンν ŋυーϐン
άߏػೝఆεϙーπϑΝーϚγετŉ Ͱ͋Δༀ
Δ͜ͱͰཁ݅Λຬた͢͜ͱ͍ͯ͠ۈৗ͕ࢣࡎ
ͱ͢Δɻ
　　（Ξ）�Ұൠ༻ҩༀ
　　（Π）ې�Ԏࢧԉ
　　（）�͜͜Ζͷ݈߁
　　（Τ）�Ξンνɾυーϐンά
　　（Φ）ࡏ�ҩྍ
ᶆ��地Ҭॅຽͷ૬ஊʹରԠͰ͖Δؒ࣌ͱ空͕ؒ֬
อ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ
ᶇࡐࢿൃܒ��Λ׆༻͠ɺ૬ஊʹؔ͢Δීൃܒٴ
ใఏ͕ڙͰ͖Δ͜ͱɻ
ᶈ��地Ҭॅຽͷ૬ஊʹԠͯ͡ɺຊਓͷঝΛಘた
͏͑Ͱɺؔؔػͱ࿈ܞΛਤΔ͜ͱɻ
ଇݪͷೝఆɺہϥΠϑαϙーτༀ߁݈˞ 2͝
ͱʹߋ৽ͱͳΓ·͢ɻਃɾߋ৽ʹؔͯ͠岩手
県ༀࢣࡎձϗーϜϖーδΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ

○おわりに
ΛकΔたΊʹɺֶͼଓ߁たͪ地Ҭॅຽͷ݈ࢲ　
けΔ͕͋Γ·͢ɻৗʹ৽͘͠ਖ਼֬ͳใΛ
ͱʹͷલͷํʑͱ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ٻΊΒΕ·
͢ɻͦͷたΊʹ݈߁ϥΠϑαϙーτༀہͷೝఆݚ
मձʹࢀՃ͢Δ͜ͱॏཁͳ͜ͱͰ͢（ೝఆݚम
ձʹ͍ͭͯ岩手県ༀࢣࡎձϗーϜϖーδʹࡌܝ
͓ͯ͠Γ·͢）ɻݚमձʹࢀՃ͢ΔతҙࣝΛͬ͠
͔Γͪ࣋ɺ݈߁ϥΠϑαϙーτༀہೝఆऔಘʹ
けͯऔΓΜͰ͖た͍ͱ͍ࢥ·͢ɻༀࢣࡎͱ͠
ͯͷ࣭ࢿ上ɺͦͷༀࢣࡎͷۈ͢Δༀہͷࢿ
たͪΛऔΓ巻͘ࢲ上ʹͭͳ͕ΔͣͰ͢ɻ࣭
·ͳ͍ͬͯ͘͜ͱ͕༧͞Ε͘͠ݫޙࠓڥ
͢ɻͦͷதͰɺ地Ҭʹ͔ܽͤͳ͍ༀہɾༀࢣࡎ
ͱͳΔ͘ɺੋඇօ͞ΜҰॹʹऔΓΜͰ͍͖·
͠ΐ͏ɻ

ɺʮήーτΩーύーʯʹ͍ͭͯհ͍た߸࣍˞
͠·͢ɻ

ʮݚम会Λろうʯ ୈ̏ճ ݈߁ϥイϑαϙーτ薬局にͭいてʢશ̒ճγリーζʣ

ೝఆༀہ ձһༀہ
盛岡 ̔̑ ̎̎̏
花巻 ̍̔ ̒̎
上 ̎̒ ̐̑
Ԟभ ̎̒ ̑̎
Ұؔ ̍̔ ̑̎
ઋؾ ̍̎ ̎̓
ੴז ̍̌ ̎̌
ݹٶ ̕ ̎̕
࣊ٱ ̍̎ ̍̓
二ށ ̍̌ ̎̏
ܭ ̎̎̒ ̑̑̌
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පӃɾྍॴۈ薬剤師෦ձ͔Β

（ฏ̎̔׆ಈํ）
　ຊ෦ձɺऀױʹ҆શͰ༗ޮͳༀྍ࣏Λఏڙ
͢ΔたΊͷපӃༀۀࢣࡎͷॆ࣮ٴͼༀༀ࿈ܞͷ
ਪਐΛํۀࣄͷபʹ׆͛ܝಈ͍ͯ͠·͢ɻ
　·たɺฏ̎̔岩手県ༀࢣࡎձܭۀࣄըʹ
͋Δᾇༀྍ๏ͷ࣭ͷ上ͱ҆શ֬อʹけたऔ
みɺᾈೖӃࢀ࣋ऀױༀͷༀֶతཧʹけたऔ
みɺᾉ੍̒ༀࢣࡎͷॲ۰վળʹけたऔみ
ೖӃࢀ࣋ऀױༀͷༀֶతཧʹけたऔみʹͭ
͍ͯͷۀࣄຊ෦ձ͕୲͠·͢ɻ

（ମ੍）
　͜Ε·ͰɺපӃۈͷཧࣄʹ෦ձࣄװΛ͓͍ئ
͓ͯ͠Γ·͠た͕ɺฏ̎̔ࣄװͷएฦΓ
ΛਤΔたΊɺ׆ಈͷத֩Λ୲͍ͬͯΔපӃۈͷ
ༀࢣࡎͷํʹࣄװΛ͓͍͠ئ·͠たɻ
　�୲෭ձɿٶ手ٛɺࣄװɿࠤ౻จ（ҩେ
ෟଐ）ɾࠤ౻༟࢘（ৗཧࣄɾ૯߹花巻）ɾࠤʑ
ӫҰ（ཧࣄɾ盛岡ेࣈ）ɾࠤʑએ（盛
岡市ཱ）ɾ٠ӳ（県ཱ二ށ）

（෦ձͷ։࠵）
　ฏ݄̎̔̍̌̎̒（ਫ）ʹ岩手県ༀࢣࡎ
ձؗʹԙ͍ͯฏ̎̔第̍ճපӃɾྍॴۈ
ༀࢣࡎ෦ձΛ։͠࠵ɺฏ̎̔ܭۀࣄըɺ
県ༀɾ県පༀ߹ಉݚमձͷ։࠵ɺݚमΧϨンμー
ใͷൃ৴ʹ͍ͭͯٞ͠ڠ·͠たɻ

（࠵मձͷ։ݚ）
　岩手県ʹ͓けΔ̞̘̩Λ׆༻͠た地Ҭҩྍωο
τϫーΫߏஙͷݱঢ়ͱଟ৬छؒͰͷใڞ༗ͱ࿈
मձΛݚΔ͑ߟΘΔ͖͔ΛͲ͏͕ࢣࡎༀʹܞ
։͠࠵·͢ɻձһͷํͰ͋ΕɺͲͳたͰࢀՃ
Ͱ͖·͢ͷͰɺฃͬͯ͝ࢀՃ͍ͩ͘͞·͢Α͏͓
た͠·͢ɻ͍͍ئ
　　࣌ɿฏ݄̎̎̎̑̕（）
　ձ　ɿ�͍ Θͯ県ຽใަ流センターʮΞΠー

φʯ501 ձٞࣨ
Ճඅɿແྉࢀ　

　　༰ɿҎԼͷͱ͓Γ　　
ʓҰൠߨԋ
　ʮ�県ཱத෦පӃʹ͓けΔ֎དྷԽֶྍ๏ͷݱঢ়ͱ
՝ʯ

　　　　　ࢣࡎɿ岩手県ཱத෦පӃओࠪༀࢣߨ　
খּݪ　৴ܟ　ઌੜ

　ʮ֎དྷԽֶྍ๏ऀױߦࢪͷडけೖΕҙٛͱ՝ʯ
県ཱத෦පӃલళہɿαンέΞༀࢣߨ　

ా　৽　ઌੜ
ʓಛผߨԋ
　ʮ�地ҬแׅέΞγεςϜʹ͓けΔத෦ҩྍωο
τϫーΫߏஙͱଟ৬छ࿈ܞʹΑΔༀࢣࡎͷඞ
ཁੑʯ

ɿ岩手県ཱத෦පӃ　ԕ౻　ल　ઌੜࢣߨ　

（मΧϨンμーใͷൃ৴ݚ）
　͜ͷ׆ಈɺຊ෦ձ͕ݚमձͷاըཱҊΛࢧ
ԉ͢ΔͱͱʹɺձһݸਓͷݚमܭըΛԉॿ͢Δ
͜ͱΛతʹපӃༀࢣࡎձ地Ҭༀࢣࡎձͷݚ
मձ୲ऀͷ͝ྗڠΛ͍た͖ͩɺిࢠϝーϧʹͯ
ʮݚमΧϨンμーʯΛ৴͍ͯ͠·͢ɻฏ̎̔
݄͔̍̎Β盛岡ेࣈපӃͷࠤʑӫҰઌੜ
（e-mail：yakuhin@morioka.jrc.or.jp）͕ຊۀࣄͷ
෦ձ୲ʹͳ͓ͬͯΓ·͢ͷͰɺ֤ༀࢣࡎձ୲
ऀʹ͓͔Ε·ͯ͠ɺҾ͖ଓ͖ࢀՃొͱ֤地Ҭ
Ͱͷݚमձͷ։࠵ʹؔ͢ΔใఏڙΛΑΖ͘͠
ձࢣࡎた͠·͢ɻͳ͓ɺকདྷతʹ県ༀ͍͍ئ͓
ͷ̝̥上ͰӾཡͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ༧ఆͰ͢ͷͰɺ
͏͠Β͓͍ͪͩ͘͘͞ɻ

（ͷ՝ޙࠓ）
　ؒ͜͜ɺ地ҬแׅέΞγεςϜͷߏஙʹ
けͯɺༀༀ（පɾༀ）࿈ܞͷਪਐɺຊ෦ձͷ
ͷபͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ͔͠͠ͳ͕Βɺํۀࣄ
࿈͕ܞ۩ମతʹਐΜͰ͍Δ地Ҭ·ͩগͳ͍ͷ͕
ԡͯ͠ޙʹߋΛܞɺ֤地ҬͰͷ࿈ޙࠓঢ়Ͱ͢ɻݱ
͍͘たΊͷํࡦΛձһͱڞʹ県ༀࢣࡎձશମͰݕ
ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ͘ߦͯ͠౼

෦ձ　ຊঙ　৳ี
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　ࣾձอݥྍใुࢧۚج岩手ࢧ෦͔ΒԼهͷ
Α͏ʹ「処方せんの備考欄の記載事項について」
पґཔ͕͋Γ·͠たͷͰɺ֬͝ೝ͍た͖ͩ·͢
Α͏ɺ͓͍ئਃ͠上͛·͢ɻ

ه

ʲೖӃதͷ͕ऀױଞͷҩྍؔػड͠た߹ͷ
औѻ͍ʹ͍ͭͯʳ

《質問》
　
　ೖӃதͷ%1$）ऀױ ఆප౩ʹೖӃ͍ͯ͠Δࢉ
͍͓ͯʹؔػΛআ͘ɻ）ʹ͍ͭͯɺೖӃҩྍऀױ
ػͱ͕ग़དྷͳ͍ઐతͳྍͷたΊଞҩྍ͜͏ߦ
ؔͷड͕ඞཁʹͳΓɺ֘ҩྍ͔ؔػΒަ͞
ΕたॲํͤΜʹ͖ͮجༀہʹ͓͍ͯௐ͠ࡎた
߹ɺௐࡎใुͷࢉఆ۩ମతʹͲͷΑ͏ʹ͏ߦ
ͷ͔ɻ

《解答》

　֘ༀہʹ͓͍ͯɺௐجࡎຊྉ（ՃࢉΛؚΉ）
ݶʹ߹ఆཁ݅Λຬた͢ࢉ）ྉڙใఏࡎͼௐٴ
Δ）Λࢉఆ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ
　たͩ͠ɺ͕֘ऀױग़དྷߴೖӃྉΛࢉఆ͢Δප
চʹೖӃ͍ͯ͠ΔऀױͰ͋Δ߹ʹɺ͜ΕΒͷ
අ༻ͷ΄͔ɺௐࡎྉ（ՃࢉΛؚΉ）ɺༀࡎྉٴͼ
ಛఆอݥҩྍࡐྉʹ͍ͭͯࢉఆ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷ
Δɻ（ௐࡎใఏڙྉҎ֎ͷༀֶཧྉʹ͍ͭͯ
ɺࢉఆ͢Δ͜ͱग़དྷͳ͍ɻ）

ࡉใु໌ࡎͷᶃʙᶅΛௐ࣍ఆʹ͋たͬͯɺࢉ　
ॻͷఠཁཝʹ͢ࡌهΔɻ

ᶃೖӃऀױͰ͋Δࢫ
ᶄೖӃҩྍؔػͷ໊শ
ᶅग़དྷߴೖӃྉΛࢉఆ͍ͯ͠ΔऀױͰ͋Δ͔൱͔

　·たɺௐࡎ༰（ҩༀ໊ɺ֨ن୯Ґɺ༻๏ɺ
༰ྔɺௐࡎྔ（༩ɺௐࡎճ））ʹ
͍ͭͯɺೖӃҩྍؔػʹใӨ͢ڹΔ͜ͱɻ

ɿ�ฏߟࢀ 22  6 ݄ 11 ɺްੜ࿑ಇলอہݥҩ
ྍ՝ࣄ࿈བྷʮٙٛղऍࢿྉͷૹʹ͍ͭ
ͯ（ͦͷ̑）ʯ

ʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕ

˞　　　�ग़དྷߴೖӃྉΛࢉఆ͢Δපচͱɺ%1$
ఆපচҎ֎ͷපচͰ͋ͬͯɺྍཆප౩ࢉ
ೖӃجຊྉɺ༗চྍॴྍཆපচೖӃج
ຊྉٴͼಛఆೖӃجຊྉΛআ͘ೖӃجຊ
ྉΛࢉఆ͢ΔපচΛ͍͏ɻ

˞　　　�֘ଞҩྍަ͕ؔػ͠たॲํͤΜͷඋ
ཝʹɺߟ

　　　ᶃೖӃதͷऀױͰ͋Δࢫ
　　　ᶄೖӃҩྍؔػͷ໊শ
　　　ᶅ�ग़དྷߴೖӃྉΛࢉఆ͍ͯ͠ΔऀױͰ͋Δ

͔൱͔ʹ͍ͭͯ͞ࡌهΕ͍ͯΔɻ
　�（ฏ 22  6 ݄ 4 ɺްੜ࿑ಇলอہݥҩྍ՝
ྉͷૹʹ͍ͭͯ（ͦͷࢿ࿈བྷʮٙٛղऍࣄ
̐）ʯͷ̎ࢀর）

Ҏ上

　౦ްੜہ岩手ࣄॴ͔Βʮฏ27　ݸผ
た͖͍ͩͯ͠ڙʯΛఏ߲ࣄఠࢦಋʹ͓けΔओͳࢦ
·͠たͷͰɺߟࢀʹͳ͍ͬͯͩ͘͞͞ɻ

෦ձ　ാᖒ　ণඒ

อݥ薬ہ෦ձ͔Β
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平成２７年度 個別指導における主な指摘事項 

 

Ϩ 調剤⯡に関する事項 

１ 調剤業務に関して、医薬品医療機器等法第㸷条の２等の規定を十分㑂Ᏺし、誤解をᣍくことのない

ようὀពすること。 

 

２ 処方せんの取扱い 

（１）特定の医療機関から当ヱ医療機関のᝈ者に係る処方せんを受け付けている不適切な例が認められ

たので改めること。 

（２）処方せんは、ᝈ者ཪは⌧にその┳護に当たっている者から受け付けること。 

（３） 次の不ഛのある処方せんを受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。 

① 処方薬の「ኚ᭦不ྍ」ḍに「ݱ」「�」が記㍕されているにもかかわらず、「保険医⨫ྡḍ」に

処方医の⨫ྡཪは記ྡ・ᢲ印がない。 

（４）「処方」ḍの記㍕に次の不ഛのある処方せんにつࡁ、⩏↷会をせずに調剤を行っている不適切な

例が認められたので改めること。 

① 用法の指示が不であるもの 

 እ用薬の適ᛂ部位 

⭯ン㌾ࢹンࢱࢫࣟࣉ・ �����㸣、ࣈࣇラࣞࣉࢫࢺࢫー��� 

ࣉーࢸンࣜࢼࢡ࣍・ � 

⭯㌾ࢺー࣋ࢸン・ ࣒ーࣜࢡンࢸࣇࢯーࣅ、����� ���� 

イ 服用する日 

㘄ࢺーࢧ࢟ࣞࢺࢺ࣓・ �PJ「࣋ࢼࢱ」 

 。の記㍕であるࡳの「１日１回」、ࡁにつ「࢘࣍イࢱ」ࣉࢵࢩ㹋㹑෭ ࢘

 

３ 処方内容に関する薬Ꮫ的確認 

（１）処方内容について確認を適切に行っていない（処方医への⩏↷会を行っているものの、その内

容等を処方せんཪは調剤録に記㍕していないものをྵࡴ。）次の例が認められたので改めること。 

① 医薬品医療機器等法によるᢎ認内容と␗なる用㔞で処方されているもの。 

ー㘄ࣜࢫイ࣐・ ��PJ １㘄 １日１回（㧗㱋者） 

・㔜質㓟化࣒࢘ࢩࢿࢢ࣐「ࢣン࢚ー」（⦆ୗ剤として） ３J １日３回㣗ᚋ 

② 医薬品医療機器等法によるᢎ認内容と␗なる用法で処方されているもの。 

㘄ࢡࢵࣞࢸ・ �  ２㘄  １日２回ᢞ与 

㘄ࣟࣉࣂ・ ���PJ ２㘄  １日２回ᢞ与 

ࣝࢭࣉ࢝ン配合࣡ࢫ࢚ーࢣࢾ࢚・ �� ࣝࢭࣉ࢝４ ��7 日ᢞ与 

ࢡࢵ࣐ࣟࢫࢪ・ 65成人用ドライࣉࢵࣟࢩ �J  ኤ㣗前ᢞ与 

ン細⢏ࣟࢯ・ ��㸣 １㹥  １日２回ᢞ与 

ン配合࣡ࢫ࢚ーࢸ・ 2' 㘄㹒�� 㸴㘄 㸵日ᢞ与 

ンࣜࢮ࢘ࢼ・ 2'㘄 �� 㣗ᚋᢞ与 

ピンࢪ࢙ࣇࢽ・ &5㘄 ��PJ「࣡ࢧイ」 ２㘄 １日２回ᢞ与 

㘄ࢫー࣎ࣜࢢ࣎・ ���PJ「0((.」３㘄 １日３回㣗ᚋᢞ与 

③ 㐣㔞ᢞ与がわれるもの 

ン ����PJ࢜ࢩࣝࣁ・ 㘄 

㘄࣒ラࢰࢳ࢚・ ���PJ「ࢺー࣡」及びࢰࢳ࢚ラ࣒㘄 �PJ「ࢺー࣡」 

 ーࣝ㘄１ ２㘄（㧗㱋者）ࣀࣉࣄࣟ・

մ ಸ㔞処方がわれるもの 

・ࣞンド࣑ࣝン㹂㘄 ����PJ 

㓇▼㓟ሷ࣒ࢹピࣝࢰ・ 2' 㘄５「࣡ࢧイ」 ２㘄 �� 日分（他の内服薬は �� 日分） 

㘄࣒ラࢰࣜࢺ・ ����PJ「&+」 ２㘄（㧗㱋者） 

ン࢜ࢩࣝࣁ・ ����PJ 㘄  ２㘄  １日１回ᢞ与（㧗㱋者） 

�� 㺁 ２㘄࣓ࣝ㘄１㺀࣒ࣃࢮラࢺࢽࣝࣇ・ 日分（他の内服薬は �� 日分） 

 ーࣝ㘄１ １ ２㘄（㧗㱋者）ࣀࣉࣄࣟ・

յ 㔜」ᢞ薬がわれるもの。 

・6* 配合㢛⢏と 3/配合㢛⢏ 

ピンࢪ࣒ࣟ・ 2'㘄５「ࢧンド」��� 㘄とࢫࢹ࣑ࣝ࢝㘄 �� １㘄と࣒࣑ࣟ࢝配合㘄 $3１㘄 

ーࣝ㘄ࢺࢫࣞࢡ・ ���PJ １㘄 �� 日分（����）とピࢳࢱࢫࣂࢱン &D・2' 㘄２「ࢺー࣡」 １

㘄 �� 日分（����） 

ࣉーࢸン࢙ࣇࣟࣉࢺࢣ・ �� PJ １日１回 ���  �� 枚、����  �� 枚、����  �� 枚 

ࣉࢵࣃンࣂイࢸࢫ・ ��PJ １日１回⫪ �� 枚とࣔーラࢸࢫーࣉ㹊��PJ １日１回⫪ �� 枚の同日

処方 

��  ���  㹊�� PJ １日１回ࣉーࢸーࣝ࣎ࢼ・ 枚、����  �� 枚、����  �� 枚 

㘄ࢡࢫࣂࣝࣀ・ ���PJ  ���  �� 日分   ����  �� 日分 

�� ����）㘄５PJ １㘄ࢣࢩ࣋・ 日分、���� �� 日分、���� �� 日分） 

ン㘄ࣟࢼ࣎・ ��PJ  ���� �� 㘄と ����  �� 㘄 

・ラࣉ࣋ラࢰーࣝ 1Dሷ㘄 ��PJ「࢜ーࣁラ」 ���  �� 日分とランࣉࢯラࢰーࣝ 2'㘄 ��PJ「ࣂࢸ」 

���� �� 日分 

ն 薬Ꮫ的にၥ㢟があるే用がわれるもの。 

・イࣝࣜࣉࢲ࣑ሷ㓟ሷ㘄 �PJ「ࣇイࢨー」１㘄と࢛ࣇࢫࢡࢵ࢚ーࢪ配合㘄１㘄 

ピン㘄ࢪࢽࣝࢮ・ ��PJ「ࣇ࣑ࢣ」１㘄とࢪ࢙ࣇࢽピン &5 㘄 ��PJ「࣡ࢧイ」３㘄 

ピン㹊㘄ࢪ࢙ࣇࢽと「ー࣡ࢺ」ピン㹍㹂㘄５PJࢪ࣒ࣟ・ ��PJ「࣡ࢧイ」 

ン㘄ࢪࢳࢨࢽ・ ���PJ「<'」１㘄とランࣉࢯラࢰーࣝ㹍㹂㘄 �� 「ࢺー࣡」１㘄 

配合㘄ࣅコン࣑・ %3１㘄とイࣝࣜࣉࢲ࣑ሷ㓟ሷ㘄 �PJ「࢜ーࣁラ」１㘄 

配合㘄ࣅコン࣑・ %3１㘄とࢼ࢚ラ࣐ࣞࣝࣜࣉイン㓟ሷ㘄５「ࢺー࣡」１㘄 

ン㹉㘄ࢱࣝࢧࣟ・ ��PJ「ࢺー࣡」とࣝࣜࣉ࢝ࣔࢸሷ㓟ሷ㘄 �PJ「日医ᕤ」 

㘄࣒࢘ࣜ࢝ンࢱࣝࢧࣟ・ �� 「13」１㘄とࣂࣝࢪ㘄 ��  １㘄 

շ ᢞ与ᮇ㛫の上㝈が設けられている医薬品について、その上㝈を㉸えてᢞ与されているもの。 

ンࣟࣉࢣࢱ・ 2' 㘄 �� の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

ンࣟࣉࢣࢱ・ 2' 㘄 �� の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

 ラ配合㘄の２㐌を㉸えるᢞ与ࢢࣞࢹ・

ࣝࢭࣉ࣒࢝࢘ࢩ࢟ࢿ・ ��PJ の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

㘄ࢺࢵ࢚ࣜࣃ・ ��PJ の㸴㐌を㉸えるᢞ与 

㘄ࢺࢵ࢚ࣜࣃ・ ��PJ の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ラࣉ࣋ラࢰーࣝ 1D㘄 ��PJ「㹗㹂」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝ 2' 㘄 �� 「࣡ࢧイ」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝ 2' 㘄 �� 「ࣂࢸ」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝ 2' 㘄 �� 「ࢺー࣡」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝࣝࢭࣉ࢝ �� 「日医ᕤ」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

ո ₔ↛と㛗ᮇにわたり処方されているもの。 

 ン㘄５ȣJࣔࣝࣃ࢜・

・ガࢳࣔࢫン㘄５PJ の一定ᮇ㛫（㏻ᖖ２㐌㛫）を㉸えるᢞ与 

 ーࣝ配合㘄の月వにわたるᢞ与ࢼࢩ・

・࣓コࣂラ࣑ン㘄  の月వにわたるᢞ与「ー࣡ࢺ」���

ーࣝ㘄ࣂコࢳ࣓・ ��� ਹの月వにわたるᢞ与 

 ン㓟ሷ㘄５PJ「㹌㹎」の一定ᮇ㛫（㏻ᖖ２㐌㛫）を㉸えるᢞ与࢚ࢡドࣜࣉࢧࣔ・

 

４ 調剤῭処方せんの取扱い 

（１）調剤῭処方せんについて、次の事項の記㍕がない例が認められたので改めること。 

① 調剤῭ᖺ月日 

② 保険薬局のᡤᅾᆅ 

③ 保険薬局のྡ⛠ 

մ 保険薬剤師の記ྡᢲ印ཪは⨫ྡ 
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平成２７年度 個別指導における主な指摘事項 

 

Ϩ 調剤⯡に関する事項 

１ 調剤業務に関して、医薬品医療機器等法第㸷条の２等の規定を十分㑂Ᏺし、誤解をᣍくことのない

ようὀពすること。 

 

２ 処方せんの取扱い 

（１）特定の医療機関から当ヱ医療機関のᝈ者に係る処方せんを受け付けている不適切な例が認められ

たので改めること。 

（２）処方せんは、ᝈ者ཪは⌧にその┳護に当たっている者から受け付けること。 

（３） 次の不ഛのある処方せんを受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。 

① 処方薬の「ኚ᭦不ྍ」ḍに「ݱ」「�」が記㍕されているにもかかわらず、「保険医⨫ྡḍ」に

処方医の⨫ྡཪは記ྡ・ᢲ印がない。 

（４）「処方」ḍの記㍕に次の不ഛのある処方せんにつࡁ、⩏↷会をせずに調剤を行っている不適切な

例が認められたので改めること。 

① 用法の指示が不であるもの 

 እ用薬の適ᛂ部位 

⭯ン㌾ࢹンࢱࢫࣟࣉ・ �����㸣、ࣈࣇラࣞࣉࢫࢺࢫー��� 

ࣉーࢸンࣜࢼࢡ࣍・ � 

⭯㌾ࢺー࣋ࢸン・ ࣒ーࣜࢡンࢸࣇࢯーࣅ、����� ���� 

イ 服用する日 

㘄ࢺーࢧ࢟ࣞࢺࢺ࣓・ �PJ「࣋ࢼࢱ」 

 。の記㍕であるࡳの「１日１回」、ࡁにつ「࢘࣍イࢱ」ࣉࢵࢩ㹋㹑෭ ࢘

 

３ 処方内容に関する薬Ꮫ的確認 

（１）処方内容について確認を適切に行っていない（処方医への⩏↷会を行っているものの、その内

容等を処方せんཪは調剤録に記㍕していないものをྵࡴ。）次の例が認められたので改めること。 

① 医薬品医療機器等法によるᢎ認内容と␗なる用㔞で処方されているもの。 

ー㘄ࣜࢫイ࣐・ ��PJ １㘄 １日１回（㧗㱋者） 

・㔜質㓟化࣒࢘ࢩࢿࢢ࣐「ࢣン࢚ー」（⦆ୗ剤として） ３J １日３回㣗ᚋ 

② 医薬品医療機器等法によるᢎ認内容と␗なる用法で処方されているもの。 

㘄ࢡࢵࣞࢸ・ �  ２㘄  １日２回ᢞ与 

㘄ࣟࣉࣂ・ ���PJ ２㘄  １日２回ᢞ与 

ࣝࢭࣉ࢝ン配合࣡ࢫ࢚ーࢣࢾ࢚・ �� ࣝࢭࣉ࢝４ ��7 日ᢞ与 

ࢡࢵ࣐ࣟࢫࢪ・ 65成人用ドライࣉࢵࣟࢩ �J  ኤ㣗前ᢞ与 

ン細⢏ࣟࢯ・ ��㸣 １㹥  １日２回ᢞ与 

ン配合࣡ࢫ࢚ーࢸ・ 2' 㘄㹒�� 㸴㘄 㸵日ᢞ与 

ンࣜࢮ࢘ࢼ・ 2'㘄 �� 㣗ᚋᢞ与 

ピンࢪ࢙ࣇࢽ・ &5㘄 ��PJ「࣡ࢧイ」 ２㘄 １日２回ᢞ与 

㘄ࢫー࣎ࣜࢢ࣎・ ���PJ「0((.」３㘄 １日３回㣗ᚋᢞ与 

③ 㐣㔞ᢞ与がわれるもの 

ン ����PJ࢜ࢩࣝࣁ・ 㘄 

㘄࣒ラࢰࢳ࢚・ ���PJ「ࢺー࣡」及びࢰࢳ࢚ラ࣒㘄 �PJ「ࢺー࣡」 

 ーࣝ㘄１ ２㘄（㧗㱋者）ࣀࣉࣄࣟ・

մ ಸ㔞処方がわれるもの 

・ࣞンド࣑ࣝン㹂㘄 ����PJ 

㓇▼㓟ሷ࣒ࢹピࣝࢰ・ 2' 㘄５「࣡ࢧイ」 ２㘄 �� 日分（他の内服薬は �� 日分） 

㘄࣒ラࢰࣜࢺ・ ����PJ「&+」 ２㘄（㧗㱋者） 

ン࢜ࢩࣝࣁ・ ����PJ 㘄  ２㘄  １日１回ᢞ与（㧗㱋者） 

�� 㺁 ２㘄࣓ࣝ㘄１㺀࣒ࣃࢮラࢺࢽࣝࣇ・ 日分（他の内服薬は �� 日分） 

 ーࣝ㘄１ １ ２㘄（㧗㱋者）ࣀࣉࣄࣟ・

յ 㔜」ᢞ薬がわれるもの。 

・6* 配合㢛⢏と 3/配合㢛⢏ 

ピンࢪ࣒ࣟ・ 2'㘄５「ࢧンド」��� 㘄とࢫࢹ࣑ࣝ࢝㘄 �� １㘄と࣒࣑ࣟ࢝配合㘄 $3１㘄 

ーࣝ㘄ࢺࢫࣞࢡ・ ���PJ １㘄 �� 日分（����）とピࢳࢱࢫࣂࢱン &D・2' 㘄２「ࢺー࣡」 １

㘄 �� 日分（����） 

ࣉーࢸン࢙ࣇࣟࣉࢺࢣ・ �� PJ １日１回 ���  �� 枚、����  �� 枚、����  �� 枚 

ࣉࢵࣃンࣂイࢸࢫ・ ��PJ １日１回⫪ �� 枚とࣔーラࢸࢫーࣉ㹊��PJ １日１回⫪ �� 枚の同日

処方 

��  ���  㹊�� PJ １日１回ࣉーࢸーࣝ࣎ࢼ・ 枚、����  �� 枚、����  �� 枚 

㘄ࢡࢫࣂࣝࣀ・ ���PJ  ���  �� 日分   ����  �� 日分 

�� ����）㘄５PJ １㘄ࢣࢩ࣋・ 日分、���� �� 日分、���� �� 日分） 

ン㘄ࣟࢼ࣎・ ��PJ  ���� �� 㘄と ����  �� 㘄 

・ラࣉ࣋ラࢰーࣝ 1Dሷ㘄 ��PJ「࢜ーࣁラ」 ���  �� 日分とランࣉࢯラࢰーࣝ 2'㘄 ��PJ「ࣂࢸ」 

���� �� 日分 

ն 薬Ꮫ的にၥ㢟があるే用がわれるもの。 

・イࣝࣜࣉࢲ࣑ሷ㓟ሷ㘄 �PJ「ࣇイࢨー」１㘄と࢛ࣇࢫࢡࢵ࢚ーࢪ配合㘄１㘄 

ピン㘄ࢪࢽࣝࢮ・ ��PJ「ࣇ࣑ࢣ」１㘄とࢪ࢙ࣇࢽピン &5 㘄 ��PJ「࣡ࢧイ」３㘄 

ピン㹊㘄ࢪ࢙ࣇࢽと「ー࣡ࢺ」ピン㹍㹂㘄５PJࢪ࣒ࣟ・ ��PJ「࣡ࢧイ」 

ン㘄ࢪࢳࢨࢽ・ ���PJ「<'」１㘄とランࣉࢯラࢰーࣝ㹍㹂㘄 �� 「ࢺー࣡」１㘄 

配合㘄ࣅコン࣑・ %3１㘄とイࣝࣜࣉࢲ࣑ሷ㓟ሷ㘄 �PJ「࢜ーࣁラ」１㘄 

配合㘄ࣅコン࣑・ %3１㘄とࢼ࢚ラ࣐ࣞࣝࣜࣉイン㓟ሷ㘄５「ࢺー࣡」１㘄 

ン㹉㘄ࢱࣝࢧࣟ・ ��PJ「ࢺー࣡」とࣝࣜࣉ࢝ࣔࢸሷ㓟ሷ㘄 �PJ「日医ᕤ」 

㘄࣒࢘ࣜ࢝ンࢱࣝࢧࣟ・ �� 「13」１㘄とࣂࣝࢪ㘄 ��  １㘄 

շ ᢞ与ᮇ㛫の上㝈が設けられている医薬品について、その上㝈を㉸えてᢞ与されているもの。 

ンࣟࣉࢣࢱ・ 2' 㘄 �� の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

ンࣟࣉࢣࢱ・ 2' 㘄 �� の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

 ラ配合㘄の２㐌を㉸えるᢞ与ࢢࣞࢹ・

ࣝࢭࣉ࣒࢝࢘ࢩ࢟ࢿ・ ��PJ の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

㘄ࢺࢵ࢚ࣜࣃ・ ��PJ の㸴㐌を㉸えるᢞ与 

㘄ࢺࢵ࢚ࣜࣃ・ ��PJ の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ラࣉ࣋ラࢰーࣝ 1D㘄 ��PJ「㹗㹂」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝ 2' 㘄 �� 「࣡ࢧイ」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝ 2' 㘄 �� 「ࣂࢸ」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝ 2' 㘄 �� 「ࢺー࣡」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

・ランࣉࢯラࢰーࣝࣝࢭࣉ࢝ �� 「日医ᕤ」の㸶㐌を㉸えるᢞ与（㏫ὶ性㣗㐨⅖） 

ո ₔ↛と㛗ᮇにわたり処方されているもの。 

 ン㘄５ȣJࣔࣝࣃ࢜・

・ガࢳࣔࢫン㘄５PJ の一定ᮇ㛫（㏻ᖖ２㐌㛫）を㉸えるᢞ与 

 ーࣝ配合㘄の月వにわたるᢞ与ࢼࢩ・

・࣓コࣂラ࣑ン㘄  の月వにわたるᢞ与「ー࣡ࢺ」���

ーࣝ㘄ࣂコࢳ࣓・ ��� ਹの月వにわたるᢞ与 

 ン㓟ሷ㘄５PJ「㹌㹎」の一定ᮇ㛫（㏻ᖖ２㐌㛫）を㉸えるᢞ与࢚ࢡドࣜࣉࢧࣔ・

 

４ 調剤῭処方せんの取扱い 

（１）調剤῭処方せんについて、次の事項の記㍕がない例が認められたので改めること。 

① 調剤῭ᖺ月日 

② 保険薬局のᡤᅾᆅ 

③ 保険薬局のྡ⛠ 

մ 保険薬剤師の記ྡᢲ印ཪは⨫ྡ 
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յ 保険薬剤師の記ྡがない。（ᢲ印のࡳ） 

ն 保険薬剤師のᢲ印がない。（記ྡのࡳ） 

շ 調剤῭とならなかったሙ合の調剤ᖺ月日及び調剤㔞 

（２）調剤῭処方せんについて、次の事項の記㍕が不適切な例が認められたので改めること。 

① 調剤῭ᖺ月日、保険薬局のᡤᅾᆅ、保険薬局のྡ⛠、保険薬剤師の記ྡ・ᢲ印がᡤ定ḍእに記

㍕されている。 

② 調剤῭ᖺ月日が誤っている。 

③ 保険薬剤師の記ྡ・ᢲ印について、２ྡの保険薬剤師の記㍕があり、᭱⤊㈐௵者の確認がでࡁ

ない。 

մ 調剤῭ᖺ月日が、調剤録、薬剤服用歴の記録及び日計表との㛫で␗なっている。 

յ 管理薬剤師がఇᬤの際に、ูの保険薬剤師が調剤したにもかかわらず、ฟしていない管理薬

剤師ྡで記ྡ・ᢲ印されている。 

ն 保険薬剤師以እのᢲ印がある。 

（３）調剤῭処方せんの「ഛ⪃」ḍཪは「処方」ḍに記ධする次の事項の記㍕が不適切な例が認められ

たので改めること。 

① 処方医に↷会を行ったሙ合、の医薬品について↷会したか医薬品ྡを記㍕すること。 

② 処方医に↷会を行ったሙ合、いつ、ㄡが、ㄡに、ఱを↷会したか不明である。 

③ 処方医に↷会を行ったሙ合、その回⟅内容を記㍕することとされているが「⩏↷会῭ࡳ」の

旨のᢲ印のࡳは不適切であるので、処方医へ↷会を行ったሙ合はその回⟅内容をලయ的に記㍕す

ること。 

 

５ 調剤録の取扱い 

（１）調剤録について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 内容をゞ正した調剤録について、ゞ正前の調剤録がᾘされていないままゞ正ᚋの調剤録とと

もに保管されている。 

② 調剤῭となった処方せんの裏面に調剤録と同様の事項を記ධしたものを調剤録 と

しているが、処方せんが」数枚にわたるሙ合に㈞付し一య化されていない。 

（２）調剤録の記ධについて、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 薬ྡを記㍕していない。 

② 調剤した薬剤師以እの薬剤師ྡも印字されている。 

 

㸴 調剤録（㟁☢的記録のሙ合）の保Ꮡ 

（１）┿正性について 

 。ᶒ㝈の設定が不適切であるのでぢ直すことࢫࢭࢡ ①

 

ϩ 調剤ᢏ⾡ᩱに関する事項 

１ ᇶ準調剤加算 

（１）ᇶ準調剤加算１について、次の不十分な例が認められたので改めること。 

① 調剤ᚑ事者等の㈨質の向上を図るための◊ಟについて、ᐇ記録に調剤ᚑ事者等のฟḞの記録

がないものがある。 

 

２ 一ໟ化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 服用時点の␗なる２✀㢮以上の内服用ᅛᙧ剤ཪは１剤であって３✀㢮以上の内服用ᅛᙧ剤のす

べてを一ໟ化していないにもかかわらず算定している。 

② 医師の解をᚓたうえで行ったものではないሙ合に算定している。 

 

Ϫ 薬Ꮫ管理ᩱに関する事項 

１ 薬剤服用歴管理指導ᩱ 

（１）ᝈ者にᑐして必要な指導等を行っていないにもかかわらず誤って薬剤服用歴管理指導ᩱを算定し

ている例が認められたので改めること。 

① 設ධᡤ者に係る処方について事務ဨのࡳが配㐩したものに薬剤服用歴管理指導ᩱを算定して

いる。 

② 医療機関のᚑ事者に係る処方について、当ヱ医療機関の薬剤部に配㐩したものに薬剤服用歴管

理指導ᩱを算定している。 

③ 保険薬剤師のᐙ᪘に係る処方について、薬局において指導を行っていないものに薬剤服用歴管

理指導ᩱを算定している。 

（２） 次の事項について、処方せんの受付ᚋ、薬を取りそろえる前にᝈ者等に確認するとされているが、

一部について保険薬剤師以እの者が確認する「業務のὶれ」となっているので改めること。 

① ᝈ者のయ質・ࢠࣝࣞー歴・作用歴等のᝈ者についての情報 

② ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等からの相ㄯ事項の要点 

③ 服薬状況 

մ ṧ薬状況の確認 

յ ᝈ者の服薬୰のయ調のኚ化 

ն ే用薬等の情報 

շ 合ేをྵࡴ᪤ 歴に関する情報 

ո 他⛉受デの有↓ 

չ 作用がわれる状の有↓ 

պ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況 

ջ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

（３） 次の事項について、処方せんの受付ᚋ、薬を取りそろえる前にᝈ者等に確認するとされているが、

薬局の「業務のὶれ図」が薬を取りそろえる前となっていないので改めること。 

① ᝈ者のయ質・ࢠࣝࣞー歴・作用歴等のᝈ者についての情報 

② ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等からの相ㄯ事項の要点 

③ 服薬状況 

մ ṧ薬状況の確認 

յ ᝈ者の服薬୰のయ調のኚ化 

ն ే用薬等の情報 

շ 合ేをྵࡴ᪤ 歴に関する情報 

ո 他⛉受デの有↓ 

չ 作用がわれる状の有↓ 

պ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況 

ջ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

（４）次の事項について、処方せんの受付ᚋ、薬を取りそろえる前にᝈ者等に確認することとされてい

るが、ᝈ者等に確認していない不適切な例が認められたので改めること。 

① ṧ薬の状況 

② ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

（５） ᡤ有しているᡭᖒをᣢཧしなかったᝈ者にᑐして必要な情報が記㍕された⡆₩な文書（ࢩーࣝ等）

を交付したሙ合（ᡭᖒに記㍕しないሙ合）に、薬剤服用歴管理指導ᩱの「ὀ１」たࡔし書にかかる

ᡤ定の点数を算定していない不適切な例が認められたので改めること。 

（㸴）ࣞࢺࣉࢭコンピࣗーࢱのึᮇ設定が、薬剤服用歴管理指導ᩱを算定するようになっており、自動

的な算定となるおそれがあるので改めること。 

 

２ 薬剤服用歴の記録 

（１）薬剤服用歴の記録について、次の事項の記㍕がない不適切な例が認められたので改めること。 

① ᝈ者のయ質・ࢠࣝࣞー歴・作用歴等のᝈ者についての情報 

② ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等からの相ㄯ事項 

③ 服薬状況 

մ ṧ薬の状況 

յ ᝈ者の服薬୰のయ調のኚ化 

ն ే用薬等の情報 

շ 合ేをྵࡴ᪤ 歴に関する情報 

ո 他⛉受デの有↓ 
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յ 保険薬剤師の記ྡがない。（ᢲ印のࡳ） 

ն 保険薬剤師のᢲ印がない。（記ྡのࡳ） 

շ 調剤῭とならなかったሙ合の調剤ᖺ月日及び調剤㔞 

（２）調剤῭処方せんについて、次の事項の記㍕が不適切な例が認められたので改めること。 

① 調剤῭ᖺ月日、保険薬局のᡤᅾᆅ、保険薬局のྡ⛠、保険薬剤師の記ྡ・ᢲ印がᡤ定ḍእに記

㍕されている。 

② 調剤῭ᖺ月日が誤っている。 

③ 保険薬剤師の記ྡ・ᢲ印について、２ྡの保険薬剤師の記㍕があり、᭱⤊㈐௵者の確認がでࡁ

ない。 

մ 調剤῭ᖺ月日が、調剤録、薬剤服用歴の記録及び日計表との㛫で␗なっている。 

յ 管理薬剤師がఇᬤの際に、ูの保険薬剤師が調剤したにもかかわらず、ฟしていない管理薬

剤師ྡで記ྡ・ᢲ印されている。 

ն 保険薬剤師以እのᢲ印がある。 

（３）調剤῭処方せんの「ഛ⪃」ḍཪは「処方」ḍに記ධする次の事項の記㍕が不適切な例が認められ

たので改めること。 

① 処方医に↷会を行ったሙ合、の医薬品について↷会したか医薬品ྡを記㍕すること。 

② 処方医に↷会を行ったሙ合、いつ、ㄡが、ㄡに、ఱを↷会したか不明である。 

③ 処方医に↷会を行ったሙ合、その回⟅内容を記㍕することとされているが「⩏↷会῭ࡳ」の

旨のᢲ印のࡳは不適切であるので、処方医へ↷会を行ったሙ合はその回⟅内容をලయ的に記㍕す

ること。 

 

５ 調剤録の取扱い 

（１）調剤録について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 内容をゞ正した調剤録について、ゞ正前の調剤録がᾘされていないままゞ正ᚋの調剤録とと

もに保管されている。 

② 調剤῭となった処方せんの裏面に調剤録と同様の事項を記ධしたものを調剤録 と

しているが、処方せんが」数枚にわたるሙ合に㈞付し一య化されていない。 

（２）調剤録の記ධについて、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 薬ྡを記㍕していない。 

② 調剤した薬剤師以እの薬剤師ྡも印字されている。 

 

㸴 調剤録（㟁☢的記録のሙ合）の保Ꮡ 

（１）┿正性について 

 。ᶒ㝈の設定が不適切であるのでぢ直すことࢫࢭࢡ ①

 

ϩ 調剤ᢏ⾡ᩱに関する事項 

１ ᇶ準調剤加算 

（１）ᇶ準調剤加算１について、次の不十分な例が認められたので改めること。 

① 調剤ᚑ事者等の㈨質の向上を図るための◊ಟについて、ᐇ記録に調剤ᚑ事者等のฟḞの記録

がないものがある。 

 

２ 一ໟ化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 服用時点の␗なる２✀㢮以上の内服用ᅛᙧ剤ཪは１剤であって３✀㢮以上の内服用ᅛᙧ剤のす

べてを一ໟ化していないにもかかわらず算定している。 

② 医師の解をᚓたうえで行ったものではないሙ合に算定している。 

 

Ϫ 薬Ꮫ管理ᩱに関する事項 

１ 薬剤服用歴管理指導ᩱ 

（１）ᝈ者にᑐして必要な指導等を行っていないにもかかわらず誤って薬剤服用歴管理指導ᩱを算定し

ている例が認められたので改めること。 

① 設ධᡤ者に係る処方について事務ဨのࡳが配㐩したものに薬剤服用歴管理指導ᩱを算定して

いる。 

② 医療機関のᚑ事者に係る処方について、当ヱ医療機関の薬剤部に配㐩したものに薬剤服用歴管

理指導ᩱを算定している。 

③ 保険薬剤師のᐙ᪘に係る処方について、薬局において指導を行っていないものに薬剤服用歴管

理指導ᩱを算定している。 

（２） 次の事項について、処方せんの受付ᚋ、薬を取りそろえる前にᝈ者等に確認するとされているが、

一部について保険薬剤師以እの者が確認する「業務のὶれ」となっているので改めること。 

① ᝈ者のయ質・ࢠࣝࣞー歴・作用歴等のᝈ者についての情報 

② ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等からの相ㄯ事項の要点 

③ 服薬状況 

մ ṧ薬状況の確認 

յ ᝈ者の服薬୰のయ調のኚ化 

ն ే用薬等の情報 

շ 合ేをྵࡴ᪤ 歴に関する情報 

ո 他⛉受デの有↓ 

չ 作用がわれる状の有↓ 

պ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況 

ջ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

（３） 次の事項について、処方せんの受付ᚋ、薬を取りそろえる前にᝈ者等に確認するとされているが、

薬局の「業務のὶれ図」が薬を取りそろえる前となっていないので改めること。 

① ᝈ者のయ質・ࢠࣝࣞー歴・作用歴等のᝈ者についての情報 

② ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等からの相ㄯ事項の要点 

③ 服薬状況 

մ ṧ薬状況の確認 

յ ᝈ者の服薬୰のయ調のኚ化 

ն ే用薬等の情報 

շ 合ేをྵࡴ᪤ 歴に関する情報 

ո 他⛉受デの有↓ 

չ 作用がわれる状の有↓ 

պ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況 

ջ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

（４）次の事項について、処方せんの受付ᚋ、薬を取りそろえる前にᝈ者等に確認することとされてい

るが、ᝈ者等に確認していない不適切な例が認められたので改めること。 

① ṧ薬の状況 

② ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

（５） ᡤ有しているᡭᖒをᣢཧしなかったᝈ者にᑐして必要な情報が記㍕された⡆₩な文書（ࢩーࣝ等）

を交付したሙ合（ᡭᖒに記㍕しないሙ合）に、薬剤服用歴管理指導ᩱの「ὀ１」たࡔし書にかかる

ᡤ定の点数を算定していない不適切な例が認められたので改めること。 

（㸴）ࣞࢺࣉࢭコンピࣗーࢱのึᮇ設定が、薬剤服用歴管理指導ᩱを算定するようになっており、自動

的な算定となるおそれがあるので改めること。 

 

２ 薬剤服用歴の記録 

（１）薬剤服用歴の記録について、次の事項の記㍕がない不適切な例が認められたので改めること。 

① ᝈ者のయ質・ࢠࣝࣞー歴・作用歴等のᝈ者についての情報 

② ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等からの相ㄯ事項 

③ 服薬状況 

մ ṧ薬の状況 

յ ᝈ者の服薬୰のయ調のኚ化 

ն ే用薬等の情報 

շ 合ేをྵࡴ᪤ 歴に関する情報 

ո 他⛉受デの有↓ 
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չ 作用がわれる状の有↓ 

պ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況 

ջ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

ռ ᡭᖒによる情報提供の状況 

ս 指導した保険薬剤師のẶྡ 

վ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等から⫈取したᝈ者情報を確認した保険薬剤師のẶྡの記㍕がない。 

տ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点を薬剤服用歴の記録に記㍕し

ていない。 

（２）薬剤服用歴の記録について、次の事項の記㍕が不十分な例が認められたので改めること。 

① 作用がわれる状の有↓について、薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容をලయ的に記㍕

し、ᝈ者への指導によりά用でࡁる記録とすること。 

② 作用がわれる状の有↓等のᝈ者情報について、薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容を

ලయ的に記㍕し、記録のᐇを図ること。 

③ ṧ薬状況の確認の記㍕が不十分である。 

մ ṧ薬の状況について、確認した内容（薬剤ྡ、日数、数㔞等）をලయ的に記㍕し、ᝈ者への指

導にά用でࡁる記録とすること。 

յ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向の記㍕が不十分である。 

ն ᝈ者ཪはそのᐙ᪘から⫈取・確認したྡ・状に関する情報の記㍕が不十分である。 

շ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

が不十分である。 

 ・相作用のある医薬品に関する指導内容 

 ・ᢠᝏ性⭘⒆剤ᢞ与のᝈ者の㌟㛗及びయ㔜 

ո ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容及び行った指導の要点の薬

剤服用歴の記録への記㍕が不十分である。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な指導ࡸண 

される作用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への記㍕内容の

ᐇを図ること。 

չ のような作用等に╔目して⫈取を行ったか等、薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容を記

㍕し、ᝈ者への指導にά用でࡁる記録とすること。 

（３）薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

 。項目と指導内容とに不一⮴があるࢡࢵ࢙ࢳ ①

② 作用がわれる状の有↓について⏬一的に「なし」という記㍕がᩓぢされたので改めるこ

と。薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容をලయ的に記㍕し、ᝈ者への指導によりά用でࡁる記

録とすること。 

③ ṧ薬の状況について、ṧ薬が相当数認められるにもかかわらず「ṧ薬少㔞」等の記㍕がある。 

մ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況の記㍕が不適切

である。 

յ ᡭᖒによる情報提供の状況の記㍕が不適切である。 

ն ᡭᖒによる情報提供の状況の記㍕は、単にᡭᖒの有↓についてのࡳである。 

շ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

がஈしく、「ၥ㢟なし」という記㍕がከく認められた。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な

指導ࡸண される作用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への

記㍕内容のᐇを図ること。 

ո ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容及び行った指導の要点につ

いて薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である例がᩓぢされた。ᢞ与される薬剤の適正用のた

めに必要な指導ࡸண される作用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴

の記録への記㍕内容のᐇを図ること。 

չ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

がஈしい例が認められた。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な指導ࡸண される作用等

に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への記㍕内容のᐇを図ること。 

պ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容及び行った指導の要点につ

いて、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である例が認められた。ᢞ与される薬剤の適正用の

ために必要な指導ࡸ、ண される作用等に関する必要な指導等について、指導内容及び薬剤服

用歴の記録への記㍕内容のᐇを図ること。 

ջ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

が「コンࣉラインࢫⰋ好」のࡳの記㍕な⏬一的であり、記㍕内容が不十分である。 

ռ 指導した保険薬剤師のྡ前の記㍕がない。 

ս 指導した保険薬剤師のẶྡの記㍕が不適切である。（␎⛠記㍕） 

վ 保険薬剤師以እのྡ前が印字されている。 

տ 処方内容について「'R」と記㍕されているが、処方内容はその都度記㍕すること。 

ր 㖄➹ࡸ㉥࣌ンで記㍕している。 

ց 服薬指導の都度、㐣ཤの薬歴をཧ↷していない。（前回指導時の⏦し㏦り事項について次回指導

時に確認されていない。） 

ւ 紙፹యの薬剤服用歴の記録について、」数枚の保Ꮡに当たって㈞付し一య化されていない。 

փ ά用でࡁる指導記録を作成するために、ᝈ者のての記録が必要にᛂࡌて直ࡕにཧ↷でࡁるよ

う、その書式及び作成方法を再᳨ウすること。 

ք ά用でࡁる指導記録を作成するために、ᝈ者情報は᭱᪂のものに᭦᪂すること。また書式及び

作成方法については再᳨ウすること。 

द ά用でࡁる指導記録を作成するために、書式及び作成方法を再᳨ウすること。 

 

３ 薬剤のྡ⛠等に関するな情報を提供する文書（「薬剤情報提供文書」） 

（１）薬剤情報提供文書について、用法の記㍕がない不適切な例が認められたので改めること。 

 ンの࣌ࢫࢡࢵࣞࣇὀ࣑ࣝ࣋ࣞ・

・ランࢫࢱὀࢱࢫࣟࢯーの用法 

（２）薬剤情報提供文書について、作用の記㍕がない不適切な例が認められたので改めること。 

 イ㘄３PJのప⾑⢾ࣇࣜࣅ࢚・

㘄ࣈࢸࢡラࢢ・ ��PJ のᛴ性⮅⅖ 

㘄ࢡ࢚・ ��PJ のᛴ性⮅⅖ 

コ㘄ࣝࢢࢺ࣓・ ���PJ のங㓟ࢩドーࢫࢩ 

・ガࢳࣔࢫン㘄 �PJ の⫢⅖ 

（３）薬剤情報提供文書について、情報提供を行った保険薬剤師のẶྡの記㍕がない不適切な例が認め

られたので改めること。 

（４）ຠ⬟・ຠ果に関する記㍕が、個ࠎのᝈ者のയにᛂࡌた内容になっていない。 

（５）服用のὀព事項に関する記㍕について不十分である。 

࢚ࣝࢡࣟࢭ・ ��PJ 㘄 

（㸴）情報提供を行った保険薬剤師以እの保険薬剤師ྡも印字されている。 

（㸵）管理薬剤師ྡが᭱ึから印字されていたため、情報提供を行った保険薬剤師のẶྡを記㍕するこ

と。 

 

３ ⤒時的に薬剤の記録が記ධでࡁる薬剤の記録ᑓ用のᡭᖒ 

（１）ᡭᖒによる情報提供について、ᡭᖒにᝈ者のࢠࣝࣞー歴、作用歴及びᝈ者のな᪤ 歴を記

㍕していない不適切な例が認められたので改めること。 

 

４ 薬剤服用歴の記録（㟁☢的記録のሙ合）の保Ꮡ等 

 。ᶒ㝈の設定が不適切であるのでぢ直すことࢫࢭࢡ（１）

（２）᭱᪂∧の「医療情報࣒ࢸࢫࢩのᏳ管理に関するガイドライン」に準ᣐするよう㐠用管理規⛬の

᭦᪂を行う等、より適切な㐠用に努めること。 

① 㹇㹂と࣡ࢫࣃードの⤌ࡳ合わせを管理薬剤師が管理しているので、それらの情報を、ᮏ人しか

▱りᚓない状ែに保つようᑐ⟇を行うこと。 

ードは、㐠用管理規⛬では「ⱥ数字ΰᅾの４文字以上」としているが、ⱥ数字、記ྕを࣡ࢫࣃ ②

ΰᅾさせた㸶文字以上の文字ิがᮃましい。 

（３）᪤に㏥⫋した者に付与した㹇㹂が有ຠなままとなっているので、当ヱ㹇㹂を↓ຠにする等、適切

に管理するよう改めること。 
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չ 作用がわれる状の有↓ 

պ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況 

ջ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向 

ռ ᡭᖒによる情報提供の状況 

ս 指導した保険薬剤師のẶྡ 

վ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等から⫈取したᝈ者情報を確認した保険薬剤師のẶྡの記㍕がない。 

տ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点を薬剤服用歴の記録に記㍕し

ていない。 

（２）薬剤服用歴の記録について、次の事項の記㍕が不十分な例が認められたので改めること。 

① 作用がわれる状の有↓について、薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容をලయ的に記㍕

し、ᝈ者への指導によりά用でࡁる記録とすること。 

② 作用がわれる状の有↓等のᝈ者情報について、薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容を

ලయ的に記㍕し、記録のᐇを図ること。 

③ ṧ薬状況の確認の記㍕が不十分である。 

մ ṧ薬の状況について、確認した内容（薬剤ྡ、日数、数㔞等）をලయ的に記㍕し、ᝈ者への指

導にά用でࡁる記録とすること。 

յ ᚋⓎ医薬品の用に関するᝈ者のព向の記㍕が不十分である。 

ն ᝈ者ཪはそのᐙ᪘から⫈取・確認したྡ・状に関する情報の記㍕が不十分である。 

շ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

が不十分である。 

 ・相作用のある医薬品に関する指導内容 

 ・ᢠᝏ性⭘⒆剤ᢞ与のᝈ者の㌟㛗及びయ㔜 

ո ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容及び行った指導の要点の薬

剤服用歴の記録への記㍕が不十分である。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な指導ࡸண 

される作用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への記㍕内容の

ᐇを図ること。 

չ のような作用等に╔目して⫈取を行ったか等、薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容を記

㍕し、ᝈ者への指導にά用でࡁる記録とすること。 

（３）薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

 。項目と指導内容とに不一⮴があるࢡࢵ࢙ࢳ ①

② 作用がわれる状の有↓について⏬一的に「なし」という記㍕がᩓぢされたので改めるこ

と。薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容をලయ的に記㍕し、ᝈ者への指導によりά用でࡁる記

録とすること。 

③ ṧ薬の状況について、ṧ薬が相当数認められるにもかかわらず「ṧ薬少㔞」等の記㍕がある。 

մ 㣧㣗≀（服用୰の薬剤との相作用が認められているものに㝈る。）のᦤ取状況の記㍕が不適切

である。 

յ ᡭᖒによる情報提供の状況の記㍕が不適切である。 

ն ᡭᖒによる情報提供の状況の記㍕は、単にᡭᖒの有↓についてのࡳである。 

շ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

がஈしく、「ၥ㢟なし」という記㍕がከく認められた。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な

指導ࡸண される作用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への

記㍕内容のᐇを図ること。 

ո ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容及び行った指導の要点につ

いて薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である例がᩓぢされた。ᢞ与される薬剤の適正用のた

めに必要な指導ࡸண される作用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴

の記録への記㍕内容のᐇを図ること。 

չ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

がஈしい例が認められた。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な指導ࡸண される作用等

に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への記㍕内容のᐇを図ること。 

պ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして薬Ꮫ的な観点から⫈取・確認した内容及び行った指導の要点につ

いて、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である例が認められた。ᢞ与される薬剤の適正用の

ために必要な指導ࡸ、ண される作用等に関する必要な指導等について、指導内容及び薬剤服

用歴の記録への記㍕内容のᐇを図ること。 

ջ ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴の記録への記㍕

が「コンࣉラインࢫⰋ好」のࡳの記㍕な⏬一的であり、記㍕内容が不十分である。 

ռ 指導した保険薬剤師のྡ前の記㍕がない。 

ս 指導した保険薬剤師のẶྡの記㍕が不適切である。（␎⛠記㍕） 

վ 保険薬剤師以እのྡ前が印字されている。 

տ 処方内容について「'R」と記㍕されているが、処方内容はその都度記㍕すること。 

ր 㖄➹ࡸ㉥࣌ンで記㍕している。 

ց 服薬指導の都度、㐣ཤの薬歴をཧ↷していない。（前回指導時の⏦し㏦り事項について次回指導

時に確認されていない。） 

ւ 紙፹యの薬剤服用歴の記録について、」数枚の保Ꮡに当たって㈞付し一య化されていない。 

փ ά用でࡁる指導記録を作成するために、ᝈ者のての記録が必要にᛂࡌて直ࡕにཧ↷でࡁるよ

う、その書式及び作成方法を再᳨ウすること。 

ք ά用でࡁる指導記録を作成するために、ᝈ者情報は᭱᪂のものに᭦᪂すること。また書式及び

作成方法については再᳨ウすること。 

द ά用でࡁる指導記録を作成するために、書式及び作成方法を再᳨ウすること。 

 

３ 薬剤のྡ⛠等に関するな情報を提供する文書（「薬剤情報提供文書」） 

（１）薬剤情報提供文書について、用法の記㍕がない不適切な例が認められたので改めること。 

 ンの࣌ࢫࢡࢵࣞࣇὀ࣑ࣝ࣋ࣞ・

・ランࢫࢱὀࢱࢫࣟࢯーの用法 

（２）薬剤情報提供文書について、作用の記㍕がない不適切な例が認められたので改めること。 

 イ㘄３PJのప⾑⢾ࣇࣜࣅ࢚・

㘄ࣈࢸࢡラࢢ・ ��PJ のᛴ性⮅⅖ 

㘄ࢡ࢚・ ��PJ のᛴ性⮅⅖ 

コ㘄ࣝࢢࢺ࣓・ ���PJ のங㓟ࢩドーࢫࢩ 

・ガࢳࣔࢫン㘄 �PJ の⫢⅖ 

（３）薬剤情報提供文書について、情報提供を行った保険薬剤師のẶྡの記㍕がない不適切な例が認め

られたので改めること。 

（４）ຠ⬟・ຠ果に関する記㍕が、個ࠎのᝈ者のയにᛂࡌた内容になっていない。 

（５）服用のὀព事項に関する記㍕について不十分である。 

࢚ࣝࢡࣟࢭ・ ��PJ 㘄 

（㸴）情報提供を行った保険薬剤師以እの保険薬剤師ྡも印字されている。 

（㸵）管理薬剤師ྡが᭱ึから印字されていたため、情報提供を行った保険薬剤師のẶྡを記㍕するこ

と。 

 

３ ⤒時的に薬剤の記録が記ධでࡁる薬剤の記録ᑓ用のᡭᖒ 

（１）ᡭᖒによる情報提供について、ᡭᖒにᝈ者のࢠࣝࣞー歴、作用歴及びᝈ者のな᪤ 歴を記

㍕していない不適切な例が認められたので改めること。 

 

４ 薬剤服用歴の記録（㟁☢的記録のሙ合）の保Ꮡ等 

 。ᶒ㝈の設定が不適切であるのでぢ直すことࢫࢭࢡ（１）

（２）᭱᪂∧の「医療情報࣒ࢸࢫࢩのᏳ管理に関するガイドライン」に準ᣐするよう㐠用管理規⛬の

᭦᪂を行う等、より適切な㐠用に努めること。 

① 㹇㹂と࣡ࢫࣃードの⤌ࡳ合わせを管理薬剤師が管理しているので、それらの情報を、ᮏ人しか

▱りᚓない状ែに保つようᑐ⟇を行うこと。 

ードは、㐠用管理規⛬では「ⱥ数字ΰᅾの４文字以上」としているが、ⱥ数字、記ྕを࣡ࢫࣃ ②

ΰᅾさせた㸶文字以上の文字ิがᮃましい。 

（３）᪤に㏥⫋した者に付与した㹇㹂が有ຠなままとなっているので、当ヱ㹇㹂を↓ຠにする等、適切

に管理するよう改めること。 
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 。ードの有ຠᮇ㛫を設定していない不適切な事項が認められたので改めること࣡ࢫࣃ（４）

 

５ 㯞薬管理指導加算 

（１）㯞薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 㯞薬の服用状況、ṧ薬の状況及び保管状況、㯞薬による㙠③等のຠ果ࡸ作用の有↓にについ

て確認した内容及び行った薬Ꮫ的管理及び指導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分で

ある。 

② 㯞薬の服用状況、㯞薬による㙠③等のຠ果について確認した内容及び行った薬Ꮫ的管理及び指

導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である。 

③ 㯞薬による㙠③等のຠ果、作用の有↓について確認した内容及び行った薬Ꮫ的管理及び指導

について、薬剤服用歴の記録への記㍕がない。 

 

㸴 㔜」ᢞ薬・相作用㜵Ṇ加算 

（１）㔜」ᢞ薬・相作用㜵Ṇ加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 同一医療機関・同一デ療⛉の処方せんによるሙ合に算定している。 

② 処方医に連絡・確認を行った内容の要点・ኚ᭦内容の薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分であ

る。 

 

㸵 特定薬剤管理指導加算 

（１）特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴 の

記録への記㍕が⏬一的である。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な指導ࡸண される作

用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への記㍕内容のᐇを図る

こと。 

② 特定薬剤管理指導加算のᑐ㇟となる「特にᏳ管理が必要な医薬品」にヱ当しない医薬品につ

いて算定している。 

細⢏ࣝࣞࢺン࣓ࢩ・ ��㸣 ���  

㘄ࢫࣃࢹ・ ���  １㘄 １日１回ᑵᐷ前 

 、ン㘄５ȣJࣔࣝࣃ࢜・

 「イ࣡ࢧ」㘄５ȣJࢫࢡࢹࣇࣝࢺࢫࣟࣉ࣐ࣜ・

㘄ࢡࢵࢸ࣓ࣝ࢜・ ��PJ 

ド㘄࣑ࢭࣟࣇ・ ��PJ「ࣂࢸ」 

㘄࢜ࢸࣀ࣎・ ��PJ 

 ཎᮎࢡࢵラࢺ࣏ࣝ・

ン㘄ࣃイ࢜ࣇ・ ��� PJ 

ーࣝࢹࣃ࢚・ 6��� 

 １PJࢺࢫࢤࢼࢹ・

$&�ラࣃࢫ・ 㘄 ��� 

㘄࣒࢘ࣜ࢝ラࣃࢫ・ ���PJ 

㘄ࣝࢿࢺࢡ・ ���PJ 

㘄ࢫࢡࢵࣜࢺࢼ・ �PJ 

ࢼࢭラ・ $㌾⭯ 

㘄ࢺーࣀࢸ・ �� 

③ 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行っていない。 

մ 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行った記録が薬剤服用歴の記録に記㍕されていない。 

յ 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行うこととされているが、個ࠎの医薬品に関して行った必要な薬Ꮫ的管理及び指

導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が個ࠎに記㍕されていない。 

ն 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行うこととされているが、個ࠎの医薬品に関して行った必要な薬Ꮫ的管理及び指

導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である。 

շ ᑐ㇟となる医薬品に関して、作用のⓎ⌧状況等の確認内容及び行った指導の要点について、

薬剤服用歴の記録への記㍕がஈしい。 

ո ᑐ㇟となる医薬品に関してᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして必要な薬Ꮫ的管理及び 指

導を行っていない。 

 

㸶 ஙᗂඣ服薬指導加算 

（１）ஙᗂඣ服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① ஙᗂඣに係る処方せんの受付の際に、య㔜、適切な剤ᙧその他必要な事項等について、確認し

ていない。 

② ஙᗂඣに係る処方せんの受付の際に確認した、య㔜、適切な剤ᙧその他必要な事項等について、

薬剤服用歴の記録及びᡭᖒへの記㍕がない。 

③ ஙᗂඣに係る処方せんの受付の際に確認した、య㔜、適切な剤ᙧその他必要な事項等について、

ᡭᖒに記㍕への記㍕がない。 

 

㸷 㛗ᮇᢞ薬情報提供ᩱ 

（１）㛗ᮇᢞ薬情報提供ᩱ１について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① ᝈ者ཪはそのᐙ᪘にᑐし情報提供した事項について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分であ

る。 

 

１㸮 ᅾᏯᝈ者ゼၥ薬剤管理指導ᩱ 

（１）ᅾᏯᝈ者ゼၥ薬剤管理指導ᩱについて、薬剤服用歴の記録にゼၥのᐇ日を記㍕していない不適

切な例が認められたので改めること。 

 

ϫ 薬剤ᩱに関する事項  

１ 内服薬につ１、ࡁ剤とすべࡁところ２剤として薬剤ᩱを算定している不適切な例が認められたので

改めること。 

 

Ⅴ 事務的事項 

１ Ⓩ録・ᒆฟ事項 

（１）当ヱ保険薬局において保険調剤にᚑ事する薬剤師が、保険薬剤師としてのⓏ録を受けていない例

が認められたので改めること。 

（２）次のᒆฟ事項のኚ᭦が認められたので、㏿ࡸかにᒆけฟること。 

① 保険薬剤師（ᖖ・㠀ᖖ）の␗動（᥇用、㏥⫋、務༊分） 

② 開局時㛫 

 

２ ᥖ示事項 

（１）ᥖ示事項について、次の不適切な事項が認められたので改めること。 

① 調剤報酬点数表の一ぴ等のᥖ示がない。 

② 薬剤服用歴管理指導ᩱに関する事項のᥖ示がない。 

③ ᇶ準調剤加算１に関する事項のᥖ示が誤っている。 

մ ᚋⓎ医薬品調剤యไ加算に関するᥖ示が誤っている。 

յ ᮾཌ⏕局㛗にᒆけฟた事項（ᇶ準調剤加算１、ᚋⓎ医薬品調剤యไ加算１、ᅾᏯᝈ者調剤加

算、ᅾᏯᝈ者ゼၥ薬剤管理指導ᩱ）に関する事項のᥖ示がない。 

ն 明細書のⓎ行状況のᥖ示がない。 

շ ᚋⓎ医薬品の調剤を✚極的に行っている旨を保険薬局の内ഃ及びእഃのぢえࡸすいሙᡤにᥖ示

していない。 

ո 調剤ᩱのኪ㛫・ఇ日等加算のᑐ㇟日、受付時㛫ᖏを保険薬局内のわかりࡸすいሙᡤにᥖ示して

いない。 

չ 開局時㛫を保険薬局の内ഃ及びእഃのわかりࡸすいሙᡤにᥖ示していない。 
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 。ードの有ຠᮇ㛫を設定していない不適切な事項が認められたので改めること࣡ࢫࣃ（４）

 

５ 㯞薬管理指導加算 

（１）㯞薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 㯞薬の服用状況、ṧ薬の状況及び保管状況、㯞薬による㙠③等のຠ果ࡸ作用の有↓にについ

て確認した内容及び行った薬Ꮫ的管理及び指導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分で

ある。 

② 㯞薬の服用状況、㯞薬による㙠③等のຠ果について確認した内容及び行った薬Ꮫ的管理及び指

導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である。 

③ 㯞薬による㙠③等のຠ果、作用の有↓について確認した内容及び行った薬Ꮫ的管理及び指導

について、薬剤服用歴の記録への記㍕がない。 

 

㸴 㔜」ᢞ薬・相作用㜵Ṇ加算 

（１）㔜」ᢞ薬・相作用㜵Ṇ加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 同一医療機関・同一デ療⛉の処方せんによるሙ合に算定している。 

② 処方医に連絡・確認を行った内容の要点・ኚ᭦内容の薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分であ

る。 

 

㸵 特定薬剤管理指導加算 

（１）特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① ᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして確認した内容及び行った指導の要点の薬剤服用歴 の

記録への記㍕が⏬一的である。ᢞ与される薬剤の適正用のために必要な指導ࡸண される作

用等に関して必要な指導等について、指導内容及び薬剤服用歴の記録への記㍕内容のᐇを図る

こと。 

② 特定薬剤管理指導加算のᑐ㇟となる「特にᏳ管理が必要な医薬品」にヱ当しない医薬品につ

いて算定している。 

細⢏ࣝࣞࢺン࣓ࢩ・ ��㸣 ���  

㘄ࢫࣃࢹ・ ���  １㘄 １日１回ᑵᐷ前 

 、ン㘄５ȣJࣔࣝࣃ࢜・

 「イ࣡ࢧ」㘄５ȣJࢫࢡࢹࣇࣝࢺࢫࣟࣉ࣐ࣜ・

㘄ࢡࢵࢸ࣓ࣝ࢜・ ��PJ 

ド㘄࣑ࢭࣟࣇ・ ��PJ「ࣂࢸ」 

㘄࢜ࢸࣀ࣎・ ��PJ 

 ཎᮎࢡࢵラࢺ࣏ࣝ・

ン㘄ࣃイ࢜ࣇ・ ��� PJ 

ーࣝࢹࣃ࢚・ 6��� 

 １PJࢺࢫࢤࢼࢹ・

$&�ラࣃࢫ・ 㘄 ��� 

㘄࣒࢘ࣜ࢝ラࣃࢫ・ ���PJ 

㘄ࣝࢿࢺࢡ・ ���PJ 

㘄ࢫࢡࢵࣜࢺࢼ・ �PJ 

ࢼࢭラ・ $㌾⭯ 

㘄ࢺーࣀࢸ・ �� 

③ 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行っていない。 

մ 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行った記録が薬剤服用歴の記録に記㍕されていない。 

յ 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行うこととされているが、個ࠎの医薬品に関して行った必要な薬Ꮫ的管理及び指

導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が個ࠎに記㍕されていない。 

ն 特にᏳ管理が必要な医薬品が」数処方されているሙ合に、そのてについての必要な薬Ꮫ的

管理及び指導を行うこととされているが、個ࠎの医薬品に関して行った必要な薬Ꮫ的管理及び指

導について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分である。 

շ ᑐ㇟となる医薬品に関して、作用のⓎ⌧状況等の確認内容及び行った指導の要点について、

薬剤服用歴の記録への記㍕がஈしい。 

ո ᑐ㇟となる医薬品に関してᝈ者ཪはそのᐙ᪘等にᑐして必要な薬Ꮫ的管理及び 指

導を行っていない。 

 

㸶 ஙᗂඣ服薬指導加算 

（１）ஙᗂඣ服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① ஙᗂඣに係る処方せんの受付の際に、య㔜、適切な剤ᙧその他必要な事項等について、確認し

ていない。 

② ஙᗂඣに係る処方せんの受付の際に確認した、య㔜、適切な剤ᙧその他必要な事項等について、

薬剤服用歴の記録及びᡭᖒへの記㍕がない。 

③ ஙᗂඣに係る処方せんの受付の際に確認した、య㔜、適切な剤ᙧその他必要な事項等について、

ᡭᖒに記㍕への記㍕がない。 

 

㸷 㛗ᮇᢞ薬情報提供ᩱ 

（１）㛗ᮇᢞ薬情報提供ᩱ１について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① ᝈ者ཪはそのᐙ᪘にᑐし情報提供した事項について、薬剤服用歴の記録への記㍕が不十分であ

る。 

 

１㸮 ᅾᏯᝈ者ゼၥ薬剤管理指導ᩱ 

（１）ᅾᏯᝈ者ゼၥ薬剤管理指導ᩱについて、薬剤服用歴の記録にゼၥのᐇ日を記㍕していない不適

切な例が認められたので改めること。 

 

ϫ 薬剤ᩱに関する事項  

１ 内服薬につ１、ࡁ剤とすべࡁところ２剤として薬剤ᩱを算定している不適切な例が認められたので

改めること。 

 

Ⅴ 事務的事項 

１ Ⓩ録・ᒆฟ事項 

（１）当ヱ保険薬局において保険調剤にᚑ事する薬剤師が、保険薬剤師としてのⓏ録を受けていない例

が認められたので改めること。 

（２）次のᒆฟ事項のኚ᭦が認められたので、㏿ࡸかにᒆけฟること。 

① 保険薬剤師（ᖖ・㠀ᖖ）の␗動（᥇用、㏥⫋、務༊分） 

② 開局時㛫 

 

２ ᥖ示事項 

（１）ᥖ示事項について、次の不適切な事項が認められたので改めること。 

① 調剤報酬点数表の一ぴ等のᥖ示がない。 

② 薬剤服用歴管理指導ᩱに関する事項のᥖ示がない。 

③ ᇶ準調剤加算１に関する事項のᥖ示が誤っている。 

մ ᚋⓎ医薬品調剤యไ加算に関するᥖ示が誤っている。 

յ ᮾཌ⏕局㛗にᒆけฟた事項（ᇶ準調剤加算１、ᚋⓎ医薬品調剤యไ加算１、ᅾᏯᝈ者調剤加

算、ᅾᏯᝈ者ゼၥ薬剤管理指導ᩱ）に関する事項のᥖ示がない。 

ն 明細書のⓎ行状況のᥖ示がない。 

շ ᚋⓎ医薬品の調剤を✚極的に行っている旨を保険薬局の内ഃ及びእഃのぢえࡸすいሙᡤにᥖ示

していない。 

ո 調剤ᩱのኪ㛫・ఇ日等加算のᑐ㇟日、受付時㛫ᖏを保険薬局内のわかりࡸすいሙᡤにᥖ示して

いない。 

չ 開局時㛫を保険薬局の内ഃ及びእഃのわかりࡸすいሙᡤにᥖ示していない。 
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３ 薬剤師数 

（１）処方せん受付枚数に比べて保険薬剤師数が少ないので改めること。 

 

４ 一部負担金の取扱い 

（１）一部負担金について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 一部負担金の徴収に誤りが認められたので、日計表及び未収金管理簿にて適切に管理すること。 

② 薬剤交付前に領収証、明細書を作成し、一部負担金の計算を処方せん受付時に行っている。自

動的な算定となるおそれがあるので改めること。 

③ 一部負担金を調剤の都度徴収せず、数ヶ月分まとめて徴収している。 

（２）領収証について「点数表の各節単位で金額の内訳の分かるもの」として示されている標準様式の

項目と相違しているので改めること。 

 

５ 保険薬局の独立性 

（１）保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第２条の３における「特定の保険薬局への誘導の代償とし

て、金品その他の財産上の利益の供与」について、誤解されかねない例が認められたので改めるこ

と。 

 

Ⅴ その他 

１ 保険請求に当たっての請求内容の確認 

（１）保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めていないので改める

こと。 

（２）保険薬剤師による処方せん、調剤録、調剤報酬明細書の突合・確認が行われていないので改める

こと。 

（３） 審査支払機関からの返戻・増減点の連絡書は、薬局内において十分に確認し、その内容を共有し、

次月以降の調剤報酬請求に反映させること。 

 

２ 関係法令の理解 

（１）健康保険法を始めとする社会保険各法並びに薬剤師法、医薬品医療機器等法等関係法令等の理解

が不足しているので、法令に関する理解により一層努めること。 

 

３ 個人情報保護 

（１）薬剤服用歴の記録、薬剤情報提供文書の内容を印字した用紙の裏面を印刷用紙として再利用して

いる例が認められた。保険調剤に係る調剤情報等の個人情報については、「個人情報の保護に関する

法令」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等の

規定を踏まえ、個人情報の取扱いに配慮すること。 

（２）被保険者証のコピーを保有することは、個人情報保護の観点から好ましくないので改めること。 

 

４ 指導への理解 

（１）指導の趣旨が理解されていない。（今回の指導を受ける直前に薬剤服用歴の記録の補正が行われて

いる。指導の目的は、適正な保険調剤を確保し、加えてその質を向上させることにあるところ、指

導を受けるに際し、薬剤服用歴の記録の補正を行うことは極めて不適切である。） 

（２）開設者は、今回の指導結果の内容を踏まえ、同様に開設者となっている他の保険薬局について状

況の把握を行い、業務内容等について必要な改善を行う等、保険調剤の質的向上及び一層の適正化

を図ること。 
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Ҭ薬剤師ձのಈ͖

Ԟ　भ　薬　剤　師　会

ձ　খࣉ　๛

　ຊͷԞभༀࢣࡎձͷ׆ಈͷ༷ࢠΛհͤ͞
͍ͯた͖ͩ·͢ɻ
ʲ૯ձʳ
　ฏ 28 ͷԞभༀࢣࡎձͷ׆ಈͷ։࢝ 6
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ͷܴ͑ํΛબΔޙ࠷ʑʹ։ൃ͞Εͯɺࣗͷ࣍
ͣͳͷʹɺͲ͜·ͰԆ໋ાஔΛडけͳけΕͳ
Βͳ͍ͷ͔Βͳ͘ͳ͍ͬͯΔɻਓ͍ਰ͑ͯ
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ͰߨԋΛ͠·͠たɻ
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Ϟσϧ地Ҭʹબ͞ΕたたΊɺ֓ۀࣄཁʹԊͬͯɺ
Ԟभ市ͷ地Ҭแׅࢧԉセンターͱ࿈͠ܞɺༀֶత
ཧʹͷ͋Δࡏऀױʹରͯ͠ɺༀ͕ࢣࡎอ
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தͰ͢ɻࢪΛ࣮ࢦͷༀֶཧɾༀऀױࡏ

　Ҏ上Ұ෦Ͱ͋Γ·͕͢ࠓͷԞभༀࢣࡎձ
ͷಈ͖Ͱ͠たɻ

 

３ 薬剤師数 

（１）処方せん受付枚数に比べて保険薬剤師数が少ないので改めること。 

 

４ 一部負担金の取扱い 

（１）一部負担金について、次の不適切な例が認められたので改めること。 

① 一部負担金の徴収に誤りが認められたので、日計表及び未収金管理簿にて適切に管理すること。 

② 薬剤交付前に領収証、明細書を作成し、一部負担金の計算を処方せん受付時に行っている。自

動的な算定となるおそれがあるので改めること。 

③ 一部負担金を調剤の都度徴収せず、数ヶ月分まとめて徴収している。 

（２）領収証について「点数表の各節単位で金額の内訳の分かるもの」として示されている標準様式の

項目と相違しているので改めること。 

 

５ 保険薬局の独立性 

（１）保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第２条の３における「特定の保険薬局への誘導の代償とし

て、金品その他の財産上の利益の供与」について、誤解されかねない例が認められたので改めるこ

と。 

 

Ⅴ その他 

１ 保険請求に当たっての請求内容の確認 

（１）保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めていないので改める

こと。 

（２）保険薬剤師による処方せん、調剤録、調剤報酬明細書の突合・確認が行われていないので改める

こと。 

（３） 審査支払機関からの返戻・増減点の連絡書は、薬局内において十分に確認し、その内容を共有し、

次月以降の調剤報酬請求に反映させること。 

 

２ 関係法令の理解 

（１）健康保険法を始めとする社会保険各法並びに薬剤師法、医薬品医療機器等法等関係法令等の理解

が不足しているので、法令に関する理解により一層努めること。 

 

３ 個人情報保護 

（１）薬剤服用歴の記録、薬剤情報提供文書の内容を印字した用紙の裏面を印刷用紙として再利用して

いる例が認められた。保険調剤に係る調剤情報等の個人情報については、「個人情報の保護に関する

法令」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等の

規定を踏まえ、個人情報の取扱いに配慮すること。 

（２）被保険者証のコピーを保有することは、個人情報保護の観点から好ましくないので改めること。 

 

４ 指導への理解 

（１）指導の趣旨が理解されていない。（今回の指導を受ける直前に薬剤服用歴の記録の補正が行われて

いる。指導の目的は、適正な保険調剤を確保し、加えてその質を向上させることにあるところ、指

導を受けるに際し、薬剤服用歴の記録の補正を行うことは極めて不適切である。） 

（２）開設者は、今回の指導結果の内容を踏まえ、同様に開設者となっている他の保険薬局について状

況の把握を行い、業務内容等について必要な改善を行う等、保険調剤の質的向上及び一層の適正化

を図ること。 
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　ฏ 28  11 ݄ 25 （ۚ）ʹ盛岡地Ҭަ流セ
ンター（ϚϦΦε）Ͱࠪݕセンターओ࠵ʮ第 6ճ　
ਫಓਫ࣭ཧ୲ऀݚमձʯ͕։͞࠵Ε·͠たɻ
　͜ͷݚमձɺਫಓ (-1（ਫಓਫ࣭ࠪݕ༏ྑ
ಈͷҰͱͯ͠市町ଜ׆（ؔػࠪݕॴೝఆݧࢼ
ઐ༻ਫಓࢪઃͷਫ࣭ཧ୲ऀΛରʹ࠷৽ͷ
ਫಓߦਫ࣭ཧͷదͳํ๏ͳͲͷใΛఏ
Δ͜ͱΛతͱͯ͠ฏ͢ڙ 23 ͔Βຖͬߦ
͍ͯΔͷͰɺްੜ࿑ಇল͔Β༏ΕたऔΓみ
ͱͷධՁΛ͍た͍͍ͩͯ·͢ɻࠓͷࢀՃऀ
32 ໊Ͱɺ岩手県ڥੜ׆෦　県ຽ͘Β͠ͷ҆શ
՝　ࠤʑ　߶ओͱࠪݕセンター　ౢ　߂Ұ࣍
ͷ 2໊Λࢣߨͱͯ͠։͠࠵·͠たɻ
ԋͰɺʮਫಓਫ࣭ʹؔ͢Δ๏ߨʑओͷࠤ　
ྩʹ͍ͭͯʯͱͯ͠ਫಓ๏ͷ๏ମܥۙ࠷ͷ
ಈΛަ͑ͯৄ͘͠ड़ΒΕ·͠たɻͦͷதͰɺ
ਫ࣭ج४ᶃපݪੜʹԚછ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱɻ
ᶄγΞンɺਫۜͷΑ͏ͳ༗࣭ॏۚଐؚ͕·
Εͳ͍ए͘͠ڐ༰ྔΛؚ͑ͯ·ͳ͍͜ͱɻᶅ
ਫಓਫ͕ແ৭ಁ໌ɾແຯແषͰ͋ͬͯҟৗͳੑࢎ
ຢΞϧΧϦੑΛఄ͠ͳ͍͜ͱͳͲɻ͜ΕΒɺ
ਫಓ๏第 4Ͱنఆ͞Ε͓ͯΓɺ۩ମతͳ߲
ɺԼਤͷʰਫ࣭ج४ʹؔ͢ΔলྩʱΛͬͯઆ
໌͍ͯ͠·͠たɻ

　·たɺฏ 24  5 ݄ʹ͋ͬたརࠜਫܥͰେ
४աਫ࣭جͳஅਫΛ͏ϗϧϜΞϧσώυن
Ҽ࣭ͷϔΩαϝνϨンςݪҢͱͯ͠ɺܦͷނࣄ
τϥϛンɺਫ࣭Ԛࢭ๏ʹͮ͘ج༗࣭
ࢦఆ࣭ʹ͍֘ͯ͠ͳ͔ͬた͕ɺ上流ͷ࢈
ਫ༺ڞΘͣެߦͳॲཧΛे͕ऀۀॲཧغഇۀ
Ҭʹ流͠た݁Ռɺড়ਫॲཧաఔͰϗϧϜΞϧσώ
υΛੜ͠たͱઆ໌͞Ε͍ͯ·͠たɻ
　ສ͕ҰɺਫಓʹࢧোΛٴ΅͢Α͏ͳ࣭͕ެڞ
༻ਫҬʹ流ೖ͠た߹ʹɺਝͳใୡͱର
Ԡ͕ඞཁͰ͋ΓɺରԠ手ॱͱͯ͠ɺᶃݪނࣄҼͷ
໌ڀҼݪʹٸͷ通ใɻᶄૣؔػঢ়Ѳͱؔݱ
Λ͍ߦɺඞཁʹԠͯ͡څਫఀࢭɻᶅ݈߁ඃͷڪ
Ε͕͋Δ߹ɺར༻ऀʹपɻᶆڅਫఀࢭͷ
߹ͷԠڅٸਫɺԠԉཁΛ͏ߦΑ͏ʹड़ΒΕͯ
͍·͠たɻ
　͞Βʹɺਫಓऀۀࣄਫಓཧʹ͍ٕͭͯज़໘
Ͱͷऀͱͯ͠ʮਫಓٕज़ཧऀʯͷஔٛ
ͱͦͷΛઆ໌͠たޙɺਫ࣭ܭࠪݕըͷࡦఆٴ
ͼ৴པੑͷ͍ߴਫ࣭͕֬ࠪݕอͰ͖Δదͳҕୗ
ΘΕΔΑ͏ʹ͢ΔたΊͷ۩ମྫΛࣔ͠ͳ͕Βߦ͕
આ໌͍ͯ͠た͖ͩɺޙࠓͷࠪݕセンターͷ׆ಈํ
ͷߟࢀʹ͍ͤͯ͞たͩけΔجௐߨԋͰ͠たɻ

（Ұࣾ）岩手県ༀࢣࡎձࠪݕセンター
ਫ࣭ੳ՝ओ　　ٱอా　༞ڷ�

ୈ�ճ　ਫಓਫ質理ݚम会の報告

ηϯλーのϖーδࠪݕ

ްੜ࿑ಇলਫಓ՝平成2�年શࠃਫಓ୲ऀ会ٞࢿྉΑΓ 岩手県ڥੜ׆෦�͘Β͠ͷ҆શ՝　ࠤʑ�߶ओͷߨԋͷ༷ࢠ
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　ଓ͍ͯౢ࣍ɺʮਫಓʹ͓けΔΫϦϓτεϙ
ϦδϜରࡦʹ͍ͭͯʯͱͯ͠ɺԘૉੑපݪ
ੜରࡦΛத৺ʹߨԋ͞Ε·͠たɻ
　ΫϦϓτεϙϦδϜɺਫಓͷফಟͷたΊʹ
ੜͰɺݪΛࣔ͢පੑ߅ʹࡎΔԘૉ͍ͯ͠༺
છ͠た߹ͷঢ়ͱͯ͠ɺԼཀྵɾൃɾ͓͏ײ
ుͳͲ͕ΒΕ͍ͯ·͢ɻજ෬ؒظɺ5ʙ 7 
Ͱಛޮༀ·ͩ։ൃ͞Ε͍ͯͳ͘Լཀྵͷঢ়
ʙ 2ɾ3 िؒ࣋ଓ͠ɺ1ճఔ͔Β 20 ճҎ
上ͷܹ͍͠ͷ·Ͱ͋Γ·͢ɻ

ΫϦϓτεϙϦδϜΦーγετͷߏ

�
ɺฏ͍͓ͯʹྫࣄછײ　 8ʹ࡛ۄ県ӽੜ町
Ͱॅຽ 14000 ਓͷ͏ͪ 8800 ਓ͕ूஂײછ͠たྫ
ͳͲҿ༻ਫ͕ؔ͠たྫࣄͷհ͕͋Γ·͠
たɻ岩手県Ͱɺऀױ͍ͷൃੜ͋Γ·ͤΜͰ
͠た͕ɺฏ 12 ʹฏઘ町ɺฏ 13 ʹזੴ市
ͰԘૉੑපݪੜͰ͋ΔδΞϧδΞ͕ਫಓਫͰ
Λհ͍ͯ͠·͠たɻྫࣄग़͞Εたݕ
ͱͯ͠ɺฏࡦͷରࠃ　 19  4 ݄ 1 ͔Βʮਫ
ಓʹ͓けΔΫϦϓτεϙϦδϜରࢦࡦʯΛ
ద༻ͯ͠ɺࢦඪࠪݕە（େٴەͼੑؾݏժ๔ە）
Λ࣮͠ࢪたޙɺԚછͷڪΕͷஅʹԠ͡たࢪઃ
උɾӡసࢹͱݪਫϨϕϧ૬ͷఆظਫ࣭ࠪݕΛ
࣮࣭తʹٛけ͍ͯ·͢ɻ
　ӡసཧɺΖաͱ紫֎ઢॲཧ͕͋ΓͦΕͧΕ
ཧ͕ඞཁͰ͢ɻ࣋ͳҡ͔ࡉ
手ॱ࡞๏ͷૢࠪݕΔ͍ͯͬߦセンターͰࠪݕ　
ɺࢼྉΛೱॖˠγϣු༡๏ʹΑΔˠޫܬ
છ৭๏Ͱછ৭ͯ͠ݦޫܬඍڸͰ֬ೝΛ͍ͯ͠·
͢ɻ
　·たɺΫϦϓτεϙϦδϜଐδΞϧδΞɺ
ଟ͘ͷಈ͕อ༗͓ͯ͠ΓɺγɾݘɾೣͳͲͰ
ͷײછঢ়͕گௐࠪ͞Ε͍ͯ·͢ɻγͰɺ17
ʙ 76ˋɺݘͰɺ10 ˋɺωίͰײ͍ߴછ

Λ༗͢Δ͜ͱͷઆ໌͕͋Γ·͠たɻ
ऴྃͯͬ͠ߦՃऀ͔Βͷ࣭ٙԠΛࢀɺʹޙ࠷　
·͠たɻͦͷதͰɺݪਫͷϦεΫϨϕϧઃఆͷߟ
͑ํͱͦͷ手ॱํ๏ͷΑ͏ͳൃ׆ͳ࣭͋Γ·
͠たɻ
�

ࢠԋͷ༷ߨͷ࣍ౢ

　ਫಓਫ͕ਫ࣭ج४ʹద߹͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ͢
ΔたΊͷਫ࣭ࠪݕɺधཁऀ͕ޱʹ͢Δਫͷ
҆શੑΛ֬ೝ͢Δ͜ͱΛతͱ͍ͯ͠·͢ɻͦͷ
ਫ࣭ࠪݕਖ਼͔֬ͭਫ਼͕͘ߴɺ·た͍ߴ৴པੑ
Ͱ͋Γ·ͤΜɻ·͏ݴΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱٻ͕
څڙセンターɺ҆શͳҿྉਫΛࠪݕɺޙࠓ　
͢ΔたΊʹ༷ʑͳใͷఏڙॴΛൃ৴͠ͳ͕
Β地ҬʹݙߩͰ͖Δ׆ಈΛଓけ͍͖ͯた͍ͱͬࢥ
͍ͯ·͢ɻ

�

ࢠमձͷ༷ݚ

هɿ�ఆٴظͼݸਓ͕ॴ༗͍ͯ͠Δҿ༻Ҫށͷਫ
ࠪݕਫ࣭ͷҟৗɾҟͳͲͷࠪݕ࣭
ͷͰ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ͢·͍ͯͬߦ



32


　
ใ

のۙ࠷

学ߍ薬剤師にͭいてᶄ
岩手県ༀࢣࡎձֶߍༀࢣࡎ෦ձ

෭෦ձ　ാᖒ　ণඒ

　લճʹҾ͖ଓֶ͖ߍༀࢣࡎͷ׆ಈʹ͍ͭͯղઆ
͍た͠·͢ɻ
　୲ֶߍༀࢣࡎ（Ԃༀࢣࡎ）͕ܾఆ͢Δͱɺڭ
ҭҕһձֶߍɺԂ͔Βҕঢ়（୲ߍͱҕ
ؒظͳͲ͕͞ࡌهΕ͍ͯ·͢）͕ ަ͞Ε·͢ɻ
ͦͷࡍɺֶ （ଞࣄอ݈ओ）་ڭޢຢԂͱཆߍ
͕৬ʹ๚͠ґཔ͞Ε·͕͢ɺۙ࠷༣ૹ
͞ΕΔ߹ଟ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔΑ͏Ͱ͢ɻ
　˞อ݈ओࣄͱɺߍͷಜΛडけɺֶߍʹ͓
けΔอ݈ʹؔ͢Δ߲ࣄͷཧʹ͋たΔ৬Ͱ͋Γɺ
་Λͬͯ͜Εʹॆͱڭޢ་ຢཆڭ་ɺڭಋࢦ
͞Ε͍ͯ·͢ɻ
　·ͣɺॳΊʹֶߍༀࢣࡎͱͯ͠ͷ׆ಈɺ
ॳΊʹֶߍग़͖ɺֶ （෭ߍ（Ԃ）෭ߍ
Ԃ）ɺཆڭޢ་ɺอ݈ओࣄͳͲؔऀʹ໘ձ͠ɺ
େͰ͢ɻ͕ࣄঢ়ΛѲ͢Δݱͷߍֶ
๏ʯ第ҰͳΒͼʹༀࢣࡎɺʮༀࢣࡎༀߍֶ　
ӴੜΛ͔ͭࣄༀ͕͘ࢣࡎ͋Δɺༀʹྖߝࢣࡎ
͞ͲΔ専門職としての立場からɺ๏ʹֶ͖ͮج
ͼҩༀɺಟٴվળ࣋ͷҡڥけΔదͳ͓ʹߍ
ɺܶฒͼʹอ݈ཧʹඞཁͳ༻۩ٴͼࡐྉͷ
ཧʹؔ͠ඞཁͳࢦಋٴͼॿݴΛ͏ߦたΊઃけ
ΒΕた੍Ͱ͋Γɺࣇಐੜెͷ৺ͷ݈߁ͷҡ
ͱ͞͏ߦಈΛ׆ӴੜڥߍਐΛਤΔたΊֶ૿࣋
Εɺඇৗʹॏཁͳ割Λ୲͍ͬͯΔ༁Ͱ͔͢Βɺ
ɺεーπຢͦΕʹ४ͣΔࡍΛ๚͢Δߍֶ
͕ඞཁͱ͑ߟ·͢ɻ
　手ͳγϟπͳͲϥϑͳͰͷ๚͑߇Δ
Α͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻֶڥߍӴੜࠪݕༀཚ༻
ࣨڭࢭͳͲΛ͏ߦ߹നҥΛண༻（রࠪݕ
ͷ߹ࣹΛͯ͑ߟനҥண༻͠ͳ͍）ɻֶߍ
നҥͷ࣌͏ߦӴੜཧͳͲΛݕ৯ઃඋͷڅ
΄͔ʹ͕ࢠඞཁʹͳΔ߹͕͋Γ·͢ɻ
　·たɺֶߍͰॳΊʹؒͷֶߍอ݈ܭը
Λ࡞͠·͢ͷͰɺͳΔ͘ૣ͍ߍֶʹظ࣌ߦ
͖ɺཆڭޢ་อ݈ओࣄͱֶڥߍӴੜࠪݕͷ࣌
อ݈ҕһձɺༀཚߍϓーϧӡӦҕһձɺֶظ
༻ࣨڭࢭɺڅ৯ؔ࿈ࠪݕͳͲɺؒܭըͷ࡞
Ճ͠·͢ɻࢀʹ

ʲ۩ମత৬ʳ
ᶃࠪݕ�ɿҿྉਫɾϓーϧਫɾরΛ࢝Ίͱ͢Δ
ɻࠪݕӴੜڥͷߍֶ
ᶄ�ༀؔࣄ࿈ɿༀࣄӴੜʹࠪݕͮ͘جݕɻܶɾ
ҾՐੑΨεϘンϕͷஔऔΓѻ͍ͷࢦಋɻ
ᶅ�̓ શݕɿ༗ͦࠛɾࢪઃඋͷࠪݕ
ɻϋΤɾμχɾγϥϛɾգɾ๘ͷӴੜݕ
ͷഉআͱซͤɺ࠭ɺચ͍ɾ手ચ͍ɾਫ
ಓऄޱɾΫΪֶߍઃඋͷݕͱࢦಋɻ
ᶆࢦಋɿ͍ͮجʹࠪݕた߲ࣄղઆͱࢦಋɻ
ᶇ�ༀؔࣄ࿈（ༀؔ࿈ࢦಋ）ɿΞϧίーϧɾ٤Ԏɺ
ҧ๏ༀɺҰൠ༻ҩྍ༻ༀͷਖ਼͍͠༻๏
ͱͦΕΒʹؔ͢Δൃܒɻεϙーπͱༀͱͷؔ
ɻ
ᶈࣂ�ҭؔɿ（ࣂҭಈ২ͱӴੜཧ）ɿಈʹ͋ͬ
ͯഉᔔەࡉɾΟϧεͷؔɻ২ʹ
͋ͬͯམ༿ɾরɾࢬͷిిؾͷઢ
ʹର͢ΔɻͷӨڹɻ
ᶉ�৯҆શɿڅ৯ؔ࿈ࠪݕ৯ͷ҆શʹؔ͢Δࣄ
߲ɻ
ᶊ�ֶ ࡞ըΛܭอ݈ߍอ݈ɿॳʹؒͷֶߍ
͠ɺͦΕʹۀࣄ͖ͮجΛ࣮͢ࢪΔɻʹ
ͬߦたۀࣄΛධՁ͠ɺ࣍ۀࣄʹөͤ͞
Δɻ͠た͕ͬͯɺֶߍอ݈ձʹॏཁͳߏһ
ͷҰਓͱͯ͠ग़੮͠ɺઐతཱͰܭըɾධՁ
Ճ͠ͳけΕͳΒͳ͍ɻࢀʹ
ᶋͦͷଞɿ҆શʹؔ͢Δۀࣄɻ

ʬ͓ͼʭ
　લճͷࡌهΛԼهͷΑ͏ʹగਖ਼͍ͤͯ͞た͖ͩ
·͢ɻ
　�˓ ༀہɾళฮൢചۀͷཧༀࢣࡎͷ݉（ֶߍ
ༀࢣࡎ）ʹ͍ͭͯɺ岩手県ͰೝΊΒΕ͍ͯ·
͢ɻ
　ৄ͘͠岩手県市町ଜͷༀߦʹ֬ೝ͕ඞ
ཁͰ͢ɻ
（ʮୠ͠ج४ௐࡎՃ͕ࢉద༻͞ΕΔอݥༀہͷཧ
ༀࢣࡎ݉Ͱ͖·ͤΜɻʯΛআ͍た͠·͢ɻ）
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質問に答えて

Ｑ. フレイルって何？
͡Ίʹ
　ۙɺগྸߴࢠԽʹ͍ɺཁհޢঢ়ଶʹ͋Δߴ
ྸऀͷ૿Ճ͕ͱͳ͍ͬͯΔɻޙࠓɺਓ૿ޱՃ
ͷଟ͘（Ҏ上ࡀ75）ऀྸߴظޙΕΔ·ࠐݟ͕
�'SBJMUZ�ͱ͍͏தؒతͳஈ֊Λͯܦɺঃʑʹཁհ
ΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ͳ͕Β͑͜ߟঢ়ଶʹؕΔͱޢ
ͷ'SBJMUZͷ֓೦ଟ͘ͷҩྍɾհޢઐ৬ʹΑΓ
΄ͱΜͲೝ͞Ε͓ͯΒͣɺհޢ༧ͷେ͖ͳো
นͰ͋ΓɺྟচݱͰͷదͳରԠΛܽ͘ݱঢ়ͱ
ͳ͍ͬͯΔɻҩֶͷͰ'SBJMUZපଶੜ
ཧͷみͳΒͣɺஅ͔Βհޢ༧ʹ͓けΔ؍Ͱ
ͦͷॏཁੑ͕͞Ε͍ͯΔɻ͜Ε·Ͱ'SBJMUZ
ͷຊޠ༁ͱͯ͠ʮڏऑʯ͕ΘΕ͍ͯた͕ɺ
ຊҩֶձΛத৺ͱ͠たϫーΩンάάϧーϓʹ
ΑΓʮϑϨΠϧʯΛ༻͢Δ߹ҙΛಘた1）ɻ͜͜
ͰɺϑϨΠϧʹ͍ͭͯͷ֓೦ͱྟচʹ͓けΔ
அͷҙٛʹ͍ͭͯհ͢Δɻ

˓ϑϧΠϧͷ֓೦
　ϑϨΠϧͱɺՃྸʹ͏༷ʑͳػมԽ༧
උྗԼʹΑͬͯ֎తετϨεʹର͢Δ੬ऑੑ
͕૿Ճ͠たঢ়ଶͱఆٛ͞ΕΔ（ਤ̍ð2）ɻ֎తε

τϨεͱɺܰͷײછނࣄɺ手ज़ͳͲʹΑ
Δ৵ऻͰ͋Δɻ͜ΕΒͷ֎తετϨεʹ͞Β͞Ε
た߹ɺϑϨΠϧऀྸߴͤΜໝɺ᧘ᚃͳͲͷ߹
ซ͕͘ߴͳΔɻ·たɺ࠶ೖӃͷϦεΫ͘ߴɺ
ཁհޢঢ়ଶʹؕΔϦεΫ͕͘ߴͳΔɻ·たɺϑϨ
ΠϧऀྸߴͰৗੜػ׆োɺࢪઃೖॴɺస
ɺೖӃΛ͡Ίͱ͢Δ݈߁োΛೝΊ͘͢ࢮ
割߹͘ߴͳΔ͜ͱ͕ΒΕ͓ͯΓɺϑϨΠϧ
ɺऀྸߴͷੜ໋ɾػ༧ޙͷਪఆͳΒͼʹแׅ
తऀྸߴҩྍΛ͑͏͏ߦͰॏཁͳ֓೦Ͱ͋Δɻ

˓ϑϨΠϧͷஅ
　ҩྍݱʹ͓͍ͯϑϨΠϧΛධՁ͠ɺదͳհ
ೖΛ͓͜ͳ͏͜ͱ͕ॏཁͱͳΔɻ͜Ε·Ͱͷڀݚ
͔ΒϑϨΠϧͷࢦඪʹ͍ͭͯ͞·͟·ͳई

ධՁํ๏͕ఏএ͞Ε͍ͯΔ͕ɺҠಈྗɺྗےɺ
ೝػɺӫཆঢ়ଶɺόϥンεྗɺྗٱ࣋ɺ
ମ׆ಈੑɺࣾձੑͳͲͷߏཁૉʹ͍ͭͯෳ߲
ΛซͤͯධՁ͢Δ߹͕ଟ͍ɻ'SJFEΒɺମ
ॏݮগ（̍ؒʹ4�5LHҎ上）ɺқർ࿑ײɺྗے
Լ（ѲྗʹΑΔධՁ͕Ұൠత）ɺาߦɺମ
ಈੑԼͷ͏߲ͪ̏Ҏ上֘͠た߹ΛϑϨ׆
Πϧɺ̍ʙ߲̎ʹ֘͠た߹ΛϓϨϑϨΠϧ
ͱఆٛ͠た3）ɻ͜ͷใࠂʹΑΔͱϑϨΠϧͱఆ
͞ΕたਓͦͷޙͷͰࢮ͕༗ҙʹ૿Ճ͠
͍ͯΔ（̑ੜଘ70ˋ）ɻຊʹ͓͍ͯ
ϑϨΠϧͷ࣮ଶΛѲ͢ΔたΊɺ65ࡀҎ上ͷྸߴ
ऀΛରͱ͠たௐ͕ࠪߦΘΕ͓ͯΓ4）ɺϑϨΠϧ
ͷߏཁૉͱ͞Ε͍ͯΔ߲̑ͷ֤ج४ʹ͍ͭ
ͯɺମॏݮগͷʮ͜ͷ̎ؒͰମॏ͕̑LHҎ上
ͷʮࣗײগ͠た͔ʯʹʮ͍ʯͱճɺқർ࿑ݮ
͕ྗ׆ຬͪ͋;Ε͍ͯΔͱ͡ײΔ͔ʯʹʮ͍
͍͑ʯͱճɺମ׆ಈԼͷʮ͍ܰӡಈɾମૢʯ
͓Αͼʮఆظతͳӡಈɾεϙーπʯʹ ʮ͍ͯ͠ͳ͍ʯ
ͱճɺาߦԼஉঁͱ1�0̼�TFDະຬɺ
ѲྗԼஉੑ26LHະຬɺঁੑ17LHະຬͱͯ͠
͍Δɻ͜ΕΒͷ߲ͷ̏ͭҎ上ʹ֘͢ΔͷΛ
ϑϨΠϧͱ͠た߹ɺ11�3ˋ͕֘͠たɻ͜ͷ݁
ՌɺཁհޢೝఆΛडけ͓ͯΒͣɺਆױ࣬ܦೝ
ػোΛ࣋たͳ͍ऀྸߴʹ͓͍ͯɺ10ˋ
͕ϑϨΠϧͷঢ়ଶͰ͋ͬた͜ͱ͔Βɺऀྸߴʹ
ཁհޢঢ়ଶͷ༧Λతͱ͠たମ׆ಈͷ上͕
ඞཁͱ͑ߟΒΕΔɻ
　ϑϨΠϧͷධՁʹɺମతଆ໘ͷみͳΒͣɺ
ਫ਼ਆɾ৺ཧతɺࣾձతଆ໘ʹର͢ΔධՁؚΉࢦ
ඪ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯΔɻຊͰ2006ΑΓجຊ
νΣοΫϦετ（ද̍）Λ༻͍たհޢ༧͕ߦΘ
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Ε͍ͯΔɻجຊνΣοΫϦετɺհޢอݥͷೝ
ఆΛडけ͍ͯͳ͍ऀྸߴΛରͱͯ͠ɺཁհޢʹ
ؕΔϦεΫͷऀྸߴ͍ߴΛεΫϦーχンά͢Δた
ΊͷํུͰ͋Γɺࣗهݾೖࣜͷ૯߹ػධՁͱ͍
͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ̍ʙ̏手ஈత"%-ɺ̐ɼ̑ 
ࣾձత"%-ɺ̒ʙ10ӡಈɾసɺ11ɼ12ӫཆɺ
13ʙ15ػߢޱɺ16ɼ17ด͜͡Γɺ18ʙ20
ೝɺ21ʙ25͏ͭʹؔ͢Δ࣭߲ࣄͰ͋Δɻ
Ұఆͷج४Λ͑た߹ɺʮ二࣍༧ۀࣄରऀʯ
ͱఆ͞Εɺ֤地ҬแׅࢧԉセンターͰհޢ༧
ϓϩάϥϜ͕࣮͞ࢪΕΔɻ͜ͷجຊνΣοΫϦε
τΛ༻͍た4BUBLFΒͷใࠂͱͯ͠ɺ25߲த̔
Ҏ上ͷͷ༗ҙʹ৽نհޢೝఆࢮͷϦεΫ
ͳΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ5）ɻ͘ߴ͕

˓ϑϨΠϧͱαϧίϖχΞ
　ϑϨΠϧ͕ମతଆ໘ͳΒͣɺਫ਼ਆ৺ཧతɺࣾ
ձతଆ໘ΛؚΉ֓೦Ͱ͋Δͷʹର͠ɺαϧίϖχ
ΞՃྸʹ͏ྔے֨ࠎͷݮগΛҙຯ͢Δɻαϧ
ίϖχΞମతϑϨΠϧͷݪҼͱͯ͠ͷؔ༩͕
͞Ε͍ͯΔɻαϧίϖχΞࢮͷみͳΒͣɺ
"%-ԼɺసɺೖӃͳͲͷϦεΫͱؔ͢Δɻ
αϧίϖχΞʮྔےͱྗےͷਐ͔ͭੑߦશੑ
ͷݮগʹಛけΒΕΔީ܈Ͱɺମػোɺ
20-ԼɺࢮͷϦεΫΛ͏ͷʯͱఆٛ͞Εɺ
Լ（Ѳྗɿஉੑ30LHະຬɺঁྗےԼɺྔے
ੑ20LHະຬ）ɺମػԼ（าߦɿ0�8̼�
TFDҎԼ）͔ Βߏ͞ΕΔྟচతͳஅ手 （ॱਤ̎）
͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ6）ɻαϧίϖχΞʹର͢Δհೖํ
๏ͱͯ͠৯ྍࣄ๏ͱӡಈྍ๏͕͋͛ΒΕΔɻ৯
タンύΫߴϏタϛン%ͷิॆ͓Αͼͯؔ͠ʹࣄ
͕ਪ͞ΕΔɻऀྸߴͷ߹ɺࣃՊతͳຯ
֮ͷʹΑΓ通ৗͷ৯ࣄͰෆेͳέーε
͋ΔɻͦͷΑ͏ͳέーεͰӫཆิॿ৯ͷ׆༻
ݕ౼͖͢Ͱ͋Δɻӡಈʹؔͯ͠༗ࢎૉӡಈ
Ϩδεタンεӡಈےྔ૿ՃʹޮՌ͕͋Δͱ
͞ΕΔɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺϨδεタンεӡಈےർ
࿑ΛたΒ͢たΊɺऀྸߴʹ͓͍ͯि̎ʙ̏ճ
ఔ͕·͍͠ɻ

˓ϑϨΠϧͷ༧ͷたΊʹ
ୀ͢ΔݮҼʹΑͬͯ৯ཉ͕ݪͰछʑͷऀྸߴ　
͜ͱ͔ΒɺेͳタンύΫ࣭ɺϏタϛンɺϛωϥ
ϧͷઁऔʹΑΓനΤωϧΪーँͷվળΛ
͔Δ৯ྍࣄ๏ɺͦͯ͠ೝػΛఆظతʹνΣο
Ϋ͢ΔͱͱʹɺΥーΩンάɺόϥンε܇࿅ͳ
Ͳنଇతͳӡಈश׳ͷ࣮ફ͕ॏཁͱͳΔɻ·たɺ
ΠンϑϧΤンβɺଳঢ়᙮ɺഏԌەٿͳͲͷϫ
ΫνンʹΑΔ໔ӸػͷڧԽɺͦͯ͠ɺػతʹ
ΘΕΔετϨεͷଟ͍手ज़Λ༧ଌͯ͠ීஈ͔Βߦ
ӫཆΛઁΓɺମྗΛͭけ͓ͯ͘Α͏৺ֻけΔඞཁ
͕͋Δɻ

͓ΘΓʹ
　ϑϨΠϧͷ֓೦ະͩೝ͕͘ɺదͰඞ
ཁͳհೖ͕ߦΘΕ͍ͯͳ͍ͷ͕ݱঢ়Ͱ͋ΔɻϑϨ
ΠϧՃྸʹՃ͑ɺ༷ʑͳཁҼʹΑΓൃ͢Δた
Ίɺӫཆཧɺӡಈػɺຫੑ࣬ױͷཧɺೝ
ԼΛؚΉਫ਼ਆ৺ཧͷରԠɺଟ໘తͳհػ
ೖͷඞཁ͕͋ΔɻҰൠతʹऀྸߴͷڏऑঢ়ଶΛՃ
ྸʹͬͯෆՄٯతʹ͍ਰ͑たঢ়ଶͱཧղ͞Ε
Δ͜ͱଟ͍͕ɺϑϨΠϧͷ֓೦ʹɺ͔͠Δ
͖հೖʹΑΓ࠶ͼ݈߁ͳঢ়ଶʹΔͱ͍͏Մੑٯ
ؚ͕·ΕΔɻͦͷたΊɺऀྸߴͷ݈૿߁ਐΛ͑ߟ
Δ͏͑ͰϑϨΠϧͯ͢ͷҩྍઐ৬͕ཧղ͢
͖֓೦Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ

盛岡ेࣈපӃ　୮　ګଠ

ʬҾ༻จݙʭ
1）Ұൠࣾஂ๏ਓຊҩֶձ　ϑϨΠϧʹؔ͢Δ
ຊҩֶձ͔Βͷεςーτϝンτ�ฏ265݄
�ঢ়ݱけΔ͓ʹࠃҪलଇ�ϑϨΠϧͷఆٛͱΘ͕ߥ（2
݂ѹ�WPM�23�OP�4�2016�255-258
3）'SJFE�-1��FU�BM��'SBJMJUZ�JO�PMEFS�BEVMUT��FWJEFODF�
GPS�B�QIFOPUZQF��+(FSPOUPM�"�#JPM�4DJ�.FE�4DJ��56（3）�
2001�.146-156
4）4IJNBEB�)��FU�BM��$PNCJOFE�QSFWBMFODF�PG�GSBJMUZ�
BOE�NJE� DPHOJUJWF� JNQBJSNFOU� JO� B�QPQVMBUJPO� PG�
FSEFSMZ�+BQBOFTF�QFPQMF��+�"N�.FE�%JS�"TTPD��14（7）�
2013518-524
5）4BUBLF�4��FU�BM��7BMJEJUZ�PG�UIF�,JIPO�$IFDLMJTU�GPS�
BTTFTTJOH�GSBJMUZ�TUBUVT��(FSJBUS�(FSPOUPM�*OU��2015��JO�
QSFTT
ͷαϧίϖχΞʹؔ͢ΔԤभϫーΩンάάऀྸߴ（6
ϧーϓɿαϧίϖχΞɿఆٛͱஅʹؔ͢ΔԤभؔ
࿈ֶձͷίンセンαε��ްੜ࿑ಇՊֶิڀݚॿۚߴ�
ྸऀʹ͓けΔՃྸੑےݮऑݱ（αϧίϖχΞ）
ʹؔ͢Δ༧ରཱ֬ࡦͷたΊͷแׅతڀݚ൝༁��
ຊҩֶձ�2012ࢽࡶ�49��788-805
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հ࠲ߨ手ҩՊେֶ薬ֶ෦ؠ

　͜ͷɺ岩手県ༀࢣࡎձࢽʮΠーϋτーϒʯ
ʹ࠲ߨͷհࣄهΛॻ͔͍ͤͯたͩ͘ػձΛ༩
͍͑ͯた͖ͩɺ৺ΑΓँײਃ͠上͛·͢ɻ
　༗ػ߹Խֶ࠲ߨฏ 19 ͷༀֶ෦։ઃ
ޙतͷിதູઌੜͷڭ͠·͠たɻॳൃʹ࣌
ͱͯ͠ɺฏ 26  4 ݄ɺ͕ࢲ第二ڭतΛഈ໋͠ɺ
௰ݪॿ͓ڭΑͼҴ֞ॿڭɺฏ 28  4 ݄
ʹాଜཧ।ڭतΛ৽たʹܴ͑ɺ৽ੜɾ༗ػ߹
Խֶ࠲ߨͱͯ͠ધग़Λ͠たͱ͜ΖͰ͢ɻ
　࠲ߨͰओʹ༗ػԽֶʹؔ͢ΔٛߨΛ୲͠
͍ͯ·͢ɻ༗ػԽֶɺݱͷༀֶੜ（͔ͭͯༀ
ֶੜͩͬたༀࢣࡎͷօ༷ʁ）ʹͱͬͯۤ手Պ
ͷҰͭʹ͋͛ΒΕ·͢ɻ༗ػԽֶༀֶͷͱ
ͳͬたֶͰɺͦͷجຊݪཧҩༀͷԽֶతੑ
࣭ΛΓɺੜମͰͷػൃݱΛࢠϨϕϧͰཧ
ղ͢Δ上ͰෆՄܽͰ͢ɻੜ໋Պֶͷٸͳൃలʹ
Αͬͯੜମػ͕໌Β͔ͱͳΓɺҩༀͷ࡞༻ൃ
ཧ͍ͯͮجʹ༺࡞ޓͷ૬ࢠػͱ༗ࢠੜମݱ
ղ͞ΕΔΑ͏ʹͳΓ·͠たɻ͢ͳΘͪɺༀֶ෦Ͱ
ҩༀΛཧղ͢ΔたΊʹԽֶͷଞɺੜମػ
ੜ໋Պֶ·Ͱ৭ʑͳֶΛཧղ͢Δඞཁ͕͋Γ·
͢ɻ͔ͭͯɺԽֶɺੜɺҩֶͲͷֶ
ͦΕͧΕͷֶ͕ಠཱʹൃల͖ͯ͠·͠た
͕ɺࡏݱͰɺԽֶͱੜֶ͕༥߹͠たʮԽֶੜ
ֶ（έϛΧϧόΠΦϩδー）ʯɺԽֶͱҨ
ֶ͕༥߹͠たʮԽֶҨ （ֶέϛΧϧήϊϛΫε）ʯ
ͱ͍ͬたΛ͑ͯ༥߹͠たֶྖҬ͕࣌ͷ
ઌͰ͢ɻ͜࠷ ͷை流͞ΒʹՃ͢ΔͱࢥΘΕɺ
ɺԽֶͱҩྍ࣮͕༥߹͠たʮέϛΧϧϝޙࠓ
σΟγンʯͱ͍͏৽͍͠༥߹ྖҬͱ͍͕ͯͬ
͘͜ͱ͕ظʹط͞Ε͍ͯ·͢ɻҩྍֶܥ෦ͷத
Ͱ༗ػԽֶΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷༀֶ෦ͷみͰ
͢ɻ͢ͳΘͪɺҩྍैऀࣄͷதͰ།Ұɺʮ༗ػԽ
ֶΛֶͿʹԽֶߏࣜΛಡΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯༀࡎ
έϛΧϧϝσΟγンͷத֩తͳ割Λ୲͕ࢣ
͏ͱ͑ߟΒΕɺༀࢣࡎͷ׆༂ͷ͕ΑΓҰ͕
ΔͱࢥΘΕ·͢ɻͦͷΑ͏ͳͰޙࠓ׆༂͢Δ
たΊʹɺҩྍ࣮ͩけͰͳ͘༗ػԽֶ͔ͬ͠Γ
ͱֶΜͰ΄͍͠ͱ͍ͯͬئ·͕͢ɺઌ΄Ͳड़
たΑ͏ʹɺଟ͘ͷༀֶੜ͕༗ػԽֶʹରͯۤ͠手
ҙࣝΛ͍ͯͬ࣋·͢ɻ͔͠͠ɺʮۤ手͕ͩɺ༗ػ
Խֶ͖ͩʯͱ͍ͬͯ͘ΕΔֶੜগͳ͔Βͣ
͍·͢ɻʮ͖ͦ͜ͷ上手ͳΕʯͱ͍͏͜ͱ
Θ͕͋͟Γ·͢ɻ·ͣ༗ػԽֶΛ͖ͩͱͬࢥ
ͯΒ͑Δֶੜ͕૿͑ΔΑ͏ɺັྗ͋Δڭҭͷ࣮

ફʹΊ͍ͯ·͢ɻ
　ༀֶ෦Ͱ 4͔࣍Βֶੜ͕࠲ߨʹଐ͞Ε·
͕͢ɺ͕͜͜ࢲ࣮͍ͯ͠ײΔ͜ͱɺ࠲ߨ
ଐ 5ֶ࣍ੜͷͿΓͰ͢ɻಛʹɺઌੜํʹ
େม͓ੈʹͳ͍ͬͯΔ࣮࣮श࣮ࢪલɾޙͰͷ
ֶੜͷͿΓʹΛݟுΔͷ͕͋Γ·͢ɻ
࣮࣮शͷ֤͕ظऴΘΔͱ࣮शใࠂձΛ࠲ߨͰ
Λଅͯ͜͠ݴɺͪ͜Β͕͍͘Βൃ͕͢·͠ࢪ࣮
Ε·Ͱൃ͠ݴͳ͔ͬたֶੜ͕͜ͷใࠂձͰɺࣗ
ͷֶΜͰ͖た࣮श༰Λ上手ʹઆ໌͠たΓɺଞ
ͷ࣮शઌͰֶΜֶͩੜੵۃతʹ࣭͠たΓ͢Δ
Α͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻࢲʹͱֶͬͯੜ͕ͱͯཔ
͑͘͠ݟΔؒ࣌Ͱ͢ɻ͜ͷΑ͏ͳΛֶੜ͕
͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷɺઌੜํ͕࣮शੜΛༀࡎ
ࣀಋ͍ͯ͠た͍͍ͩͯΔࢦͷཛͱͯ͠Թ͔͘͝ࢣ
Ͱ͋Δͱ͍ࢥ·͢ɻ৺ΑΓँײਃ͠上͛·͢ɻ
ֶੜͷೖֶಈػʹؔ͢ΔΞンέーτ݁ՌΛͯݟ
ɺݱͰಇ͍͍ͯΔༀࢣࡎͷ࢟Λࣗͯݟༀ
େֶʹೖֶ͖ͯ͠たֶੜ͕େ͍ࢥͳΖ͏ͱʹࢣࡎ
෦ΛΊ·͢ɻ࣮࣮शɺ·͞ʹༀֶ෦ʹೖ
ֶ͠た͜ͱΛഽͰ࣮͢ײΔػձͰ͋Γɺָ͔ͬ͠
たͷͩͱਪ͞Ε·͢ɻʮ͖ͩʯɺʮָ͍͠ʯͱ
ಈྗʹͳΔݪࣗΒ͢͢ΜͰֶͿ上Ͱͷ֮ײ͏͍
ͱࣗࢲɺ࠶ೝ͍ࣝͯ͠·͢ɻ
　େֶͰ͜Ε·Ͱɺૅجˠ࣮ʹ͔ͬたڭҭ
ఆ͞ΕたվగϞσࡦʹΘΕ͖ͯ·͠たɻۙߦ͕
ϧίΞΧϦΩϡϥϜʹ͋ΔΑ͏ʹɺޙࠓΞ
τΧϜΛϕーεͱ͠たڭҭɺ࣮ˠૅجʹΛ
けたڭҭͷ࣮ફ͕ඞཁͰ͢ɻ͜ͷڭҭΛ࣮ફ͢Δ
たΊɺͻ͍ͯɺ地Ҭʹࠜࣾ͟͠ձʹݙߩͰ͖Δ
εタο࠲ߨΛҭ͢ΔたΊʹɺզʑࢣࡎༀੈ࣍
ϑ࣮ͷݱͰ׆༂͞Ε͍ͯΔༀࢣࡎͷઌੜํ
ͱີʹ࿈ܞΛऔΓ߹͍͖ͬͯた͍ͱ͓ͯ͑ߟΓ
·͢ͷͰɺޙࠓͱͲ͏͔ΑΖ͓͍͘͠ئਃ͠上
͛·͢ɻ

υονϘーϧେձ༏উ߅ର࠲ߨ

岩手ҩՊେֶༀֶ෦༗ػ߹Խֶ࠲ߨ
Տ　Ұ

༗ػ߹成Խ学講座
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リレーエッセイ

「仰げば尊し」
上ༀࢣࡎձ　　ᴡ౻　໌

次回は奥州薬剤師会の 千田　洋光 先生にお願いしました。

ʮେ٢ʯ
　લ߸ͷ༝ඒͪΌΜɺੌա͗Δɻʠͦͷ͝·ʡͷٴɺྗ؍Ұ流ͱ͍͏͔Ԟ͕ਂ͘Χ
ϫΠΠɻ൴ঁͷૉإ·ΔͰΫϥーΫɾέンτ͕ϝΨωΛͣ͠ม͢ΔεーύーϚンͰ͋Δɻ
ʠඒਓʡͳͷͰ͋Δɻ͜ͷΪϟοϓ͕໘ന͍ɻΩϟϥʹօ͞Μ࿀ಌΕΔɻৄࡉલ߸Λŋŋŋɻ
　ͯ͞ɺࡢͷॳܮຊҰਓؾͷژɺ෬ݟҴՙେࣾ࠺ͱग़͔けたɻʮࠓҰ݈߁Ͱ
աͤ͝·͢Α͏ʹʯͱ͓فΓͯ͠ɺఆ൪ͷʠ͓み͘͡ʡΛҾ͍たɻ࠺ʠେ٢ʡ͕たΓେ
ʰ͏Μɺͬͱ͍͍ͷͩΑࢲͼɻͦͯ͠ʮ͋ͳたԿΛҾ͍たͷʁʯͱฉ͍͖ͯたɻت ɻɦ
ʡͳͷʁʯhڟʮΤοɾɾɾʁʯʮʠ࠺ ͍͍ʱ࠺ʮԿΑʂʯh Τϔϔɺʠେେ٢ʡͩΑ ʮɦ
ιοʂʯɻਓੜॳΊͯʠେେ٢ʡΛҾ͍たɻԑىͷ͍͍ͷ࢝·ΓͩɻͦΕ͔Βɺࢦ͕ࢲ
ಋ͍ͯ͠Δ県ཱ上ᠳ南ߍߴϚンυϦンΫϥϒ͕県ͷίンΫーϧͰ20ͿΓʹ༏উ͠たͷͰɺ
ʮʯʠïδϡϐター）ʡۂౡðग़͖ͯ͠たɻϗϧετͷïࡇ૯߹จԽߍߴࠃ݄̔શࡢ
Λԋ͠ɺ৹ࠪҕһௌऺ͔ΒධΛಘたɻͦͷɺਓؾͷʠౡ͓みম͖ଜʡߍߴੜ
たͪͱʠଧͪ上͛ʡʹͬߦたɻͦ͜ʹた·た·ʠ͓み͘͡ʡ͕ച͍ͬͯたͷͰങͬたɻͯ͞ʁ
ͦͷҾ͍たʠ͓み͘͡ʡͷ༰ɾɾɾʁͳΜͱʠେେେ٢ʡͰͳ͍͔ɻ͔͠͠ɺ༨ӆʹ
ਁΔؒͳ͘Ұॹʹʠ͓み͘͡ʡΛҾ͍たᠳ南ߍߴੜͷീॏֽ͘Μ͕ʠ͠たΓإʡͰʮᴡ౻
ઌੜɺͷʠ͓み͘͡ʡͬͱੌ͍Αʯɻh Τοʁ ʮɦδϟーンɻͳɾͳɾͳΜͱʠେ٢ʡʯ
ಈҰॠͰ੧Ίͯ͠·ͬたɻ上ʹ上͕͋Δͷͩɾɾɾɻײฃͱڵͷࢲ
ʮྗはඞͣใわΕΔʯ
　ۙɺଔࣜۀͰʠ͛ڼଚ͠ʡɺՎޠݹʹࢺΛଟؚ͘Ήҝ͔ɺʠΛ໊ཱͯΛ͋͛ʡ͕ʠຽ
ओओٛʡతͰͳ͍ͱ͍͏ཧ༝͔Β͔ɺ͋·ΓՎΘΕͳ͍Β͍͠ɻ県ཱ上ᠳ南ߍߴͷଔۀ
ࣜ“ߍՎʡͱʠ͕܅ʡʠܬͷޫʡͩけͰ͋Δɻલ৬ɺ૯߹花巻පӃෟଐߴޢઐֶߍ
ͷଔࣜۀͰࠓͰʠ͛ڼଚ͠ʡ͕ࣜՎͱͯ͠ՎΘΕɺଟ͘ͷऀྻࢀͷྦΛ༠͏ɻ
　̨̩̗υϥϚʠ͛ڼଚ͠ʡࢹௌ͔ͬߴたͷͰ͝ཡʹͳͬたํଟ͍ͱࢥΘΕΔɻ
ਆಸ県ͷ県ཱఉߍߴͷऑখਧָ෦Ͱͬ͜ىた࣮Ͱɺ୭͔Βظ͞Εͳ͔ͬたແ໊
ͷਧָ෦ΛશࠃେձͰʠۚʡΛ֫ಘͤ͞Δ·ͰͷετーϦーɻָܾͯ͠Ͱͳ͍ಓఔΛɺ
ਅਖ਼໘͔Βੜెͱࢦͯͬ߹͖ಋʹྭΉίーνͱੜెͷυϥϚͱ上ᠳ南ߍߴͷ෦͕׆ಉ࣌
ਐߦͰɺ͍ͭͷؒʹ͔ɺओਓެͷࣉඌ૱ʹͳΓ͖ͬͯײҠೖ͠ͳ͕ΒυϥϚΛ͍ͯݟΔࣗ
͕ஏ͔͍ͣ͠ɻࡢ10݄ʹɺԿͱ͔̎࿈ଓ࠷༏लʹબΕࠓશߍߴࠃ૯߹จԽ
ݧੜʹԻָΛ通ͯ͠ʮྗ͢ΕɺใΘΕΔʯ͜ͱΛମߍߴग़͢Δ͜ͱ͕ܾ·ͬたɻʹࡇ
ͤ͞ΒΕた͜ͱɺࢲʹͱͬͯ͜ͷ上ͳ͍تͼͰ͋Δɻ
　Իָͱ͍͑ɺΪターϘーΧϧΛ通ָͯ͘͠͠ञΛವみɺ੨य़࣌ʹタΠϜεϦοϓ͞
ͤͯ͘ΕΔԻָ͕͍ؒΔɻઍా༸ޫɾߴ橋ਗ਼ɾ࢛༤二ɺ൴Βए͍͔࣌ΒༀࢣࡎձͰ
ͦͷҰਓɺ࣍ɺਓੜͷಓಋͳͷͰ͋Δɻࢣͷ৺ͷࢲ༂͠た࿈தͰ͋Δɻ൴Βͷੜ͖༷͕׆
ઍాઌੜʹότンΛ͢ɻ

息の合った演奏で2年連続の全国切符を手にした北上翔南高



อݥༀ5　ہ�.

　ౙͱ͍͑ઇɻେ͖͍ʮ͔·͘ΒʯΛ࡞Δͷ͕

༮͍͜ΖͷເͰ͠たɻ

ɺ20ࡍ࣮　 ΄ͲੲࠓΑΓઇ͕͍߱ͬͯた

Α͏ͳ͕͠ؾ·͢ɻ

ΜͰ͍たͷ県南ͳͷͰຊʹେઇͩͬॅ͕ࢲ　

たͷ͔ɺ༮͔ͬたࣗͷઢ͕͔ͬたͷ͔ఆ

͔Ͱ͋Γ·ͤΜ͕ʜ

　ۙͰ߱ͬͯେ͕ཌதʹແ͘ͳͬͯ͠

ଟ͘ɺ͔·͘Βͷເະͩʹເͷ··Ͱࣄ͏·

͢ɻ

　ͦΜͳ͜ΜͳࠓࡢͰɺౙͷΞΠεͷചΓ上

͕͛৳ͼ͍ͯΔͦ͏Ͱ͢ɻ

　ίタπʹϛΧンͱ͍͏ԫۚͷみ߹Θͤʹਰ

͑ͳ͍ັྗ͕͋Γ·͕͢ɺࠓͷ࣌ίタπͰΞ

ΠεΫϦーϜʂ

　Ն৯ऴΘͬたޙ༨ܭʹॵ͞Λͯ͠͡ײ·

͏ͷͰྗۃ৯ͣʹզຫ͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢ɺౙ

ͦͷΑ͏ͳ͜ͱແ͍͍ͭͭ͘手͕৳ͼͯ͠·͍

·͢ɻ

　ϛΧンͱൺΔͱͪΐͬͱෆ݈͔߁͠Ε·ͤ

Μ͕ɺίタπͰΞΠεΫϦーϜͱ͍͏ϓν᩵ɺ

ԿͰ͠ΐ͏͔ɻࢲͷౙͷָ͠みͰ͢ɻ

̇　̇　̇　̇　̇

පӃྍॴ　.�,　40 உੑ

　͜ͷࠒԿ͔ͱʹͳ͍ͬͯΔ͖ͭͰ͕͢ɺ

ͬͺΓ͖ͭౙͷָ͠みͷҰͭͰ͢ɻࠓͷͱ

͜ΖࢲΛͭ͘ଆͰͳ͘ɺͬͺΒݟΔଆɺ

৯ΔଆͰ͢ɻۙ͝ॴͷ͖ͭʹຖ͍ͬ͝͠ΐ

͍ͤͯ͞たͩ͘ͷͰ͕͢ɺৠ͞Εたถ͕ྗ͘ڧ

͔ͭΕɺ͓ʹมΘ͍༷͍ͬͯͭ͘みͯѹ巻

Ͱ͢ɻڙࢠୡΛΩϥΩϥ͖ͤͯͭ͞ʹݟ

ೖ͍ͬͯ·͢ɻͦͯ͠ɺ͖ͭたͯͷ͓ͷຯͷ֨

ผͳ͜ͱɻ٩Ͱ͍ͭた͖ͭたͯͷ͓ߴ࠷ʹඒ

ຯ͍͠Ͱ͢Ͷɻ

ɺ͖ͭたͯͷͷຯͱ͍ͭࢥͿͱتୡڙࢠ　

͖ͷָ͠͞Λզ͕ՈͰͱɺ͖ͭ༻ͷখ͞ͳ٩ͱ

ӓͷߪೖΛը͍ͯ͠ࡦ·͢ɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ࠺

ʹอ͕͍͠ɺ手͕͔͔ؒΔͳͲͷཧ༝ʹ

ΑΓߪೖΛ્·Ε͍ͯ·͢ɻޙࠓɺΛͭ

͘ଆͰͳ͘ɺͬͺΒݟΔଆɺ৯ΔଆʹͳΓ

ͦ͏Ͱ͢ɾɾɾɻ٩ͱӓΛϓϨθンτ（ڐՄʁ）

ͯ͘͠ΕΔαンタ͕Ͳ͔͜ʹ͍Δ͜ͱΛເみͯɺ

ౙͷ͖ͭΛຖָ͠みʹ͍ͯ͠·͢ɻ

̇　̇　̇　̇　̇

อݥༀہ　τϚτ

　ౙ͜たͭͰؙ͘ͳΔΒ͠ΛѪ͢ΔࣗͰ͋

Δ͕ɺͷ࢝Ίʹඞ͍ͣͯͬߦΔ͜ͱ͕͋ΔɻՈ

Ͱͷזੴେ؍ԻॳܮͰ͋Δɻ

ߴ૾　 48�5 ̼ͷ؍Ի༷ͷཐટঢ়ͷ֊ஈʹ

ͳ͍ͬͯͯɺ࠷上֊ͷలʹ͘ߦ·Ͱʹ͍Ζ͍

Ζͳ༷ࣣਆΛΊ͙Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ　

　8΄Ͳલʹ͓ࢀΓ͠ɺ͔͕ࣄ͍ئͳͬたͷΛ

͖͔ͬけʹຖͷࣄߦྫ߃ͱͳͬたɻ͡Ίɺ

ؼΛ͞け͍ͯた͕ɺ͜͜ɺ͕ࡾΔ͢ࡶࠞ

লͯ͘͠ΔఋՈҾ͖࿈Εɺݩ୴ʹ地ݩͷਆࣾ

ॳ࠷ͳ֊ஈͰɺٸΓ͔ͯ͠Β๚Ε͍ͯΔɻࢀ͓ʹ

ͷอҭԂࣇͰ్தϦタΠϠ͠ɺ๊ͬͯ͜͠上

͕͍ͬͯた͕ڙࢠɺʑऔΓ͕ྗ͘ڧͳ͍ͬͯ

ͦ͘ͷͿΓΛؒ࣌͏ࢥ͘͠خͰ͋Δɻٯʹ

ʑ֊ஈΛ上͕Δͷ͕͖ͭ͘ͳΔࣗͷମͷਰ

͑Λ࣮ͤ͞ײΒΕΔؒ࣌Ͱ͋Δ͕ɺʹΘ͔τ

ϨーχンάΛ͠ɺ·ͩ·͍ͩけΔͱࠐ͍ࢥΉΑ͏

ʹ͍ͯ͠ΔɻՈ͕͖ͭ͋ͬͯ͘ΕΔؒଓけͯ

͍͖た͍ɻ

̇　̇　̇　̇　̇

話 題 の ひ ろ ば
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පӃྍॴ　ಗ໊

ౙɺָ͠みʹ͍ͯ͠Δ͜ͱੜɺΫϦ͕ࢲ　

εϚεɺ͓ਖ਼݄͕Ұؾʹͬͯ͘Δ࢝ͷ 1

िؒͰ͢ɻڙࢠͳ͕ΒʹɺੜͱΫϦεϚε͕

͍͔ۙΒͱ͍ܾͬͯͯ͠έーΩΛҰॹʹͤ͞·

ͤΜͰ͠たɻ1िؒͰέーΩΛ 2ͭ৯ɺੜ

ϓϨθンτΛΒ͍ɺ͞Βʹαンタ͞Μ͔Βϓ

ϨθンτΛΒ͍ɺੰ͔Β͓ۄΛΒ͑Δ

࢝ߴ࠷ͷ1िؒͰ͠たɻେਓʹͳͬたࠓɺ

࢝ͷ͕͞͠ٸͰࣗͷੜΕ͔けͯ

͍·͕͢ɺຖɺૉఢͳʹ͠た͍ͳͱ͍ࢥͳ͕

Βա͍ͯ͝͠·͢ɻ

̇　̇　̇　̇　̇

อݥༀہ　͔Ί

ࢪதʹʮຽՈΠϧϛωーγϣンʯΛ్ۈͷ通ࢲ　

͓͕͋͢Γ·͢ɻ

　ॳΊ͔ͯݟけたࠒ͓ఉͷʑʹ͔ͳిٿ

͕০ΒΕɺ͓ՈΛϥΠτΞοϓ͢Δͬͩ͡ײたͱ

Ա͍ͯ͠·͕͢ɺʑόーδϣンΞοϓ͓ͯ͠ه

ΓɾɾɾࠓՈ͔ΒఉʹࢸΔ·Ͱɺͯ͢ి০

ʹ෴ΘΕ͍ͯ·͠たɻ

たຽՈΠϧϛωーγϣンͷதͰݟͷ͜Ε·Ͱࢲ　

μンτπ 1ҐʂΠϧϛωーγϣンίンςετʹ

ग़͢Εɺ上Ґؒҧ͍ͳ͠ͱࢥΘͤΔఔͷΠン

ύΫτͷ͞ڧͰ͢ɻԿສݸ͋Γͦ͏ͳిٿΛՈ

தʹுΓ८ΒͤΔ࿑ྗΛ͑ߟたͩけͰ಄͕Լ͕

Δ͍ࢥͰ͕͢ɺ࠷ॳʹ౮͠たͱ͖ͷײಈͱୡ

Ͱ͠ΐ͏ɻࣄ͔ͧ͞͠ૉΒ͍͠ײ

ճͲΜͳૉఢͳΠϧϛωーγϣンͳͷ͔࣍　

ͱɺ͍ͭظΛΒ·ͤͯ͠·͍·͢ɻདྷͷౙ

ͱָͯ͠みͰ͢ɻ

̇　̇　̇　̇　̇

͓ਖ਼݄ͷࣽࡶͷग़ो

ͷਓཱྀాࢁ

ʹ୴ʹઋʹΓɺਖ਼݄ྉཧݩͷਓཱྀాࢁ　

ઉޑΛଧͭɻզ͕Ոͷ͓ࣽࡶͷग़ोϕϩͷম͖

ͱҧ͏͠ׯͰɺઋͷҰൠతͳϋθͷম͖͠ׯ

ͷͰ͋Δɻϕϩͱઉฏͷ͜ͱͰઉฏΛম

たͷΛɺਫͰͯ͠ग़ोʹ͠たͷͰ͠͠ׯ͖

͋Δɻ

　િ͕ɾ໊औͷՏޱͷᮘ上ग़Ͱ

͋ͬた͜ͱ͔Βɺͦͷश͕ࠜ׳ண͍たͷͱࢥΘ

ΕΔɻ౦ॅࡏژͷఋ͔Βʮਖ਼݄ʹϕϩ͕ͳ͍

ͱͶʂʯͱ͞ٻΕΔ࣍第Ͱ͢ɻ͜͜ݹٶ地۠Ͱ

ઉฏͳ͡み͕ແ͍Α͏Ͱɺۙ࠷༨ΓऔΕ

ͳ͍͜ͱ͋Γɺં࣌εーύーͷڕചΓͷย۱

ʹฒΜͰ͍ΔͷΛങ͍ूΊたΓɺڕ͞Μʹ͓

͠͠ׯΊͯΒͬたΓ͠たͷΛম͖ू͍ͯ͠ئ

ͯͷଃΓͱͯ͠ૹ͍ͬͯΔɻ

　ɺࡾͱΖΖͷग़ोϕϩΏΒ͍Ͱ͋Δɻ

のʮ話題のひろばʯのςーマɺ߸࣍　

ʰ薬剤師ࠃՈݧࢼのࢥいग़ʱですɻ

ごҙݟ県薬事務局'"9か&�ϝーϧでɻ

稿にͭいて
ˎ͝ҙݟͷࡌܝʹΓهʹ͍ͭͯԼ߲ه
　͔Β͓બͼɺߘݪͱҰॹʹ͓Βͤͩ͘
　͍͞ɻ
ᾇ　هʹ͍ͭͯ
　ᶃϑϧωーϜͰ　　ᶄΠχγϟϧͰ
　ᶅಗ໊　　　　　　ᶆϖンωーϜͰ
ᾈ　ॴଐʹ͍ͭͯ
　ᶃอݥༀہ　　　　ᶄපӃྍॴ
　ᶅҰൠൢചۀ　　　ᶆԷചൢചۀ
　ᶇ̢̧　　　　　　ᶈߦ
　ᶉڭҭɾڀݚ　　　ᶊͦͷଞ
Ͱ͖ͳ͍߹ͷ͋Δ͜ͱࡌܝͰ໘ͷؔࢽˎ
　Λྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ɻ

テーマ：冬、楽しみにしていること
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共立医科器械株式会社（盛岡ༀࢣࡎձ）

৬հ

ձࣜגցثҩՊཱڞ　 ɾࣾຊࣾༀࢣࡎͷେ௶Ͱ͢ɻ
　ຊࣾ盛岡市Ѫౠ町ɺάϥンυϗςϧͷԼɺத
ԝެຽؗަࠩͷ͙ۙ͘͢Ͱ͢ɻʮ࣮ɾҩྍʹ
ไʯΛࣾੋʹ͛ܝɺ地Ҭʹີண͠たҩྍؔ࿈ࢧ
ԉαーϏεۀاͱͯ͠ 1953 ʹཱ͠ɺࠓ 65
पΛܴ͑·͢ɻ
　֤छҩྍثػɺҩྍࡐྉɺҩྍใγεςϜɺ
όΠΦςΫϊϩδーؔ࿈ɺசؔ࢈࿈ɺαΠΤンε
γεςϜɺࢱհؔޢ࿈༻ɺ։ࢧۀԉγεςϜ
ͱɺ͜ΕΒʹؔ࿈͢ΔҩༀಟܶͷऔΓ
ѻ͍ɺϐンセοτεύーςϧ 1ຊ͔Βඃ෴ࡐɺ
༌ӷセοτɺ.3*ɺ手ज़ࢧԉϩϘοτʠμϰΟン
νʡɺࢪઃࣄɺҩྍثػͷमཧࢸʹۀΔ·Ͱଟ
ํ໘ʹ͓͍ͯαϙーτ͓ͯ͠Γ·͢ɻ
　ຊࣾͷଞʹɺ岩手県ͰਫࢧళɾזੴӦۀ
ॴɺ੨県ീࢧށళɾ߂લӦۀॴɾ੨Ӧۀॴɾ
ϲॴӦۀॴɺळా県ʹळాӦۀॴɺͱ౦
3県ซͤͯ 8͔ॴͰӦ͓ͯ͠ۀΓ·͢ɻ
　ଞʹࢱ༻ͷফಟۀەࡴΛ͑ߦΔઃඋΛ
ڞ˻ͭ࣋ ɾཱέΞςοΫ�αϙーτセンター˼（
流センター）͋Γ·͢ɻ݉ݿ
　ࣾһ 12 ɺஉੑࡏݱ݄ 150 ਓɺঁੑ 40 ਓ（ༀ
ࢣࡎ 2ਓ）ɺঁੑύーτ 22 ਓͷ߹ܭ 212 ਓͰ͢ɻ

　άϧーϓձࣾͱͯ͠ฏݩʹઃཱ͠たࡏ
ؔ࿈༻（ҩༀؚΉ）ͷൢചɾࡏࢎૉྍ๏ɾ
Δ͍ͯͬߦΛۀࣄ๏ͷαーϏεྍٵݺਓࡏ
ձࣾέΞɾςοΫ˼͕͋Γ·͢ɻࣜג˻
ॴ։ઃ͠ɺέΞϚωーۀࣄԉࢧޢհډ　
δϟーۈ͓ͯ͠Γ·͢ɻ·たɺ๚ޢεςー
γϣン͋Γɺࡏӫཆྍ๏ͷཧΛ͕ࢣޢ
αϙーτ͓ͯ͠Γ·͢ɻଞʹɺࡏέΞϕου
ं͍͢ࢱ༻۩ͷϨンタϧʲհޢอݥରԠ ɺr
手͢ΓͷऔΓけஈࠩղফͷॅվमࣄ
ʲհޢอݥରԠ ɺrετーϚɾϚンϚ�έΞʹؔ͠

ͯɺ۩ͷఏҊ͔Βセϛφー։࠵Λ通͠ɺҩ
Ί͓ͯʹڙͼεタοϑͷใఏٴऀࣄैྍ
Γ·͢ɻ
　ຊࣾͷଞʹ 6Ӧۀॴɾग़ுॴ͕͋Γɺࣾһஉ
ੑ 41 ਓ（ༀࢣࡎ 1ਓ）ɺঁੑ 22 ਓ（έΞϚωー

δϟー 1ਓɺ
ޢ ࢣ 4 ਓɺ ొ
ൢചऀ 2ਓ）ɺ
ঁੑύーτ 8ਓ
ࢣޢ） 4 ਓ）
ͷ߹ܭ 71 ਓͰ
͢ɻ

　͏Ұࣾɺฏ 11 ʹઃཱ͠た˻ࣜגձࣾΞ
Πγーγーɾ̨̥αϙーτ˼͕͋Γ·͢ɻ͜ͷձ
ࣾײછରࡦͷձࣾͱͯ͠ɺҩྍɾࢪࢱઃɺ
"ɺ手ज़ࣨͷ)&1ۀઃͷফಟਗ਼ࢪ৯ௐཧڅ
ϑΟϧターަɺೖཋઃඋચড়ফಟٴͼϝンςφ
ンεۀͱ֤छΠϕンτɾセϛφーͷاըɾ։
ཧγεςϜʮNJOJ�41%ʯͷಋݿࡏɺൃɾ࠵
ೖࢧԉۀΛ͓ͯͬߦΓ·͢ɻফಟਗ਼ۀʹ
͓͖·ͯ͠ٶ県ɺౡ県͔Βґཔ͕͖͓ͯ
Γɺh ϨδΦωϥରࡦセϛφーʱຖճධΛ
ത͓ͯ͠Γ·͢ɻ
　உੑ 3ਓɺঁੑ 2ਓɺ
ύーτ 7ਓ（உੑ 2ਓɺ
ঁੑ 5ਓ）ͷ߹ܭ 12 ਓ
Ͱ׆ಈ͓ͯ͠Γ·͢ɻ

　�

ຊࣾ上͔ΒͷோΊ（11 ݄̓ࡱӨ）

～地域とともに歩む
理想的な医療支援をめざして～

⼥ ÷ù÷ô÷÷øú ԬࢢѪౠொ øüôĀ
ěČēā÷øĀôýùúôøù÷üçčĈğā÷øĀôýüùôÿĀþþ
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　ͭ͘͠ༀہ৽ࠄళຽͷཬͱͯ͠ΒΕΔԕ
ͷɺӺ͔Βెา 3ͷॴʹ͋Γ·͢ɻ
　ओʹফԽثՊͷॲํᝦΛ͓༬͔Γ͍ͯ͠·͢
͕ɺཱ地ฑɺిंͰ通Ӄ͞ΕΔํଟ͘ݟΒΕ·
͢ɻ
ઃɺಁੳͷॲํᝦडけΔࢪྍॴۙ࠷　
Α͏ʹͳΓɺඋ૿͠·͠たɻ
　ԕ市อݥༀہͷ͕ଟ͘ͳ͍たΊɺۙگΛ
͠ʹདྷΒΕΔํཁࢦಋҩༀΛߪೖ͠ʹདྷΒ
ΕΔํͳͲɺॲํᝦΛ࣋たͳͯ͘ༀہʹΛӡ
ΜͰ͍た͖͓ͩͯ͠ँײΓ·͢ɻ

　ి૬ஊिʹ 3ʙ 4ճ΄Ͳ͋Γɺ͓ʹཱͭ
͜ͱ͕Ͱ͖ͯେม͓ͯͬࢥ͘͠خΓ·͢ɻ
　·たɺۙྡͷༀہͷօ༷ͱͬ͋͠ྗڠʹ͍ޓ
ͯༀͷௐୡใަΛ͓ͯ͠Γ·͢ɻ

ୡ地Ҭͷํʑͱͷ;Ε͍͋Λେʹ͠ɺษࢲ　
ͳͲͷΠϕンݧମࢣࡎΛରʹ͠たༀڙࢠձڧ
τΛಠࣗʹ։͓ͯ͠࠵Γ·͢ɻ·た։ͯ͠࠵΄͠
͍ͱͷཁ͋Γɺޙࠓօ༷ͷ৺ʹΔΑ͏ͳ
༰Λ͢ࢪ࣮ͯ͑ߟΔ༧ఆͰ͢ɻ
　·たɺ๚ࢦಋʹྗΛೖΕ͓ͯΓɺ༷ऀױͷ
ঢ়ଶΛѲͯ͠ɺΑΓྑ͘ੜ׆Ͱ͖Δ͓手͍Λ
͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ͷதɺΓ͕ؒ࣌ΒΕたݶΓɺ·࢝ۀࡏ　
͍ͷ͋ΔʑΛա͓ͯ͝͠Γ·͢ɻ
　খ͞ͳༀہͰ͕͢ɺޙࠓਓͱͷؔΘΓΛີ
ʹ͠ɺ地Ҭͷதʹͳͯ͘ͳΒͳ͍ༀہͱͳΔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
͜ͱΛ͖͍ͯ͠ࢦた͍Ͱ͢ɻ

⼥ ÷ùÿô÷üùù ԕࢢ৽ࠄொ üôøÿ
ěČēā÷øĀÿôýúôøú÷÷çčĈğā÷øĀÿôýúôøú÷ø

つくし薬局新穀店（花巻市ༀࢣࡎձ）
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ձһのಈ͖

会員の動きʢ平成ùÿ年øø月̍日ʙ平成ùÿ年øù月úø日ð

ˑձһొͷมߋʹ͍ͭͯ
ॻ（3枚ෳࣸ）ࠂใߋた߹ɺม͕ͬ͋ߋʹม۠ࢣࡎૹઌɾༀൃࢽࡶઌɾࣗॅॴɾۈ　�　　
Λఏग़͍ͯ͠たͩ͘͜ͱ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻిͰ県ༀࣄࢴ༺ʹہΛͯ͠ٻԼ͍͞ɻ

ˑୀձʹ͍ͭͯ
　　　ୀձΛر͞ΕΔ߹ɺୀձಧ（3枚ෳࣸ）Λఏग़͍ͯ͠たͩ͘͜ͱ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻ
　　　県ༀࣄہ·Ͱ࿈བྷΛ͓͍͠ئ·͢ɻ

（11月　入会）

地Ҭ 業
態

໊　　　ࢯ ग़ççߍ
　ઌ　ۈ 〒 ����ઌ��ॅ��ॴۈ -&ઌ5ۈ ઌۈ '"9 ଔۀ

盛岡 4
Լ　ా　໌　ඒ େ
ͦΑ෩ༀہ盛岡ళ 020-0108 盛岡市౦ࠇੴ3-1-12� 019-664-0512 019-664-0513 )17

盛岡 6
　上　　　ڀ ౦ༀେ
༉町ༀہ 020-0015 盛岡市ຊ町通Ұஸ11-25 019-601-7474 019-601-7661 454

ઋؾ 1
　　ণ　߂ তେ
͗ༀہ 029-2201 લాߴ市矢࡞町二ຢ21ͷ1� 0192-47-5535 0192-47-5535 451

（12月　入会）

地Ҭ 業
態

໊　　　ࢯ ग़ççߍ
　ઌ　ۈ 〒 ����ઌ��ॅ��ॴۈ -&ઌ5ۈ ઌۈ '"9 ଔۀ

ੴז 7
　ܒ　ޱ　೭ ౦ຊ
ՊࡎੴපӃ　ༀז　ߏػපӃཱࠃ 026-0053 ੴ市ఆ町4-7-1ז 0193-23-7111 0193-25-1820 )1

上 6
ੴ　ᖒ　༐　ਓ 第Ұༀେ
͋Μͣༀہ 024-0071 上市上ߐ2-218-17ࢠ� 0197-71-5665 0197-71-5666 )19

（11月　変更） 
地Ҭ ໊　ࢯ ม߲ࣄߋ ม　　　ߋ　　　　　　༰

盛岡 ᴡ　౻　ࢠ　و ઌۈ 〒028-3615 紫波郡矢巾町南矢෯7-453　南ௐࡎༀہ
ి�019-698-1677�'"9�019-698-1678

盛岡 ๕　լ　ๆ　ࢠ ઌۈ 〒020-0866 盛岡市ຊࣈٶখ൘খ13-8　͓͓た͠ௐࡎༀہ
ి�019-656-3131�'"9�019-656-3636

盛岡 　ฏ　༝ܙل ໊ࢯ 　ଜچ

盛岡 ࢠ　༏　౻　ࠤ ઌۈ 〒020-0017 盛岡市1-2-3؛ࢁ　Τϝϥϧυༀ؛ࢁہళ
ి�019-665-3360�'"9�019-665-3361

盛岡 খࢤ　ాࢁ　ึ ઌۈ 〒028-7111 ീ഼ฏ市େ24ߋ地割65൪13　͙ͭみༀہ
ి�0195-76-2900�'"9�0195-76-2900

盛岡 ࢠຬඒ　ాࢠ࠭ ઌۈ 〒020-0822 盛岡市ാ1-8-20　ιϨΠϢௐࡎༀہ
ి�019-652-2822�'"9�019-653-0848

盛岡 ଜ　ా　ਔ　ඒ ໊ࢯ ా౻　چ

上 େ　দ　و　 ઌۈ 〒024-0012 上市ৗ൫Ұஸ22-21　ৗ൫ༀہ
ి�0197-61-2121�'"9�0197-65-7101

上 দ　ຊ　༑　ཧ ઌۈ 〒028-4125 盛岡市ຎࣈՆؒ102൪14　ຎༀہ
ి�019-669-3330�'"9�019-682-2727

Ԟभ ٠　地　Ѫ　ඒ ࢯͼٴઌۈ 〒023-0032 Ԟभ市ਫ۠ଟլ47൪地　みͲΓༀہෆஅ町ళ
ి�0197-51-2216�'"9�0197-51-2217çچɿҏ౻

Ԟभ ઍ　ా　͞ΏΓ ͼ地Ҭٴઌۈ 〒023-0022 Ԟभ市ਫ۠த6-3　େ通ༀہ
ి�0197-51-6000�'"9�0197-51-6002

地Ҭچ
上

Ұؔ ി　ࢁ　　　า ઌۈ 〒029-0131 Ұؔ市ޅષࣈࣉେฏ125-13　·Ϳ͖ ༀہ
ి�0191-31-1772�'"9�0191-31-1550

ݹٶ ୩　Ұ　۽ ઌۈ ແैࣄ
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（12月　変更） 
地Ҭ ໊　ࢯ ม߲ࣄߋ ม　　　ߋ　　　　　　༰

盛岡 ਗ਼　　　　འ ໊ࢯ 　∁橋چ

盛岡 র　Ҫ　みͣ΄ ઌۈ ແैࣄ

盛岡 　ࡔ　໌　ඒ ઌۈ 〒020-0878 盛岡市ࡘ町4-30　͔͞ͳ町ༀہ
ి�019-651-8311�'"9�019-651-8321

盛岡 ∁　橋　ޭ　ߦ ઌۈ 〒020-0857 盛岡市൧岡1-2-71�ຊٶセンターༀہ
ి�019-656-5867�'"9�019-656-5868

花巻 　࿕　ޱ　ࢁ ઌۈ 〒025-0098 花巻市ࡐ町6-6　ࡐ町ༀہ
ి�0198-22-1661�'"9�0198-22-1662

花巻 র　Ҫ　ਅಸඒ ઌۈ 〒025-0033 花巻市ਡ๚399-1　ਡ๚ௐࡎༀہ
ి�0198-21-3303�'"9�0198-21-3220

上 ࢠ　ل　ޱ　ా 地Ҭ �地Ҭچ
Ԟभ

ઋؾ ᖒ　ా　　　५ 地Ҭ �地Ҭچ
Ԟभ

ੴז 　ؘ　　༤ ઌۈ 〒028-1121 上ดҏ郡େ町খ௦第23地割ࣉࣈ23൪2　ͭ͘͠ༀہຊళ
ి�0198-29-4041�'"9�0198-29-4043�

ݹٶ 　ଜ　　ߊ ߸ઌ'"9൪ۈ �
'"9�0193-63-6945

ݹٶ 　ܙ　　　࢜ ઌۈ 〒027-0076 ӫ町ళہ堂ༀ߁݈　市ӫ町1-62ݹٶ
ి�0193-63-7850�'"9�0193-63-7950

二ށ ҆　෦　　　૱ ͼ地Ҭٴઌۈ 〒028-6101 二ށ市岡ࣈീ഼Լ18-4　᷂ాༀ͔͋·ͭༀہ
ి�0195-22-5557�'"9�0195-22-5556�

�地Ҭچ
盛岡

øø月ୀ会
（盛岡）ࡔຊ　ܙɺࠤʑ　ٛজ

øù月ୀ会
（盛岡）ล　༞ࢠɺ∁橋　ܙཧࢠɺେপ　٠ɺ୩౻　Ұ೭　（花巻）ҏ౻　ઍึ
（上）ࠤ౻　कࡾ　（Ұؔ）খࣉ　ཾາ

会　員　

ਖ਼�ձ�һ ॿձһࢍ ܭ　　߹

ฏ2812݄31ࡏݱ 1666໊ 93໊ 1759໊

ฏ2712݄31ࡏݱ 1650໊ 92໊ 1742໊

อݥ薬ہのಈ͖

৽ͨにࢦఆ͞Εͨ保険薬局

地Ҭ໊ ఆ݄ࢦ ༀ໊ہশ ։ઃऀ໊ 〒 ॅॴ 5&-

Ԟभ )28�12�01 ͭ͘͠ༀہલళ ؘ　༤ 029-4208 Ԟभ市લ۠二ेਓ町47 0197-41-3663

上 )29�01�01 ͔͋Γༀہ৽ࠄ町ళ ઍ༿　७ࢠ 024-0092 上市৽ࠄ町2-136-2 0197-72-8806
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ਓใٻ

˙岩手県ༀࢣࡎձʲༀࢣࡎແྉ৬ۀհॴʳͰɺٻਓɺٻ৬ͱͦΕͧΕɺňٻਓථʯɺʮٻ৬ථʯΛొͷ͏͑Ͱ
ͷ͝հͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻొΛ͝رͷ͔たɺདྷؗ·たɺʮٻਓථʯʮٻ৬ථʯΛૹ͍た͠·͢ͷͰ県
ༀࣄہ（ి　019ʵ622ʵ2467）·Ͱ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ɻडؒ࣌（݄ʵۚʗ࣌̕ʙ12࣌ɺ13࣌ʙ17࣌）Ͱ͢ɻ
なおɺొにͭいて受日ʙࡾϱ月ؒʢొܧଓの࿈བྷ͕͋ͬͨ場߹Λআ͘ʣと͠ますɻ

ड छผ ब࿑ॴ ઃ໊ࢪਓऀ໊ɾٻ
ؒ࣌ۈ

ٳ ͦͷଞ
ฏ ༵

28�12�26 อݥༀہ 紫波町ࣈ٧Լؙ
65-2 ͋け΅ͷༀہ 8�45ʙ17�45 8�45ʙ12�45 ༵ɺॕ 通ۈ手༗Γɺঢڅ༗Γɺ

ୀ৬ۚ༗ΓɺύーτՄ

28�12�26 อݥༀہ ۚϲ࡚町ࠜࣉݹ
14-1 ͖ͭ͞ༀہ 8�30ʙ17�30 9�00ʙ12�00  （༵第1ɺ第3）ɺ

༵ɺॕ
通ۈ手༗Γɺঢڅ༗Γɺ
ୀ৬ۚ༗ΓɺύーτՄ

28�12�26 อݥༀہ 花巻市ߴ第18-69-1 ͓͜͠͏ༀہ 8�30ʙ17�30 8�30ʙ12�30 ਫ༵ޙޕŊ༵Ŋॕ
通ۈ手༗Γɺঢڅ༗Γɺ
ୀ৬ۚ༗ΓɺύーτՄ

28�12�22 පӃ ੴ市େ町3-15-26ז ҩྍ๏ਓਔҩձזੴͷͧみපӃ 8�30ʙ17�30 - ༵ɺ༵ɺॕ ɺ
͓ຍɺ࢝

॓ധࢪઃ༗Γɺঢڅ
༗Γɺୀ৬ۚ༗Γ

28�12�19 อݥༀہ 盛岡市南ઋ3-2-30 Φーϩϥༀہ 9�00ʙ17�30 9�00ʙ12�45 ༵ɺॕ（4ि6ٳ）
Ն4ظɺ5࢝

通ۈ手ɺॅ手ɺՈ手༗Γɺ
ঢڅ̍ճɺୀ৬ۚ༗Γ（ύーτՄ）

28�12�19 පӃ Ұؔ市େ手町3-36 ҩྍ๏ਓതѪձ
ҰؔපӃ 8�30ʙ17�00 8�30ʙ12�00 ༵ɺॕɺ࢝ɺ第

3༵ɺ第5 （༵1݄Λআ͘）
通ۈ手༗Γ
ঢڅ༗Γ

28�12�19 පӃ լ郡լ町
େ13-3-12ࣈ 町ཱլ͞Θ͏ͪපӃ 8�30ʙ17�15 - ༵ɺ༵ɺॕ

ɺ࢝
通ۈ手༗Γɺڅ৯༗Γɺঢڅ༗Γɺୀ৬
ۚ༗ΓɺॅѺટ༗ΓɺެһࡁڞՃೖ

28�11�10 อݥༀہ Ԟभ市ਫ۠ࣈݪ
খ࿏12 ਫௐࡎༀہ 8�45ʙ17�45 - ༵ɺ༵ɺॕ

 ύーτՄ

28�11�10 อݥༀہ Ԟभ市۠ए༄ࣈ
324 ;Ε͍͋ༀہ 9�00ʙ17�30�

ïਫ9�00ʙ21�00ð - ༵ɺ༵ɺॕ
 ύーτՄ

28�10�31 อݥༀہ 盛岡市盛岡Ӻલ通9-
10 ͜·ͪༀہ 8�30ʙ17�30 8�30ʙ15�00 ༵ɺॕ（શि2ٳ）

通ۈ手༗Γɺঢڅ༗Γ
ୀ৬ۚ༗ΓɺύーτՄ

28�10�31 පӃ 盛岡市౦ݟલ6-40-1 南පӃ 8�30ʙ17�00 8�30ʙ12�30 4ि6ٳ 通ۈ手༗Γɺঢڅ༗Γ
ୀ৬ۚ༗Γɺ৬һ৯堂ར༻Մ

28�10�26 อݥༀہ ୌ市౬स480-2 たけ͛͠ༀہ 8�30ʙ18�30 8�30ʙ17�00 ༵ɺॕɺਫ༵ޙޕ
Ԡ૬ஊؒ࣌ۈ
ύーτՄ

28�10�24 อݥༀہ Ԟभ市લ۠ݹࣈ
ൺྑ59-8 ϑϩンςΟΞༀہલళ 8�30ʙ17�30 8�30ʙ17�30 ݄༵ɺॕ

ଞγϑτ੍Ͱि1
ύーτՄɺ通ۈ手
༗Γɺआ上ࣾ༗

28�10�24 อݥༀہ 盛岡市தଠాઘా
66-11 ϑϩンςΟΞༀہ盛岡ళ 9�00ʙ18�00 9�00ʙ18�00 ༵ɺॕ

ଞγϑτ੍Ͱि1
ύーτՄɺ通ۈ手
༗Γɺआ上ࣾ༗

28�10�24 อݥༀہ 花巻市ੴௗ୩町৽ງ
8-34-4 ϑϩンςΟΞༀہੴௗ୩ళ 8�30ʙ17�30 8�30ʙ17�30 ݄༵ɺॕ

γϑτ੍ʹΑΓि1
ύーτՄɺ通ۈ手
༗Γɺआ上ࣾ༗

28�9�5 อݥༀہ 盛岡市ٰ݄͕1-29-16 みͣ΄ༀٰ͕݄ہ 9�00ʙ19�00 9�00ʙ13�00 ༵ɺॕɺ࢝
通ۈ手༗Γ
ঢڅ༗Γ

28�8�24 อݥༀہ 盛岡市൧岡1-2-71 ຊٶセンターༀہ 9�00ʙ18�00 9�00ʙ18�00 ༵ɺॕ 通ۈ手༗Γ
ঢڅ༗Γ（ύーτՄ）

28�8�10 පӃ 4-3-7ࠤੴ市খז ҩྍ๏ਓָࢁձ
೦පӃه͍ͭͯͤ 8�30ʙ17�00 - ༵ɺ༵ɺॕ

（݄1ճ༵ग़ۈ༗Γ）
通ۈ手ɺঢڅ༗Γ
ຊڅݧܦʹΑΓ૿ֹ͠·͢ɻ

28�7�22 อݥༀہ 盛岡市上ా1-7-17 ͔ͣ͜たༀہ 9�00ʙ18�00 9�00ʙ13�00 ༵ɺॕ　ଞ݄2ճ ύーτՄ

28�7�22 อݥༀہ 矢巾町େࣈ南矢෯9
த195ాࣈ ͔ͣ͜たༀہళ 9�00ʙ18�00 9�00ʙ13�00 ༵ɺॕ　ଞ݄2ճ ύーτՄ
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ਤॻհ

ˑਤॻͷߪೖਃ͠ࠐみɺ�ઐ༻ͷਃ͠ࠐみ༻ࢴͰɺ�県ༀࣄہ·Ͱ'"9ͯ͠Լ͍͞ɻ�
　ઐ༻ͷਃ͠ࠐみ༻ࢴɺ�県ༀϗーϜϖーδձһͷϖーδ͔Βμンϩーυͯ͠͝ར༻Լ͍͞ɻ�
　　県ༀϗーϜϖーδ　IUUQ���XXX�JXBZBLV�PS�KQ�
　　　　ձһͷϖーδ　　　Ϣーβー໊　JXBZBLV
　　　　　　　　　　　　　ύεϫーυ　JQB2210

1� ňྍ࣏薬ハンυブッΫ ̎̌̍̓ʯ
͏΄͡　ߦ　　ൃ
　　ܕ　̗ 6มܗ　ຊจ 1500 ท
ఆ　　Ձ　4752 ԁ（੫ࠐ）
ձһՁ֨　4280 ԁ（੫ࠐ）
ˑૹ　ྉ　ᶃ�県ༀٴͼ地ҬༀࢣࡎձʹҰׅૹ

ͷ߹ແྉ
　　　　　ᶄݸ�ਓͷ߹ 10 Ҏ上ΛҰׅಉҰ

Օॴʹૹ͢Δ߹ແྉ
　　　　　ᶅ1ʙ9·ͰɺҰ500ԁ（੫ࠐ）

2�ʮࠓ日のྍ࣏薬 ̎̌̍̓ʯ
堂ߐ南　ߦ　　ൃ
　　ܕ　̗ 6　1392 ท
ఆ　　Ձ　4968 ԁ（੫ࠐ）
ձһՁ֨　4470 ԁ（੫ࠐ）
ˑૹ　ྉ　ᶃ�県ༀٴͼ地ҬༀࢣࡎձʹҰׅૹ

ͷ߹ແྉ
　　　　　ᶄݸ�ਓͷ߹ 10 Ҏ上ΛҰׅಉҰ

Օॴʹૹ͢Δ߹ແྉ
　　　　　ᶅ1ʙ9·ͰɺҰ540ԁ（੫ࠐ）

3�ʮ1PDLFU %SVHT ̎̌̍̓ʯ
ҩֶॻӃ　ߦ　　ൃ
　　ܕ　̖ 6　1090 ท
ఆ　　Ձ　4536 ԁ（੫ࠐ）
ձһՁ֨　4210 ԁ（੫ࠐ）
ˑૹ　ྉ　ᶃ�県ༀٴͼ地ҬༀࢣࡎձʹҰׅૹ

ͷ߹ແྉ
　　　　　ᶄݸ�ਓͷ߹ 10 Ҏ上ΛҰׅಉҰ

Օॴʹૹ͢Δ߹ແྉ

　　　　　ᶅ 1ʙ （ࠐ੫）ͷ通ΓهͰԼ·9
　　　　　　̍෦　　　ˠ　432 ԁ
　　　　　　̎෦　　　ˠ　540 ԁ
　　　　　　̏ʙ̑෦　ˠ　648 ԁ
　　　　　　̒ʙ̕෦　ˠ　864 ԁ

�� ňྍ࣏薬マχϡアϧ ̎̌̍̓ʯ
ҩֶॻӃ　ߦ　　ൃ
　　ܕ　̗ 6　2786 ท
ఆ　　Ձ　5400 ԁ（੫ࠐ）
ձһՁ֨　5000 ԁ（੫ࠐ）
ˑૹ　ྉ　ᶃ�県ༀٴͼ地ҬༀࢣࡎձʹҰׅૹ

ͷ߹ແྉ
　　　　　ᶄݸ�ਓͷ߹ 10 Ҏ上ΛҰׅಉҰ

Օॴʹૹ͢Δ߹ແྉ
　　　　　ᶅ 1ʙ （ࠐ੫）ͷ通ΓهͰԼ·9
　　　　　　̍෦　　　ˠ　432 ԁ
　　　　　　̎෦　　　ˠ　540 ԁ
　　　　　　̏ʙ̑෦　ˠ　648 ԁ
　　　　　　̒ʙ̕෦　ˠ　864 ԁ　　
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編集هޙ
　͋け·͓ͯ͠ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻ8݄ΑΓҕһʹͳΓ·͠たɺ岩手ҩՊେֶෟଐපӃͷࠤʑ
Ͱ͢ɻපӃͰප౩ༀۀࡎͷਪਐʹΑΓප౩ऀױͷༀࡎཧ͕໖ີʹߦΘΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
たɻࣗ͠·͠ײѲʹ͓ༀ手ாͷ༗༻ੑΛ࣮ऀױͷ࣌Λ͍ͯ͠·ͯ͠ɺೖӃۀࡎɺප౩ༀࡢࢲ
ༀہʹର͠ใఏ͠ڙͳけΕͱ͍ࢥɺୀӃ࣌ʹೖӃதʹൃੜ͠たΠϕンτมߋༀࡎͳͲͷใ
Λ手ா͠ࡌه·͠たɻඍྗͷたΊʹཱͬた͔͔Γ·ͤΜ͕ɾɾɾɻ
　มΘͬͯΠーϋτーϒʹ͍ͭͯͰ͕͢ɺ͍ͭૹ࣌ʹ手ʹऔΓோΊΔఔͰ͠たͷͰɺ·͔͞
͕ࣗฤूʹܞΘΔͱͯͬࢥ͍·ͤΜͰ͠たɻපӃͱༀہͱ࿈ܞΛ͘͠ڧた͍ͱ͍ͯͬࢥたͱ͜Ζ
͠ʹձ͕ग़དྷた͜ͱΛඇৗʹ͏Εָ͘͠͠みػͷઌੜํͱؔΕΔہༀݥճͷ͓͕͋ͬたたΊɺอࠓʹ
͓ͯΓ·͢ɻͲ͏ͧɺΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ɻ

（ฤूҕһ　ࠤʑ　）

表紙の写真
　12 ݄ΑΓݹٶ市ॴલͰߦΘΕ͍ͯΔΠϧϛωーγϣンͷࣸਅͰ͢ɻ͜ͷظ࣌ݹٶӺલͷళ֗
͔Β市ॴ·ͰͷΠϧϛωーγϣンͰ市͕ΩϥΩϥ͍ͯ͠·͢ɻػձ͕͋Εౙͷݹٶʹ͓͍Ͱͩ͘
͍͞ɻ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ݹٶༀࢣࡎձ　๕լ　ᠳࢠ）

・・・・・　お知らせ　・・・・・
（Ұࣾ）岩手県ༀࢣࡎձϗーϜϖーδ　　IUUQ���XXX�JXBZBLV�PS�KQ�

ʮձһͷϖーδʯ�Ϣーβー໊� JXBZBLV
� ύεϫーυ� JQB2210
ʮΠーϋτーϒʯɺձһ૬ޓͷҙݟใͷަͷͰ͢ɻ
ձһͷօ༷͔ΒͷߘɾҙݟɾཁΛ͓͓ͪͯ͠Γ·͢ɻ

ߘɾҙݟɾཁ͋ͯઌ　県ༀࣄ5　ہ&- 019-622-2467　　'"9 019-653-2273
F-NBJM　　JQB1IFBE!SPTF�PDO�OF�KQ

（ΞΠɾϐーɾΤーɾΠνɾΤΠνɾΠーɾΤーɾσΟー）

ฤ　ू� ୲෭ձ� ۚᖒࢠو
� ୲ཧࣄ� Ұ߂　ɺౢࢠɺୖ౻ɺࢠͪ͞ޱඒɺߐྛߴ
� ฤूҕһ� ࢠɺߴ࢙ߒɺ҆ഒ　ɺࠤʑ
� 地Ҭༀࢣࡎձฤूҕһ� Ӝਖ਼थ（上）ɺࡾਖ਼थ（盛岡）ɺҏ౻উ（花巻）ɺ౻
� � ઍ༿ઍ߳ࢠ（Ԟभ）ɺࢁ৴࠸（Ұؔ）ɺۚྑଇ（ؾઋ）ɺ
� � （࣊ٱ）࢘ɺ৽ᔹ७（ݹٶ）ɺాҰ（ੴז）࢘ঘࠤ

イーハトーブ〜岩手県薬剤師会誌〜　第59号

第59߸（ح݄̍ճൃߦ）� � ฏ29݄̍30　ҹ
� � ฏ29݄̍31　ൃߦ
　ऀߦൃ Ұൠࣾஂ๏ਓ 岩手県ༀࢣࡎձ� ձ　　ാᖒതາ
　ॴߦൃ Ұൠࣾஂ๏ਓ 岩手県ༀࢣࡎձ� 〒020-0876　盛岡市അ町3൪12߸
� 5&-（019）622-2467　　'"9（019）653-2273
� F-NBJM　　JQB1IFBE!SPTF�PDO�OF�KQ
ҹॴ　 �ձࣾࣜגҹߴྕై 〒020-0811　盛岡市町23൪2߸　盛岡தԝஂۀ地
� 5&-（019）651-2110　　'"9（019）654-1084



岩手県医薬品卸業協会

株式会社小田島
〒025-0008　岩手県花巻市空港南2-18 ☎0198（26）4211

株式会社恒和薬品岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南4-10-2 ☎019（639）0755

株式会社スズケン岩手
〒020-0125　岩手県盛岡市上堂4-5-1 ☎019（641）3311

東邦薬品株式会社岩手営業部
〒020-0122　岩手県盛岡市みたけ2-7-15 ☎019（646）7130

株式会社バイタルネット岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-12 ☎019（638）8891

株式会社メディセオ北海道・東北支社岩手営業部
〒025-0312　岩手県花巻市二枚橋第5地割6-26 ☎0198（26）0552



わたしたち薬剤師はスポーツ選手の味方です！
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